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投 資

１．ルールの外観

（１）ルールの背景

①海外直接投資の増加

年代以降、世界の海外直接投資は急速に拡大し

ており、世界経済の成長を牽引する大きな役割を果た

している。海外直接投資残高の対 比は、 年に

は対外直接投資額で ％、対内直接投資額で ％

であったことに対し、 年にはそれぞれ ％、

％に伸びている（ 「

」）。我が国の国際収支を見ても、 年

の所得収支は直接投資収益の黒字幅が拡大したこと等

から黒字幅が拡大し約 兆円の黒字、貿易収支の

黒字は約 兆円であり、所得収支が経常収支を支え

ている。

②二国間投資協定及び投資章を含む自由貿易協定締

結の傾向

各国は、自国の投資家とその投資財産を投資受入国

において差別的扱いや収用（国有化も含む）などから

保護するため、 年代末から二国間投資協定（ ：

）を締結してきた。海外

直接投資の拡大等を受けて、 年代に飛躍的に増加

し、 年末現在でその数は （投資章を含む自

由貿易協定なども加えると ）に達する。なお、

年末時点ではその数は であったが、 本

が終了し、エクアドル共和国が 本を破棄したため、

本減少している。

＜図表 ＞世界の投資協定の数の推移
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る推進及び健全な発展のために不可欠であり、技術力

のある国にとっては、当該国企業が海外市場に安心し

て投資を行う際の前提となる。他方、技術力をもたな

い開発途上国にとっても円滑な技術移転の促進などを

通した経済的発展が期待できる。

知的財産権の執行を強化するための国際的な法的

枠組みである「偽造品の取引の防止に関する協定」

（ ）は、知的財産権保護に関する法的枠組み強化

という側面に加え、締約国間の意見調整の場である委

員会設置やベストプラクティス共有等、締約国間の協

力を通じた執行の体制強化・質の向上という意義を有

するものである。 年 月現在、 を締結した国

は我が国のみであり、発効に必要な締結国数に届いて

いないものの、 の内容がエンフォースメントに関

する国際的規律の新たな標準モデルとなり の

ような様々な国際協定に取り込まれていくことで、

締約国の範囲を超えて知的財産エンフォースメ

ントの強化に向けた役割を果たすことは可能である。

唯一の 締約国として、我が国は、二国間・複数国

間協議など様々な機会を利用して協定内容への理解を

促しエンフォースメントに関する規律強化の基礎とし

て を活用していくことが期待される。

（６）主要ケース

我が国が、これまでに発効した の知的財産に関

する義務規定から紛争解決手続を通じて具体的な法令

や通達改正を迫られたものはない。我が国の立場から

見ると、 の知的財産規定は、概ね相手国の知的財

産制度の強化という役割を有しており、 上の紛争

解決手続は、知的財産に係る権利義務について、相手

国の義務履行を問う場として利用されることになると

考えられる。今後の具体的ケースの積み重ねにより、

その実用性などについての検証がなされることになろ

う。
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会合を行い、アウトリーチ活動や構造化された議論の

進め方について議論を行うこと、等が決定された。

での決定を受けて、 年 月に第 回の会

合を開催、同年中に合計 回の会合を開催し、第 回

閣僚会議に向けて有志国間で更に議論を加速させるこ

とが合意された。これまでのところ、本有志国会合は、

主に途上国の観点から、経済成長をもたらす対内投資

を促進する上で必要な投資手続きの合理化・円滑化等

について議論している。

第 部 経済連携協定・投資協定

③ における取組

海外直接投資の拡大が加速するにつれ、投資後の投

資財産の保護だけでなく、相手国に投資を行う段階も

含めて協定で規律しようとする動きが出始めた。具体

的には、外資規制など、国境を越えた自由な投資を阻

む障壁を削減しようとするものである。 年、

において多数国間投資協定（ ：

）の交渉が開始された。これ

は、投資の自由化及び保護に関し、包括的で拘束力の

ある多数国間の協定を 加盟国間で策定しようと

するものであった。しかし、環境規制などの国家の規

制権限が によって侵害されるといった や加盟

諸国の懸念等を背景に交渉は行き詰まり、 年にフ

ランスが交渉脱退を決定したことを契機として決裂し

た。 は成立しなかったが、 では早期から投資

に係る国際取決めの策定に取り組んできた。例えば

成立時（ 年）に成立した資本移動自由化規約

（ ）

では、特定の留保以外は原則として資本取引を自由化

することが定められた。また、 年には、世界経済

の発展に大きな影響を有する多国籍企業の行動に対し

て加盟国政府が責任ある行動をとるよう勧告する多国

籍企業行動指針（「多国籍企業ガイドライン」）が作

成され、その後、世界経済の発展や企業行動の変化な

どの実情に合わせ、環境、労働関係、情報開示の事項

の追加や、贈賄防止、消費者利益配慮について新たな

章を設けるなど、 回の改訂が行われている。 年

の改訂では、（ ）企業には人権を尊重する責任がある

旨の人権に関する章の新設（ ）リスク管理の一環とし

て企業はサプライチェーンに関しても、適切な注意を

払い、問題の防止及び対応のために然るべき措置をと

るべきこと等を含むデュー・ディリジェンスへの言及

（ ）各国に置かれた連絡窓口（ ：

）の紛争解決手続きについて司法との並行手続案

件への対処や目安となる処理期間の設定などが行われ

た。この行動指針自体には法的拘束力はなく、その実

施は各国・企業の自主性に委ねられている。

④エネルギー憲章条約（ ）

個別分野での取組としては、エネルギー分野の貿

易・投資・輸送の規律、特に旧ソ連圏諸国におけるそ

れらの規律の確保を目的として作成されたエネルギー

憲章条約（ ）がある。同

条約は欧州主導で交渉が開始され、 年に署名開放、

年に発効した。エネルギー憲章条約は投資の規律

を条約の つの柱の つとしている。エネルギー分野

に限定されてはいるが、一部の投資自由化規定も含め

て、主要な投資ルールが盛り込まれている。日本は

年に署名、 年に批准している。多くの旧ソ連

圏各国が参加する中、ロシア（ 年署名）は、暫定

的適用の状態が継続していたが、 年 月 日に

暫定的適用が終了した。同国の暫定的適用期間中に

加盟国の投資家が投資した投資財産については、

当該適用終了の効力が生じた後 年間保護されるこ

ととなっている（ 条 項 ）。詳細については、

第Ⅲ部第 章エネルギーの項目を参照。

⑤ における取組

では 年シンガポール閣僚会合で、貿易円滑

化、政府調達の透明性、競争とともに、投資分野を、

新分野として 体制の中に取り込むか否かについて

検討することが決定された（いわゆる「シンガポール・

イシュー」）。その後、 における の議論の進

捗をにらみつつ（ 年に挫折）、 において「貿

易と投資」の交渉化に向けた議論が行われ、ドーハ開

発アジェンダの開始を決定した 年の第 回閣僚

会議では、「貿易と投資」の交渉モダリティについて

「明確なコンセンサスを 年の第 回閣僚会議で

得られれば交渉を開始する」旨が合意された。 年

月から貿易と投資作業部会（投資ワーキンググルー

プ）が開催され、ドーハ宣言に盛り込まれた要素（例：

範囲と定義、透明性）等について議論が行われたが、

投資ルールを に設けることに対する開発途上国の

強い反対があった。結局、カンクンで行われた第 回

閣僚会合では交渉化への合意は達成されず、ドーハ開

発アジェンダの交渉項目に含まれないことになった。

なお、投資の「保護」又は「自由化」を主な目的と

する従来の取組とは異なる動きとして、 年より投

資円滑化に関する議論が途上国を中心に広まり、ブエ

ノスアイレスで行われた第 回閣僚会議（ ）にお

いて、 の有志メンバーによる閣僚宣言がとりまとめ

られた。この閣僚宣言では、①マルチでの議論の枠組

みを支援すること、②枠組みの中心目的は途上国・

の国際投資への参加促進であること、③ 年早期に
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一
部

と
し
て
「
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
」
採
択
 

 
 

【
行
動
指
針
の
目
的
】
 

 
 

・
国
際
投
資
環
境
の
改
善
 

 
 

・
多
国
籍
企
業
の
経
済
、
社
会
的
発
展
へ
の
寄
与
 

 
 

・
紛
争
解
決
 

等
 

 [
20

00
] 

OE
CD

閣
僚
理
事
会
第

4
回
改
訂
 

 ・
B
IA

C、
N
GO

等
と
定
期
的
、
非
公
式
協
議
 

・
各
国
に
連
絡
窓
口
の
設
置
等
 

  
 
[
20
03
] 

O
EC

D
閣
僚
理
事
会
 

 
 

 
「
開
発
の
た
め
の
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

に

関
す
る
日
本
の
提
案
了
 

  
 
[
20
06
] 

O
EC

D
閣
僚
理
事
会
 

投
資
政
策
枠
組
み
（
PF

I）
承
認
 

 
 
 
[
20

08
] 

 
 
 
「
対
外
直
接
投
資
（
F
D
I
）
に
関
す
る

O
EC

D
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
定
義
」
改
訂
 

[
20
11
] 

 
OE

CD
閣
僚
理
事
会
第

5
回
改
訂
 

・
人
権
に
関
す
る
章
の
新
設
等
 

   [
20
13
] 

「
責
任
あ
る
企
業
行
動
に
関
す
る
作
業
部
会

（
W
PR

BC
）
」
が
設
立
 

・
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
を
所
管
 

 [
20
15
] 

O
EC

D
閣
僚
理
事
会
 

改
訂
版
投
資
政
策
枠
組
み
（
P
F
I
）
承
認
 

[
19
86
] 
UR

交
渉

開
始
 

 [
19
93
.1
2]
 U
R
基

本
合

意
 

  [
19
95
.1

発
効

] 
 
 
 
[
19
95
.1

発
効

] 

 
 

T
RI

Ms
 

 
 

 
 

 
 
 

G
AT

S 

・
貿

易
関

連
投

資
措

置
 
 
 
・

サ
ー

ビ
ス

貿
易
 

（
モ

ノ
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

第
3
モ

ー
ド
 

・
途

上
国

は
20
00

年
 

 
以

降
発

行
 

  [
19
96
.1
2]
 貿

易
と

投
資

作
業
部

会
 

 
 

 
 

 
 

・
貿

易
と

投
資
の

関
係

を
考

察
 

 
 

 
 

 
 

 
19

97
.6

以
降

2
00
1
年

ま
で

に
14

回
開

催
 

 
 

 
 

 
 

 
貿

易
・

投
資
・

開
発

の
経

済
関

係
、

経
済

効
果

に
つ

い
て

議
論
 

 [
19
98
.1
2]
 一

般
理

事
会

に
報
告

 

 
 

 
 

 
 

・
作

業
部

会
の
継

続
決

定
 

 [
19
99
.1
1]
 第

3
回

閣
僚

会
議
（

シ
ア

ト
ル

）
 

 [
20
00
]新

ラ
ウ

ン
ド

で
の

投
資
ル

ー
ル

策
定

に
向

け
た

議
論

 

 [
20
01
.1
1]
 第

4
回

閣
僚

会
議
（

カ
タ

ー
ル

）
 

 
 

 
 

 
投

資
ル

ー
ル

に
つ
い

て
は

、
作

業
部

会
で

の
焦

点
を

絞
っ

た
検

討
実

施
 

 [
20
03
.9
] 
第

5
回

閣
僚

会
議
（

カ
ン

ク
ン

）
 

 
 

 
 

 
決

裂
 

 [
20
04
.7
]一

般
理

枠
組

合
意

（
ジ

ュ
ネ

ー
ブ

）
 

 
 

 
 

・
交

渉
再

開
 

 
 

 
 

・
投

資
は

今
次

ラ
ウ
ン

ド
中

に
「

交
渉

に
向

け
た

作
業

」
を

し
な

い
 

 

[
19
89
] 
AP
EC

設
立

 

[
19
93
] 
シ

ア
ト

ル
会

合
 

 
 
 
・

貿
易

・
投

資
の

自
由
化

に
焦

点
 

 
 
 
・

投
資

原
則

策
定

を
提
案

（
米

・
豪

）
 

[
19
94
]非

拘
束

投
資

原
則

（
NB
I
P）

 

 
 
 
・

透
明

性
、

最
恵

国
待
遇

、
内

国
民

待
遇

等
盛

り

込
み

 

 
 
 
・

拘
束

力
な

し
 

 [
19
97
] 
カ

フ
ェ

テ
リ

ア
方

式
・

セ
ク

タ
ー

方
式
 

 
 
 
＜

カ
フ

ェ
テ

リ
ア

方
式
＞

 

 
 
 
・

高
い

目
標

を
設

定
 

 
 
 
・

可
能

な
も

の
に

コ
ミ
ッ

ト
 

 
 
 
・

不
可

能
な

も
の

は
理
由

を
明

確
化

 

 
 
 
＜

セ
ク

タ
ー

（
分

野
別
）

方
式

＞
 

 
 
 
・

イ
ン

フ
ラ

等
の

分
野
で

同
様

な
取

り
組

み
 

[
19
98
] 
「

メ
ニ

ュ
ー

・
オ

ブ
・

オ
プ

シ
ョ

ン
」

当
初

の

メ
ニ

ュ
ー

に
合

意
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
全

69
項

目
 

[
19
99
] 
「

メ
ニ

ュ
ー

」
と

IA
P
の

ク
ロ

ス
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
を

行
う

こ
と

の
合

意
（

IA
P
の

「
メ

ニ
ュ

ー
」

へ
の

反
映

）
 

 [
20
00

以
降

]
 ク

ロ
ス

レ
フ

ァ
レ

ン
ス

の
実

施
 

[
20
01
]I
AP

ピ
ア

レ
ビ

ュ
ー

実
施

に
つ

き
合

意
 

[
20
02

以
降

]
IA
P
ピ

ア
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

 

 
 

 
 

 
→

（
20

02
年

日
本

実
施

）
 

[
20
04
] 
AB
AC

が
AP
EC

ワ
イ

ド
F
TA

提
唱

 

 
 

 
 
FT
A
ベ

ス
ト

・
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
 

 [
20
05
] 

 
 F
TA

モ
デ

ル
措

置
（

議
論

開
始

）
 

[
20
08
] 

 
 モ

デ
ル

投
資

措
置

（
日

本
リ

ー
ド

）
 

 
 

 
 

 
 未

合
意

最
終

ド
ラ

フ
ト

（
11

月
）

 

 
 

 
 

 
（

作
業

中
断

）
 

1
97
0
年
代
 

エ
ジ
プ
ト

 

 
 
 
 
 
78

年
1
月

14
日
発
効
 

1
98
0
年
代
 

ス
リ
ラ
ン
カ

 
 
 
 
 

中
国

 

 
 
 
 
 
82

年
8
月

7
日
発
効
 
 
89

年
5
月

14
日
発
効
 

1
99
0
年
代
 

ト
ル
コ

 
 
 
 
 
 

香
港

 
 
 
 
 
 
 
 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

 

 
 
 
 
 
93

年
3
月

12
日
発
効
 
97

年
6
月

18
日
発
効
 
 
99

年
8
月

2
5
日
発
効
 

2
00

0
年
～
 

ロ
シ
ア

 

0
0
年

5
月

27
日

発
効
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
EP
A）

 

0
2
年

11
月

30
日
発
効
 

メ
キ
シ
コ
（
EP
A）

 

0
5
年

4
月

1
日

発
効
 

タ
イ
（
E
PA
）

 

0
7
年

11
月

1
日

発
効
 

カ
ン
ボ
ジ
ア

 

0
8
年

7
月

31
日

発
効
 

ス
イ
ス
（
E
PA
）

 

0
9
年

9
月

1
日

発
効
 

イ
ン
ド
（
E
PA
）

 

1
1
年

8
月

1
日

発
効
 

イ
ラ
ク

 

1
4
年

2
月

25
日

発
効
 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

 

1
4
年

8
月

29
日

発
効
 

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

 

1
5
年

10
月

25
日
発
効
 

モ
ン
ゴ
ル
（
EP
A）

 

1
6
年

6
月

7
日

発
効
 

イ
ラ
ン

 

1
7
年

4
月

26
日

発
効
 

イ
ス
ラ
エ
ル

 

1
7
年

10
月

5
日

発
効
 

ヨ
ル
ダ
ン

 

1
8
年

11
月

27
日
署
名
 

E
U（

E
PA
）

 

1
9
年

2
月

1
日

発
効
 

 モ
ン
ゴ
ル

 

0
2
年

3
月

24
日

発
効
 

韓
国

 

0
3
年

1
月

1
日

発
効
 

マ
レ
ー
シ
ア
（
EP
A）

 

0
6
年

7
月

13
日

発
効
 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
EP
A）

 

0
8
年

7
月

1
日

発
効
 

ラ
オ
ス

 

0
8
年

8
月

3
日

発
効
 

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

 

0
9
年

9
月

24
日

発
効
 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

 

1
4
年

1
月

17
日

発
効
 

日
中
韓

 

1
4
年

5
月

17
日

発
効
 

豪
州

(
EP

A)
 

1
5
年

1
月

15
日

発
効
 

ウ
ク
ラ
イ
ナ

 

1
5
年

11
月

26
日
発
効
 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

 

1
7
年

4
月

7
日

発
効
 

オ
マ
ー
ン

 

1
7
年

7
月

21
日

発
効
 

ア
ル
メ
ニ
ア

 

1
8
年

2
月

14
日

署
名
 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

 

1
8
年

12
月

1
日

署
名
 

  

 パ
キ
ス
タ
ン

 

0
2
年

5
月

29
日

発
効
 

ベ
ト
ナ
ム

 

0
4
年

12
月

19
日
発
効
 

チ
リ
（
E
PA
）

 

0
7
年

9
月

3
日

発
効
 

ブ
ル
ネ
イ
（
EP
A）

 

0
8
年

7
月

31
日

発
効
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
（
EP
A）

 

0
8
年

12
月

11
日
発
効
 

ペ
ル
ー

 

0
9
年

12
月

10
日
発
効
 

ク
ウ
ェ
ー
ト

 

1
4
年

1
月

24
日

発
効
 

ミ
ャ
ン
マ
ー

 

1
4
年

8
月

7
日

発
効
 

コ
ロ
ン
ビ
ア

 

1
5
年

9
月

11
日

発
効
 

T
PP
（

EP
A）

 

1
6
年

2
月

4
日

書
名
 

ウ
ル
グ
ア
イ

 

1
7
年

4
月

14
日

発
効
 

ケ
ニ
ア

 

1
7
年

9
月

14
日

発
効
 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

 

1
8
年

4
月

30
日

署
名
 

C
PT

PP
（

EP
A）

 

1
8
年

12
月

3０
日
発
効
 

 

[
20
08
] 
 
投

資
円

滑
化

行
動
計

画
(
IF
AP
)(
2
00
8-
20
10
) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
・

優
先

テ
ー

マ
：
①

電
子

的
な

透
明

性
②

投

資
家

の
リ

ス
ク

軽
減

③
ビ

ジ
ネ
ス

に
係

る

規
制

の
簡

素
化
 

ボ
ゴ

ー
ル

目
標
 

[
20
10
]日

本
開

催
（

横
浜

宣
言
）

 

[
20
11
] 
非
拘
束
投
資
原
則
（
改
定
）
（
N
BI
P）

 

・
拘

束
力

な
し
 

[
20
12
] 
  
  
I
FA
PⅡ

(
20
12
-
20
14
) 
  

 
  
  
  
  
 ・

優
先

テ
ー

マ
：
①

投
資

環
境

の
安

定
性

、

資
産

の
安

全
性

、
及

び
投

資
保
護

の
強

化

 
 

 
 

 

[
20
17
.1
2]
 第

11
回

閣
僚

会
議

 

 
 

 
 

 
（

ブ
エ

ノ
ス

ア
イ
レ

ス
）

 

 
 

 
 

 
70

メ
ン

バ
ー

に
よ

る
閣

僚
宣

言
を

採
択
 

 

【
大
筋
・
実
質
合
意
・
交
渉
妥
結
】
 

（
経
済
連
携
協
定
）
AS
EA
N 

 

 
 

 
 

 

【
交
渉
中
】
 

（
投
資
協
定
）
ア
ン
ゴ
ラ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
カ
タ
ー
ル
、
ガ
ー
ナ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
モ
ロ
ッ
コ
、
キ
ル
ギ
ス
、
ザ
ン
ビ
ア
 

（
経
済
連
携
協
定
）
RC
EP
、
カ
ナ
ダ
、
ト
ル
コ
、
日
中
韓
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投
資
 

4
5
9
 

②
投

資
手

続
き

の
効

果
と

効
率
の

向
上

③

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

と
の

関
係
強

化
 

[
20
15
] 
  
  
 
IF
AP
Ⅲ

(2
01
5
-2
01
7)
 

 
  
  
  
  
 ・

優
先

テ
ー

マ
：
①

電
子

的
な

透
明

性
②

投

資
家

の
リ

ス
ク

軽
減

③
ビ

ジ
ネ
ス

に
係

る

規
制

の
簡

素
化

（
20
08

年
と

同
じ

）
 

 
  
  
  
  
  
 
IF
AP

 Ⅳ
 

 
 

 
 

 
 
 （

継
続

交
渉

）
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第５章 投資

資財産に対して「公正かつ衡平な待遇（

）」及び「十分な保護及び保障

（ ）」を与える義務を

定める。この規定は、投資受入国が投資財産に対して

一定の待遇を与えることを目的としており、内国民待

遇や最恵国待遇が他の投資家に対する待遇との関係で

相対的に内容が決定されるのに対し、公正衡平待遇は

絶対的に維持すべき待遇の水準を規定する。

公正衡平待遇が具体的にどのような待遇を指すか

については、条文の文言やその文脈、協定の目的、個

別具体的な事情等によって決まるが、仲裁では、公正

衡平待遇が、国際慣習法による最低基準を指すのか、

あるいは国際慣習法による最低基準以上の待遇を指す

のかが議論されてきた。条文の文言上は、「国際慣習

法 に 従 っ て （

）」と明示的に規定するものもあれ

ば、国際慣習法との関係を何も規定しない結果、協定

上の独自の水準を定めるものと解釈されるものが見ら

れる。なお、 第 条第 項は、「国際法に従っ

て」公正衡平待遇を与える義務を規定するが、

事件で、 が北米三国間により一層強固な

経済関係を築く目的で締結されたものであることなど

から、国際慣習法上の義務のみでなく、これに付加的

なものを含むとの判断が下されたこと、また、

事件では 上の他の規定に違反する場合に

は、必然的に公正衡平待遇義務にも違反するとの判断

が下されたことから、米国を中心にこの規定の解釈に

ついて批判の声があがり、これを受ける形で 年

月 日に 自由貿易委員会（

）は、公正衡平待遇義務は国際慣習法上の

最低基準を付与するものであり、それ以上の待遇を求

めるものではないこと、 上又は他の国際協定の

公正衡平待遇義務以外の義務の違反があったことに

よって、公正衡平待遇義務違反があったこととはなら

ないことを確認する覚書（

）を公表し、この

義務の範囲に制限をかけるような試みが行われ、その

後の の仲裁事件はこの覚書の解釈に事実上従っ

ている。ただし、国際慣習法上の最低基準の理解次第

では、いずれの立場をとっても実際にはあまり変わら

ないことになる。

公正衡平待遇の具体的な内容としては、外国投資家

の投資財産保護に関する相当な注意、適正手続、裁判

拒否の禁止、恣意的措置の禁止、投資家の正当な期待

の保護等が挙げられてきた。

（ｄ）国が投資家との関係で引き受けた義務の遵守

義務（アンブレラ条項）

現地子会社等の投資財産と投資受入国政府との間

で契約（例えば、インフラプロジェクトや資源開発に

関するもの）が締結される場合のように、投資受入国

が個別の投資に関して負った義務を履行するよう投資

協定において義務づける規定である。投資受入国が負

う義務を包括的にカバーするという意味で、アンブレ

ラ（傘）条項と呼ばれる。投資契約上の義務などの違

反が、同時に協定上の義務違反を構成することになる

ため、たとえば契約違反の有無をめぐって投資家と投

資受入国間で紛争が発生した場合には、契約に関する

紛争解決手続きに加えて、協定上の紛争解決手続き（投

資家対国家の仲裁など）も利用可能となることが、投

資家にとっての利点である。アンブレラ条項は多くの

投資協定に盛り込まれてきたが、近年、投資受入国が

負う義務のどの範囲がアンブレラ条項によってカバー

されるか否かが仲裁判断で問題となっている。

（ｅ）特定措置の履行要求（パフォーマンス要求、

（ ））の禁止

締約国が、他方の締約国の投資家の投資及び事業活

動の条件として、輸出要求、現地調達要求、技術移転

要求等の、投資家の自由な投資活動を妨げる特定措置

の履行要求（パフォーマンス要求）を行ってはならな

い旨を規定する。

第一に、輸出制限、ローカルコンテンツ要求（原材

料や物品・サービスの現地調達要求）や輸出入均衡要

求は、 の 協定で「貿易歪曲効果の強い投資

措置」として禁止されているが、投資協定ではさらに、

輸出要求、国内販売制限要求、技術移転要求、役員国

籍要求、自国民雇用要求、事業本部要求、研究開発要

求、独占的供給要求も「パフォーマンス要求」として

禁止されることがある。この概念は締結を見ずに頓挫

した の 交渉での議論を引き継いでいる。

また、パフォーマンス要求は絶対禁止項目と、利益

付与の条件としての要求であれば許容される項目の

種類あり、 協定で厳格に禁止されているローカ

ルコンテンツ要求、輸出入均衡要求については、 と

の整合性を確保するために前者がとられ、その他の自

国民雇用要求や技術移転要求などの項目については、

投資誘致政策の余地を締約国に残すために後者が採用

第 部 経済連携協定・投資協定

（２）法的規律の概要

①伝統的な「保護型」の投資協定と 投資章を

代表とする「自由化型」の投資協定

従来、二国間投資協定は、投資受入国（ホスト国）

による収用や法律の恣意的運用などのリスクから守り

投資国の投資財産や投資家を保護する目的で締結され

てきた。これらは「保護型」の投資協定と呼ばれる伝

統的な協定であり、投資後の内国民待遇・最恵国待遇、

投資財産に対する公正衡平な待遇、収用補償、送金の

自由、締約国間の紛争処理、投資受入国と投資家との

間の紛争処理などを主要な要素とする協定である。現

在世界で約 ある投資協定の大半が「保護型」の

投資協定である。これに対し、投資後の待遇を保護す

るのみでなく、外資規制など投資の参入障壁について

も投資協定で扱うべきであるとする考えが 年代

から起こり、これを取り入れて、投資後に加え投資許

可段階を含めた内国民待遇・最恵国待遇の規定を盛り

込んだ投資協定が結ばれ始めた。 の投資章が代

表的である。これらは「自由化型」の投資協定と呼ぶ

ことができる。

②投資協定における主要要素

投資協定には、いわゆる「保護型」の投資協定と、

投資保護及び自由化の双方の要素を含んだ「自由化型」

の投資協定の タイプがあることは前述のとおりであ

るが、ここでは後者の「自由化型」の投資協定の主要

要素を概説する。なお、投資協定に含まれる要素は協

定ごとに様々であり、必ずしもあらゆる投資協定にこ

れらの要素すべてが含まれるわけではない。

（ａ）投資財産及び投資家の定義

投資協定においては、通常その冒頭で、協定の適用

対象となる投資財産及び投資家の定義が規定される。

投資財産については、「投資家により、直接又は間

接に所有され、又は支配されているすべての種類の資

産」などのように、比較的広範な定義がなされること

が多い。とりわけ重要なのは、現地子会社等の出資会

社・支店である。なお、「間接」に「所有」されると

いうのは、親会社―子会社―孫会社の関係のように、

資本関係が連続している場合の親会社と孫会社の関係

等を意味し、第三国を経由するか同一国内で資本関係

を有するかを問わない。なお、米国及びそれに影響を

受けた南米諸国の投資協定では、具体的な要件として、

資本その他の資源の出資、収益又は利得の期待、リス

クの引受けの つを要件として例示して規定すること

が多い。

投資家については、「締約国の法令によりその国籍

を有する自然人」又は「締約国の企業」と定義とする

ことが多く、こちらも広範な規定が多い。ただし、協

定によっては、投資家が「実質的な事業活動を行って

いること」を条件としたり、実質的な事業活動を行っ

ていない投資家について、第三国企業に支配又は所有

されている場合には、投資家と認められるとしてもな

お「協定上の利益を否認することができる」旨規定し

たりすること（利益否認規定）もある。

なお、投資家及びその投資財産が当該投資協定の保

護を受けるか否かは、しばしば仲裁において争いとな

る。

（ｂ）内国民待遇（ ）・最恵国待遇（ ）

条文の書きぶりとしては、一般に、「締約国は“投

資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営、維持、

使用、享受、売却その他の処分”という一連の投資活

動に関し、他方の締約国の投資家又はその投資財産に

対して内国民待遇及び最恵国待遇を与える」と規定さ

れる。「保護型」の投資協定の場合は、投資が既に投

資受入国に対して行われた後の段階にのみ内国民待

遇・最恵国待遇を付与するため、「設立、取得、拡張」

の部分が除かれ、「投資財産の経営、管理…その他の

処分について内国民待遇・最恵国待遇を付与する」と

規定されることが多い。

最恵国待遇は、複数加盟国を持つ 協定では、加

盟国の物品・サービス等について、等しい待遇を与え

ることを意味するが、二国間投資協定の場合は、投資

家又はその投資財産に対して、最も有利な待遇が与え

られている第三国の投資家又はその投資財産の待遇と

同一の待遇を確保することを意味する。最恵国待遇に

ついては、通常の投資協定で第三国に付与している待

遇を与えることはもちろんであるが、それを超えて

や関税同盟を通じて締約国が第三国に付与し

ている待遇も与えるかどうかが交渉において問題とな

り、 や関税同盟での待遇は の例外となる

場合がある。

（ｃ）公正衡平待遇（

）

我が国が締結したものを含め多くの投資協定が、投
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資財産に対して「公正かつ衡平な待遇（

）」及び「十分な保護及び保障

（ ）」を与える義務を

定める。この規定は、投資受入国が投資財産に対して

一定の待遇を与えることを目的としており、内国民待

遇や最恵国待遇が他の投資家に対する待遇との関係で

相対的に内容が決定されるのに対し、公正衡平待遇は

絶対的に維持すべき待遇の水準を規定する。

公正衡平待遇が具体的にどのような待遇を指すか

については、条文の文言やその文脈、協定の目的、個

別具体的な事情等によって決まるが、仲裁では、公正

衡平待遇が、国際慣習法による最低基準を指すのか、

あるいは国際慣習法による最低基準以上の待遇を指す

のかが議論されてきた。条文の文言上は、「国際慣習

法 に 従 っ て （

）」と明示的に規定するものもあれ

ば、国際慣習法との関係を何も規定しない結果、協定

上の独自の水準を定めるものと解釈されるものが見ら

れる。なお、 第 条第 項は、「国際法に従っ

て」公正衡平待遇を与える義務を規定するが、

事件で、 が北米三国間により一層強固な

経済関係を築く目的で締結されたものであることなど

から、国際慣習法上の義務のみでなく、これに付加的

なものを含むとの判断が下されたこと、また、

事件では 上の他の規定に違反する場合に

は、必然的に公正衡平待遇義務にも違反するとの判断

が下されたことから、米国を中心にこの規定の解釈に

ついて批判の声があがり、これを受ける形で 年

月 日に 自由貿易委員会（

）は、公正衡平待遇義務は国際慣習法上の

最低基準を付与するものであり、それ以上の待遇を求

めるものではないこと、 上又は他の国際協定の

公正衡平待遇義務以外の義務の違反があったことに

よって、公正衡平待遇義務違反があったこととはなら

ないことを確認する覚書（

）を公表し、この

義務の範囲に制限をかけるような試みが行われ、その

後の の仲裁事件はこの覚書の解釈に事実上従っ

ている。ただし、国際慣習法上の最低基準の理解次第

では、いずれの立場をとっても実際にはあまり変わら

ないことになる。

公正衡平待遇の具体的な内容としては、外国投資家

の投資財産保護に関する相当な注意、適正手続、裁判

拒否の禁止、恣意的措置の禁止、投資家の正当な期待

の保護等が挙げられてきた。

（ｄ）国が投資家との関係で引き受けた義務の遵守

義務（アンブレラ条項）

現地子会社等の投資財産と投資受入国政府との間

で契約（例えば、インフラプロジェクトや資源開発に

関するもの）が締結される場合のように、投資受入国

が個別の投資に関して負った義務を履行するよう投資

協定において義務づける規定である。投資受入国が負

う義務を包括的にカバーするという意味で、アンブレ

ラ（傘）条項と呼ばれる。投資契約上の義務などの違

反が、同時に協定上の義務違反を構成することになる

ため、たとえば契約違反の有無をめぐって投資家と投

資受入国間で紛争が発生した場合には、契約に関する

紛争解決手続きに加えて、協定上の紛争解決手続き（投

資家対国家の仲裁など）も利用可能となることが、投

資家にとっての利点である。アンブレラ条項は多くの

投資協定に盛り込まれてきたが、近年、投資受入国が

負う義務のどの範囲がアンブレラ条項によってカバー

されるか否かが仲裁判断で問題となっている。

（ｅ）特定措置の履行要求（パフォーマンス要求、

（ ））の禁止

締約国が、他方の締約国の投資家の投資及び事業活

動の条件として、輸出要求、現地調達要求、技術移転

要求等の、投資家の自由な投資活動を妨げる特定措置

の履行要求（パフォーマンス要求）を行ってはならな

い旨を規定する。

第一に、輸出制限、ローカルコンテンツ要求（原材

料や物品・サービスの現地調達要求）や輸出入均衡要

求は、 の 協定で「貿易歪曲効果の強い投資

措置」として禁止されているが、投資協定ではさらに、

輸出要求、国内販売制限要求、技術移転要求、役員国

籍要求、自国民雇用要求、事業本部要求、研究開発要

求、独占的供給要求も「パフォーマンス要求」として

禁止されることがある。この概念は締結を見ずに頓挫

した の 交渉での議論を引き継いでいる。

また、パフォーマンス要求は絶対禁止項目と、利益

付与の条件としての要求であれば許容される項目の

種類あり、 協定で厳格に禁止されているローカ

ルコンテンツ要求、輸出入均衡要求については、 と

の整合性を確保するために前者がとられ、その他の自

国民雇用要求や技術移転要求などの項目については、

投資誘致政策の余地を締約国に残すために後者が採用

第 部 経済連携協定・投資協定

（２）法的規律の概要

①伝統的な「保護型」の投資協定と 投資章を

代表とする「自由化型」の投資協定

従来、二国間投資協定は、投資受入国（ホスト国）

による収用や法律の恣意的運用などのリスクから守り

投資国の投資財産や投資家を保護する目的で締結され

てきた。これらは「保護型」の投資協定と呼ばれる伝

統的な協定であり、投資後の内国民待遇・最恵国待遇、

投資財産に対する公正衡平な待遇、収用補償、送金の

自由、締約国間の紛争処理、投資受入国と投資家との

間の紛争処理などを主要な要素とする協定である。現

在世界で約 ある投資協定の大半が「保護型」の

投資協定である。これに対し、投資後の待遇を保護す

るのみでなく、外資規制など投資の参入障壁について

も投資協定で扱うべきであるとする考えが 年代

から起こり、これを取り入れて、投資後に加え投資許

可段階を含めた内国民待遇・最恵国待遇の規定を盛り

込んだ投資協定が結ばれ始めた。 の投資章が代

表的である。これらは「自由化型」の投資協定と呼ぶ

ことができる。

②投資協定における主要要素

投資協定には、いわゆる「保護型」の投資協定と、

投資保護及び自由化の双方の要素を含んだ「自由化型」

の投資協定の タイプがあることは前述のとおりであ

るが、ここでは後者の「自由化型」の投資協定の主要

要素を概説する。なお、投資協定に含まれる要素は協

定ごとに様々であり、必ずしもあらゆる投資協定にこ

れらの要素すべてが含まれるわけではない。

（ａ）投資財産及び投資家の定義

投資協定においては、通常その冒頭で、協定の適用

対象となる投資財産及び投資家の定義が規定される。

投資財産については、「投資家により、直接又は間

接に所有され、又は支配されているすべての種類の資

産」などのように、比較的広範な定義がなされること

が多い。とりわけ重要なのは、現地子会社等の出資会

社・支店である。なお、「間接」に「所有」されると

いうのは、親会社―子会社―孫会社の関係のように、

資本関係が連続している場合の親会社と孫会社の関係

等を意味し、第三国を経由するか同一国内で資本関係

を有するかを問わない。なお、米国及びそれに影響を

受けた南米諸国の投資協定では、具体的な要件として、

資本その他の資源の出資、収益又は利得の期待、リス

クの引受けの つを要件として例示して規定すること

が多い。

投資家については、「締約国の法令によりその国籍

を有する自然人」又は「締約国の企業」と定義とする

ことが多く、こちらも広範な規定が多い。ただし、協

定によっては、投資家が「実質的な事業活動を行って

いること」を条件としたり、実質的な事業活動を行っ

ていない投資家について、第三国企業に支配又は所有

されている場合には、投資家と認められるとしてもな

お「協定上の利益を否認することができる」旨規定し

たりすること（利益否認規定）もある。

なお、投資家及びその投資財産が当該投資協定の保

護を受けるか否かは、しばしば仲裁において争いとな

る。

（ｂ）内国民待遇（ ）・最恵国待遇（ ）

条文の書きぶりとしては、一般に、「締約国は“投

資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営、維持、

使用、享受、売却その他の処分”という一連の投資活

動に関し、他方の締約国の投資家又はその投資財産に

対して内国民待遇及び最恵国待遇を与える」と規定さ

れる。「保護型」の投資協定の場合は、投資が既に投

資受入国に対して行われた後の段階にのみ内国民待

遇・最恵国待遇を付与するため、「設立、取得、拡張」

の部分が除かれ、「投資財産の経営、管理…その他の

処分について内国民待遇・最恵国待遇を付与する」と

規定されることが多い。

最恵国待遇は、複数加盟国を持つ 協定では、加

盟国の物品・サービス等について、等しい待遇を与え

ることを意味するが、二国間投資協定の場合は、投資

家又はその投資財産に対して、最も有利な待遇が与え

られている第三国の投資家又はその投資財産の待遇と

同一の待遇を確保することを意味する。最恵国待遇に

ついては、通常の投資協定で第三国に付与している待

遇を与えることはもちろんであるが、それを超えて

や関税同盟を通じて締約国が第三国に付与し

ている待遇も与えるかどうかが交渉において問題とな

り、 や関税同盟での待遇は の例外となる

場合がある。

（ｃ）公正衡平待遇（

）

我が国が締結したものを含め多くの投資協定が、投
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＜図表 ＞ネガティブリストの例（現状維持義務ありの場合）

現状維持義務あり（附属書 ）と現状

維持義務なし（附属書 ）を作成。

分野の特定分野

（ 日本標準産業分類）

留保する協定の義務の特定

（ 、 、 など）

留保する措置をとっている政府のレ

ベル（中央又は地方）

具体的な措置の根拠法令

留保の内容の具体的な記述

（この場合、具体的な 違反や 違

反の内容）

（日カンボジア投資協定の例）

（ｆ）自由化義務の形式

自由化義務を確認する形式には、締約国が「約束表」

に、例外として列挙した分野以外はすべて 、 及

び 禁止の義務を認める方式（ネガティブリスト方

式）と、「約束表」に記載した分野と内容のみ自由化

義務を負う方式（ポジティブリスト方式）がある。

「保護型」の投資協定では投資後の段階を扱うため、

約束表を付けないことが一般的である。「自由化型」

の投資協定では、我が国、米国、カナダ、シンガポー

ルなどの先進国は、透明性と法的安定性のより高いネ

ガティブリスト方式を採り（ 投資章ほか）、途

上国の一部は、外国投資規制の政策的余地を残す観点

から、 ・ と同様のポジティブリストを指向す

ることが多い（豪タイ 投資章、印星 投資章印

側約束表ほか）。

ネガティブリストの場合、一般に、 、 及び

禁止義務に適合しない措置を「維持」又は「採用」で

きる、「現状維持義務（スタンドスティル）なし」の

リストと、協定発効時に存在する 、 及び 禁止

義務に適合しない措置を「維持」できるが、これを協

定に適合しない方向に改訂することや、新たな協定非

適合措置を採用すること、一度措置を協定に適合する

方向に緩和した場合に再度措置の強化ができないこと

（ラチェット義務。一方向にしか回転しない歯車

に由来）を規定する「現状維持義務・ラチェッ

トあり」のリストの 種類を作成することが一般的で

ある。

可能な限り多くの分野に現状維持義務をかけるこ

とにより、投資家が直面しうる法制度面でのリスク（国

内制度が変更されるリスク）を軽減することができる。

その一方で締約国は、武器産業や原子力産業など、国

の安全保障にかかわるような特にセンシティブな分野

を「現状維持義務なし」のリストに登録し、そうでな

いものは「現状維持義務・ラチェットあり」のリスト

に登録することによって、必要な規制を行う余地を残

しつつ、自国の外資政策に法的安定性を持たせている。

特に、 投資章等で採用しているネガティブリス

トには、①分野（小分野）、②関連する義務、③措置

の法的根拠、④概要が記載され、投資受入国の法令の

透明性確保に資するものとなっている。例えば、日ウ

ズベキスタン投資協定では、日本は次の分野を留保し

ており、他国との協定における留保分野もほぼ同じ内

容となっている。

銀行業、熱供給業、情報通信業、医薬品製造業、皮

革及び皮革製品製造業、船舶の国籍に関する事項、鉱

業、石油業、農林水産業及び関連するサービス、警備

業、運輸業、上水道業

（現状維持義務（スタンドスティル）なし）

第 部 経済連携協定・投資協定

される場合が多い。

加えて、近年締結された日モザンビーク投資協定、

日ミャンマー投資協定、日モンゴル 、環太平洋パー

トナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（ ）、日イスラエル投資協定、日アルメニア投資

協定、日アラブ首長国連邦投資協定、日 におい

ては、新たに、技術契約におけるロイヤルティに関す

る規制を禁止する条項を含めるなど、当該条項の一層

の充実を図っている。こうした条項は、研究開発活動

に対する正当な対価を回収するうえで、重要な意義が

ある。また、 においては、特定技術使用要求を

禁止する条項が含まれており、本条項は、締約国が推

奨する技術の使用を求められることを防ぐうえで、重

要な意義がある。
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＜図表 ＞ネガティブリストの例（現状維持義務ありの場合）

現状維持義務あり（附属書 ）と現状

維持義務なし（附属書 ）を作成。
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上国の一部は、外国投資規制の政策的余地を残す観点

から、 ・ と同様のポジティブリストを指向す

ることが多い（豪タイ 投資章、印星 投資章印

側約束表ほか）。

ネガティブリストの場合、一般に、 、 及び

禁止義務に適合しない措置を「維持」又は「採用」で

きる、「現状維持義務（スタンドスティル）なし」の

リストと、協定発効時に存在する 、 及び 禁止

義務に適合しない措置を「維持」できるが、これを協

定に適合しない方向に改訂することや、新たな協定非

適合措置を採用すること、一度措置を協定に適合する

方向に緩和した場合に再度措置の強化ができないこと

（ラチェット義務。一方向にしか回転しない歯車

に由来）を規定する「現状維持義務・ラチェッ

トあり」のリストの 種類を作成することが一般的で

ある。

可能な限り多くの分野に現状維持義務をかけるこ

とにより、投資家が直面しうる法制度面でのリスク（国

内制度が変更されるリスク）を軽減することができる。

その一方で締約国は、武器産業や原子力産業など、国

の安全保障にかかわるような特にセンシティブな分野

を「現状維持義務なし」のリストに登録し、そうでな

いものは「現状維持義務・ラチェットあり」のリスト

に登録することによって、必要な規制を行う余地を残

しつつ、自国の外資政策に法的安定性を持たせている。

特に、 投資章等で採用しているネガティブリス

トには、①分野（小分野）、②関連する義務、③措置

の法的根拠、④概要が記載され、投資受入国の法令の

透明性確保に資するものとなっている。例えば、日ウ

ズベキスタン投資協定では、日本は次の分野を留保し

ており、他国との協定における留保分野もほぼ同じ内

容となっている。

銀行業、熱供給業、情報通信業、医薬品製造業、皮

革及び皮革製品製造業、船舶の国籍に関する事項、鉱

業、石油業、農林水産業及び関連するサービス、警備

業、運輸業、上水道業

（現状維持義務（スタンドスティル）なし）

第 部 経済連携協定・投資協定

される場合が多い。

加えて、近年締結された日モザンビーク投資協定、

日ミャンマー投資協定、日モンゴル 、環太平洋パー

トナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（ ）、日イスラエル投資協定、日アルメニア投資

協定、日アラブ首長国連邦投資協定、日 におい

ては、新たに、技術契約におけるロイヤルティに関す

る規制を禁止する条項を含めるなど、当該条項の一層

の充実を図っている。こうした条項は、研究開発活動

に対する正当な対価を回収するうえで、重要な意義が

ある。また、 においては、特定技術使用要求を

禁止する条項が含まれており、本条項は、締約国が推

奨する技術の使用を求められることを防ぐうえで、重

要な意義がある。
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は植物の生命又は健康の保護、自国の安全保障上の重

大な利益の保護のために必要な場合には、協定に適合

しない例外的な措置をとることができる旨規定される。

仲裁廷において、どのような措置がこのような例外措

置に該当するか否か（例えば、経済危機の状況下にお

ける政府の措置は例外措置にあたるか否か）等が争わ

れており、この点に関連し、近年では、国際慣習法上

の緊急避難と本条との関係性（射程、要件、法的性質

等の差異）が問題になることも多い。

（３）我が国の投資協定締結の現状

（ 投資章含む）

年 月末現在、我が国では の投資協定と

の 投資章が発効している。 投資章の内容は二

国間投資協定の内容とほぼ同一である。したがって実

質的には合計 の投資協定が発効していることとな

る。

（投資協定）

① エジプト ： 年 月署名

（ 年 月発効）

② スリランカ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

③ 中国 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

④ トルコ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑤ 香港 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑥ パキスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑦ バングラデシュ ： ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑧ ロシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑨ 韓国 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑩ ベトナム ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※ 年 月に署名した日ベトナム に組み込ま

れている。

⑪ カンボジア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑫ ラオス ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑬ ウズベキスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑭ ペルー ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※ 年 月に署名した日ペルー に組み込まれて

いる。

⑮ パプアニューギニア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑯ コロンビア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑰ クウェート ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑱ 中国・韓国 ： 年 月署名

年 月発効）

⑲ イラク ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑳ サウジアラビア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉑ モザンビーク ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉒ ミャンマー ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉓ カザフスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉔ ウルグアイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉕ ウクライナ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉖ オマーン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉗ イラン ： 年 月署名

（ 年 月発効

㉘ ケニア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉙ イスラエル ： 年 月署名

（ 年 月発効

㉚ アルメニア ： 年 月署名

㉛ アラブ首長国連邦 ： 年 月署名

㉚ ヨルダン ： 年 月署名

㉚ アルゼンチン ： 年 月署名

第 部 経済連携協定・投資協定

公的企業等の持分・資産の移転又は処分、電信サー

ビス・郵便サービス等の自由化等に係る措置、補助金、

航空宇宙産業、武器・火薬産業、エネルギー産業（電

力、ガス、原子力）、漁業、放送業、土地取引、法の

執行等に係るサービス・社会事業サービス（所得保障、

社会保障、社会福祉、初等及び中等教育、公衆のため

の訓練、保健、保育等）

（ｇ）収用及び補償

投資家の投資財産を締約国が収用（国有化も含む）

する場合、①公共目的であること、②無差別の措置で

あること、③迅速に補償が支払われること、④正当な

法手続に則って行われること、⑤補償は収用時の公正

な市場価格とすることが条件として規定される。国家

による財産権の移転を伴う直接の収用のみでなく、「収

用と同等の措置」によるもの（間接収用）を含む。

間接収用とは、締約国による恣意的な許認可の剥奪

や生産数量の上限設定といった政策措置によって投資

財産の利用や収益機会が阻害され、投資財産の財産権

が締約国に移転することはないものの、結果的に収用

と同じ結果をもたらす措置を指す。間接収用について

は、 年代後半の仲裁事例（例えば にもとづ

く 事件。メキシコ州政府の執った環境規制

措置が間接収用を構成するとして協定義務違反に問わ

れたもの。詳細は「投資を巡る紛争処理」にて後述。）

がきっかけとなり、締約国のとる規制措置がどの程度

まで補償（又は賠償）の必要な「収用と同等の措置」

とみなされるかが議論されるようになった。これらの

仲裁判断を受けて、近年米国の締結する など

では、間接収用について、ケースバイケースの検討が

必要であり、その検討にあたっては、特に「①締約国

の措置が投資財産に不利な経済的効果を与えたとして

も、それのみでは間接収用を構成しないこと、②締約

国の行為が投資財産から生じる明確で正当な期待を妨

げた範囲、③締約国の措置の性質」という つの要素

を考慮すること、④公衆衛生、安全、環境等公共の福

祉を守る目的で立案された無差別の規制措置について

は、稀な例外を除いて間接収用に該当しない旨が規定

されている。もっとも、そのような規定がなくとも、

仲裁判断例においては、国家の規制権限の正当な行使

が「収用と同等の措置」とされたことはない。

（ｈ）争乱からの保護

武力紛争、国内争乱、革命等によって投資財産が損

害を被った場合に、損害賠償及びその他解決に関して、

投資受入国投資家や第三国投資家に劣後しない待遇を

保証するものである。

（ｉ）代位

投資財産に損害が生じた場合に発生する投資家の

請求権に関し、締約国又はその指定する機関による代

位等について定める規定である。例えば、自然災害や

現地企業の倒産などによって投資家が何らかの損害を

被った場合、当該投資家は保険機関等から保険契約等

に基づき支払いを受ける。この場合、投資家に支払い

を行った当該保険機関等が、投資家が持っていた権利

を引き継いで行使できる旨を規定したもの。我が国で

は、株式会社日本貿易保険や株式会社国際協力銀行が

提供する保険および保証契約に適用される。

（ｊ）資金の移転

他方の締約国の投資家の投資財産に関連するすべ

ての支払等が、遅滞なく自由に移転されることを確保

するよう締約国に義務づける規定。この規定があるこ

とで、本国から投資受入国への送金や、投資受入国で

上げた収益を本国に送金するなどの自由を確保し、円

滑な事業環境が保証されることになる。

（ｋ）国家間紛争処理

協定の解釈又は適用について締約国間で争いが生

じた場合、まずは締約国間で協議を行うが、協議によっ

ても解決に至らなかった場合は、当該紛争は仲裁裁判

所に付託することが可能となる。二国間投資協定と異

なり、 においては、国家間の紛争処理規定は

投資章も含めた 協定全体に係るために、通常、

投資章でなく協定全体に係る章で規定される（詳細は

「第 章国家間における紛争解決」にて後述）。

（ｌ）投資家対国家の紛争処理（ ）

投資家と投資受入国との間で紛争が起こり、協議に

よっても解決されなかった場合、投資家が投資紛争を

（投資紛争解決国際センター）や （国際

連合国際商取引法委員会）の仲裁規則に則った仲裁に

付託できる旨を定める（詳細は「投資を巡る紛争処理」

にて後述）。 では投資章で規定される。

（ｍ）一般的例外及び安全保障例外

締約国は、たとえば、公の秩序の維持、人・動物又
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は植物の生命又は健康の保護、自国の安全保障上の重

大な利益の保護のために必要な場合には、協定に適合

しない例外的な措置をとることができる旨規定される。

仲裁廷において、どのような措置がこのような例外措

置に該当するか否か（例えば、経済危機の状況下にお

ける政府の措置は例外措置にあたるか否か）等が争わ

れており、この点に関連し、近年では、国際慣習法上

の緊急避難と本条との関係性（射程、要件、法的性質

等の差異）が問題になることも多い。

（３）我が国の投資協定締結の現状

（ 投資章含む）

年 月末現在、我が国では の投資協定と

の 投資章が発効している。 投資章の内容は二

国間投資協定の内容とほぼ同一である。したがって実

質的には合計 の投資協定が発効していることとな

る。

（投資協定）

① エジプト ： 年 月署名

（ 年 月発効）

② スリランカ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

③ 中国 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

④ トルコ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑤ 香港 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑥ パキスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑦ バングラデシュ ： ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑧ ロシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑨ 韓国 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑩ ベトナム ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※ 年 月に署名した日ベトナム に組み込ま

れている。

⑪ カンボジア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑫ ラオス ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑬ ウズベキスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑭ ペルー ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※ 年 月に署名した日ペルー に組み込まれて

いる。

⑮ パプアニューギニア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑯ コロンビア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑰ クウェート ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑱ 中国・韓国 ： 年 月署名

年 月発効）

⑲ イラク ： 年 月署名

（ 年 月発効）

⑳ サウジアラビア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉑ モザンビーク ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉒ ミャンマー ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉓ カザフスタン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉔ ウルグアイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉕ ウクライナ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉖ オマーン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉗ イラン ： 年 月署名

（ 年 月発効

㉘ ケニア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

㉙ イスラエル ： 年 月署名

（ 年 月発効

㉚ アルメニア ： 年 月署名

㉛ アラブ首長国連邦 ： 年 月署名

㉚ ヨルダン ： 年 月署名

㉚ アルゼンチン ： 年 月署名

第 部 経済連携協定・投資協定

公的企業等の持分・資産の移転又は処分、電信サー

ビス・郵便サービス等の自由化等に係る措置、補助金、

航空宇宙産業、武器・火薬産業、エネルギー産業（電

力、ガス、原子力）、漁業、放送業、土地取引、法の

執行等に係るサービス・社会事業サービス（所得保障、

社会保障、社会福祉、初等及び中等教育、公衆のため

の訓練、保健、保育等）

（ｇ）収用及び補償

投資家の投資財産を締約国が収用（国有化も含む）

する場合、①公共目的であること、②無差別の措置で

あること、③迅速に補償が支払われること、④正当な

法手続に則って行われること、⑤補償は収用時の公正

な市場価格とすることが条件として規定される。国家

による財産権の移転を伴う直接の収用のみでなく、「収

用と同等の措置」によるもの（間接収用）を含む。

間接収用とは、締約国による恣意的な許認可の剥奪

や生産数量の上限設定といった政策措置によって投資

財産の利用や収益機会が阻害され、投資財産の財産権

が締約国に移転することはないものの、結果的に収用

と同じ結果をもたらす措置を指す。間接収用について

は、 年代後半の仲裁事例（例えば にもとづ

く 事件。メキシコ州政府の執った環境規制

措置が間接収用を構成するとして協定義務違反に問わ

れたもの。詳細は「投資を巡る紛争処理」にて後述。）

がきっかけとなり、締約国のとる規制措置がどの程度

まで補償（又は賠償）の必要な「収用と同等の措置」

とみなされるかが議論されるようになった。これらの

仲裁判断を受けて、近年米国の締結する など

では、間接収用について、ケースバイケースの検討が

必要であり、その検討にあたっては、特に「①締約国

の措置が投資財産に不利な経済的効果を与えたとして

も、それのみでは間接収用を構成しないこと、②締約

国の行為が投資財産から生じる明確で正当な期待を妨

げた範囲、③締約国の措置の性質」という つの要素

を考慮すること、④公衆衛生、安全、環境等公共の福

祉を守る目的で立案された無差別の規制措置について

は、稀な例外を除いて間接収用に該当しない旨が規定

されている。もっとも、そのような規定がなくとも、

仲裁判断例においては、国家の規制権限の正当な行使

が「収用と同等の措置」とされたことはない。

（ｈ）争乱からの保護

武力紛争、国内争乱、革命等によって投資財産が損

害を被った場合に、損害賠償及びその他解決に関して、

投資受入国投資家や第三国投資家に劣後しない待遇を

保証するものである。

（ｉ）代位

投資財産に損害が生じた場合に発生する投資家の

請求権に関し、締約国又はその指定する機関による代

位等について定める規定である。例えば、自然災害や

現地企業の倒産などによって投資家が何らかの損害を

被った場合、当該投資家は保険機関等から保険契約等

に基づき支払いを受ける。この場合、投資家に支払い

を行った当該保険機関等が、投資家が持っていた権利

を引き継いで行使できる旨を規定したもの。我が国で

は、株式会社日本貿易保険や株式会社国際協力銀行が

提供する保険および保証契約に適用される。

（ｊ）資金の移転

他方の締約国の投資家の投資財産に関連するすべ

ての支払等が、遅滞なく自由に移転されることを確保

するよう締約国に義務づける規定。この規定があるこ

とで、本国から投資受入国への送金や、投資受入国で

上げた収益を本国に送金するなどの自由を確保し、円

滑な事業環境が保証されることになる。

（ｋ）国家間紛争処理

協定の解釈又は適用について締約国間で争いが生

じた場合、まずは締約国間で協議を行うが、協議によっ

ても解決に至らなかった場合は、当該紛争は仲裁裁判

所に付託することが可能となる。二国間投資協定と異

なり、 においては、国家間の紛争処理規定は

投資章も含めた 協定全体に係るために、通常、

投資章でなく協定全体に係る章で規定される（詳細は

「第 章国家間における紛争解決」にて後述）。

（ｌ）投資家対国家の紛争処理（ ）

投資家と投資受入国との間で紛争が起こり、協議に

よっても解決されなかった場合、投資家が投資紛争を

（投資紛争解決国際センター）や （国際

連合国際商取引法委員会）の仲裁規則に則った仲裁に

付託できる旨を定める（詳細は「投資を巡る紛争処理」

にて後述）。 では投資章で規定される。

（ｍ）一般的例外及び安全保障例外

締約国は、たとえば、公の秩序の維持、人・動物又
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第５章 投資

＜図表 ＞我が国の投資協定の要素

協定名称

（発効年月）

日エジプト

投資協定

（ ）

日スリランカ

投資協定

（ ）

日中投資協定

（ ）

日トルコ

投資協定

（ ）

日香港

投資協定

（ ）

日バングラデ

シュ投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての投資財産

（国内法に従ってと

の制限あり）

全ての

投資財産

全ての

投資財産
全ての投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 × × × × × ×

参入後 ○ ○

△ 公の秩序、国の

安全、国民経済の健

全な発展のために必

要な措置は法令に

従って差別可

○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階

○ 但し、

住宅事業はアラブ

諸国連盟例外

○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 × × × × × ×

－輸出規制 × － － － － －

－原材料調達要求 － － － － － －

－物品・サービス現地調達

要求
－ － － － － －

－輸出入均衡要求 － － － － － －

－輸出要求 － － － － － －

－国内販売制限 － － － － － －

－役員国籍要求 － － － － － －

－自国民雇用要求 － － － － － －

－事業本部要求 － － － － － －

－研究開発要求 － － － － － －

－技術移転要求 － － － － － －

－ロイヤルティ規制 － － － － － －

－独占的供給要求 － － － － － －

－特定技術使用 使用制限

要求
－ － － － － －

留保表の有無

（ネガティブリスト）
× × × × × ×

公正衡平待遇

△（不断の保護及

び保障を受ける規

定のみ）

△ 不断の保護

及び保障を受

ける規定のみ

△（不断の保護及び

保障を受ける規定の

み）

△（不断の保護

及び保障を受け

る規定のみ）

○

△（不断の保護

及び保障を受け

る規定のみ）

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× × × × ○ ×

収用と補償 ○ ○
△ 損害補償の

のみ
○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ △（ のみ） ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○
△（国内法令により

為替制限可能）
○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ ○ ○ × ○

透明性（法令公表） × × × × × ×

パブリックコメント努力義務 × × × × × ×

汚職防止努力義務 × × × × × ×

一般例外 × × △（ のみ対象） × × ×

安全保障例外 × × △（ のみ対象） × × △（ のみ対象）

紛争処理（国対投資家） ○ ○

△（収用補償額にか

かる事実のみ国際仲

裁への事前の付託合

意）

○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ ○ ○ ○

合同委員会 × × △（簡素な規定） × × ×

備考

航空機登録・船舶

の取得は の例

外、不動産は相互

主義

航空機登録・船

舶の取得は の

例外あり、不動

産は相互主義

航空機登録・船舶

の取得、不動産の

取得、銀行の追加

的支店設置は の

例外

航空機登

録・船舶の

取得は

の例外

航空機登録・船

舶の取得は

の例外

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

（経済連携協定）

※①日シンガポール ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※②日メキシコ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※③日マレーシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※④日フィリピン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑤日チリ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑥日タイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑦日ブルネイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑧日インドネシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑨日スイス ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑩日インド ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑪日豪 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑫日モンゴル ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑬ ： 年 月署名

※⑭ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑮日 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

（注）日ベトナム 、日ペルー では、二国間投資

協定を準用している。
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＜図表 ＞我が国の投資協定の要素

協定名称

（発効年月）

日エジプト

投資協定

（ ）

日スリランカ

投資協定

（ ）

日中投資協定

（ ）

日トルコ

投資協定

（ ）

日香港

投資協定

（ ）

日バングラデ

シュ投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての投資財産

（国内法に従ってと

の制限あり）

全ての

投資財産

全ての

投資財産
全ての投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 × × × × × ×

参入後 ○ ○

△ 公の秩序、国の

安全、国民経済の健

全な発展のために必

要な措置は法令に

従って差別可

○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階

○ 但し、

住宅事業はアラブ

諸国連盟例外

○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 × × × × × ×

－輸出規制 × － － － － －

－原材料調達要求 － － － － － －

－物品・サービス現地調達

要求
－ － － － － －

－輸出入均衡要求 － － － － － －

－輸出要求 － － － － － －

－国内販売制限 － － － － － －

－役員国籍要求 － － － － － －

－自国民雇用要求 － － － － － －

－事業本部要求 － － － － － －

－研究開発要求 － － － － － －

－技術移転要求 － － － － － －

－ロイヤルティ規制 － － － － － －

－独占的供給要求 － － － － － －

－特定技術使用 使用制限

要求
－ － － － － －

留保表の有無

（ネガティブリスト）
× × × × × ×

公正衡平待遇

△（不断の保護及

び保障を受ける規

定のみ）

△ 不断の保護

及び保障を受

ける規定のみ

△（不断の保護及び

保障を受ける規定の

み）

△（不断の保護

及び保障を受け

る規定のみ）

○

△（不断の保護

及び保障を受け

る規定のみ）

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× × × × ○ ×

収用と補償 ○ ○
△ 損害補償の

のみ
○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ △（ のみ） ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○
△（国内法令により

為替制限可能）
○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ ○ ○ × ○

透明性（法令公表） × × × × × ×

パブリックコメント努力義務 × × × × × ×

汚職防止努力義務 × × × × × ×

一般例外 × × △（ のみ対象） × × ×

安全保障例外 × × △（ のみ対象） × × △（ のみ対象）

紛争処理（国対投資家） ○ ○

△（収用補償額にか

かる事実のみ国際仲

裁への事前の付託合

意）

○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ ○ ○ ○

合同委員会 × × △（簡素な規定） × × ×

備考

航空機登録・船舶

の取得は の例

外、不動産は相互

主義

航空機登録・船

舶の取得は の

例外あり、不動

産は相互主義

航空機登録・船舶

の取得、不動産の

取得、銀行の追加

的支店設置は の

例外

航空機登

録・船舶の

取得は

の例外

航空機登録・船

舶の取得は

の例外

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

（経済連携協定）

※①日シンガポール ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※②日メキシコ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※③日マレーシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※④日フィリピン ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑤日チリ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑥日タイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑦日ブルネイ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑧日インドネシア ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑨日スイス ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑩日インド ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑪日豪 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑫日モンゴル ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑬ ： 年 月署名

※⑭ ： 年 月署名

（ 年 月発効）

※⑮日 ： 年 月署名

（ 年 月発効）

（注）日ベトナム 、日ペルー では、二国間投資

協定を準用している。
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日メキシコ

（投資章）

（ ）

日マレーシア

（投資章）（ ）

日チリ

（投資章）

（ ）

日タイ

（投資章）

（ ）

日カンボジア

投資協定

（ ）

日ブルネイ

（投資章）

（ ）

投資財産の定義

限定列挙

（短期貸付・国

営企業向け貸付

等を除く）

全ての投資財産

（法令に基づく権利

は状況による、行政

判断や命令は除く）

全ての

投資財産

限定列挙

（直接投資、知

財、輸出入に係る

債権等）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○
○（ポートフォリオ

投資を除く）
○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止
○

（ ）

△

（ 準用）

○

（ ）

△

（非サービス業のみ）

○

（ ）

△

（ 準用）

－輸出規制 × ○ × × × ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ × ○ ○ ○ ×

－国内販売制限 ○ × ○ × ○ ×

－役員国籍要求 ○ × ○ × ○ ×

－自国民雇用要求 × × × × △（留保） ×

－事業本部要求 × × × × ○ ×

－研究開発要求 × × × × ○ ×

－技術移転要求 ○ × ○ × ○ ×

－ロイヤルティ規制 × × × × × ×

－独占的供給要求 ○ × ○ × ○ ×

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○

△

（ポシティヴリスト）
○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ● ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× × × × ○ ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ● ○ × ● ○ ×

透明性（法令公表） ○ ● ○ ○ ○ ●

パブリックコメント努力義務 ● ● ● ● ○ ●

汚職防止努力義務 × × × ● ○ ×

一般例外 ● ● ● ● ○ ●

安全保障例外 ● ● ● ● ○ ●

紛争処理

（国対投資家）
○

△

（ ・ を除外）
○

△（ 、参入段階

を除外）
○

△

（参入後のみ）

紛争処理（国対国） ● ● ● ● ○ ●

合同委員会 ● ○ ● ○ ○ ○

備考

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日ロシア投資協定

（ ）

日モンゴル

投資協定

（ ）

日パキスタン

投資協定

（ ）

日シンガポール

（投資章）

（ ）

日韓投資協定

（ ）

日ベトナム

投資協定

（ ）

投資財産の定義 全ての投資財産
全ての

投資財産

全ての

投資財産
全ての投資財産 全ての投資財産 全ての投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 × × ○ ○ ○ ○

参入後 〇 ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 〇 ○
×（配慮する義

務）
○（ 例外あり） ○（ 例外あり） ○（ 例外あり）

参入後
〇（旧ソ連例外あ

り）
○

×（配慮する義

務）
○（ 例外あり） ○（ 例外あり） ○（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）の禁止
△（ ）

（参入後のみ）

△（ ）

（参入後のみ）

（ 準用）

× ○（ ） ○（ ） ○（ ）

－輸出規制 ○ ○ － × × ×

－原材料調達要求 ○ ○ － ○ ○ ○

－物品・サービス現地調

達要求
○ ○ － ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ － ○ ○ ○

－輸出要求 × × － ○ ○ ○

－国内販売制限 × × － ○ ○ ○

－役員国籍要求 × × － × ○ ○

－自国民雇用要求 × × － × ○ ×

－事業本部要求 × × － ○ ○ ○

－研究開発要求 × × － ○ ○ ○

－技術移転要求 × × － ○ ○ ○

－ロイヤルティ規制 × × － × × ×

－独占的供給要求 × × － ○ ○ ○

－特定技術使用 使用制

限要求
× × － × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
× × × ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○

△（不断の保

護及び保障を

受ける規定の

み）

△（不断の保

護及び保障を

受ける規定の

み）

○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ × × × × ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ ○ ● ○ ○

透明性（法令公表） ○ ○ × ● ○ ○

パブリックコメント努力義務 × × × × × ●（ ）

汚職防止努力義務 × × × × × ×

一般例外 × × × ○ ○ ○

安全保障例外 △（ のみ対象） × × ● ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国）
△

（友好的協議のみ）
○ ○ ● ○ ○

合同委員会 ×
△

（簡素な規定）
× ○ ○ ○

備考

航空機登録・船舶

の取得は の例

外

航空機登録・

船舶の取得は

の例外

航空機登録・

船舶取得は

の例外

日ベトナム に

準用

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日メキシコ

（投資章）

（ ）

日マレーシア

（投資章）（ ）

日チリ

（投資章）

（ ）

日タイ

（投資章）

（ ）

日カンボジア

投資協定

（ ）

日ブルネイ

（投資章）

（ ）

投資財産の定義

限定列挙

（短期貸付・国

営企業向け貸付

等を除く）

全ての投資財産

（法令に基づく権利

は状況による、行政

判断や命令は除く）

全ての

投資財産

限定列挙

（直接投資、知

財、輸出入に係る

債権等）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○
○（ポートフォリオ

投資を除く）
○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止
○

（ ）

△

（ 準用）

○

（ ）

△

（非サービス業のみ）

○

（ ）

△

（ 準用）

－輸出規制 × ○ × × × ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ × ○ ○ ○ ×

－国内販売制限 ○ × ○ × ○ ×

－役員国籍要求 ○ × ○ × ○ ×

－自国民雇用要求 × × × × △（留保） ×

－事業本部要求 × × × × ○ ×

－研究開発要求 × × × × ○ ×

－技術移転要求 ○ × ○ × ○ ×

－ロイヤルティ規制 × × × × × ×

－独占的供給要求 ○ × ○ × ○ ×

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○

△

（ポシティヴリスト）
○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ● ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× × × × ○ ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ● ○ × ● ○ ×

透明性（法令公表） ○ ● ○ ○ ○ ●

パブリックコメント努力義務 ● ● ● ● ○ ●

汚職防止努力義務 × × × ● ○ ×

一般例外 ● ● ● ● ○ ●

安全保障例外 ● ● ● ● ○ ●

紛争処理

（国対投資家）
○

△

（ ・ を除外）
○

△（ 、参入段階

を除外）
○

△

（参入後のみ）

紛争処理（国対国） ● ● ● ● ○ ●

合同委員会 ● ○ ● ○ ○ ○

備考

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日ロシア投資協定

（ ）

日モンゴル

投資協定

（ ）

日パキスタン

投資協定

（ ）

日シンガポール

（投資章）

（ ）

日韓投資協定

（ ）

日ベトナム

投資協定

（ ）

投資財産の定義 全ての投資財産
全ての

投資財産

全ての

投資財産
全ての投資財産 全ての投資財産 全ての投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 × × ○ ○ ○ ○

参入後 〇 ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 〇 ○
×（配慮する義

務）
○（ 例外あり） ○（ 例外あり） ○（ 例外あり）

参入後
〇（旧ソ連例外あ

り）
○

×（配慮する義

務）
○（ 例外あり） ○（ 例外あり） ○（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）の禁止
△（ ）

（参入後のみ）

△（ ）

（参入後のみ）

（ 準用）

× ○（ ） ○（ ） ○（ ）

－輸出規制 ○ ○ － × × ×

－原材料調達要求 ○ ○ － ○ ○ ○

－物品・サービス現地調

達要求
○ ○ － ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ － ○ ○ ○

－輸出要求 × × － ○ ○ ○

－国内販売制限 × × － ○ ○ ○

－役員国籍要求 × × － × ○ ○

－自国民雇用要求 × × － × ○ ×

－事業本部要求 × × － ○ ○ ○

－研究開発要求 × × － ○ ○ ○

－技術移転要求 × × － ○ ○ ○

－ロイヤルティ規制 × × － × × ×

－独占的供給要求 × × － ○ ○ ○

－特定技術使用 使用制

限要求
× × － × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
× × × ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○

△（不断の保

護及び保障を

受ける規定の

み）

△（不断の保

護及び保障を

受ける規定の

み）

○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ × × × × ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ ○ ● ○ ○

透明性（法令公表） ○ ○ × ● ○ ○

パブリックコメント努力義務 × × × × × ●（ ）

汚職防止努力義務 × × × × × ×

一般例外 × × × ○ ○ ○

安全保障例外 △（ のみ対象） × × ● ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国）
△

（友好的協議のみ）
○ ○ ● ○ ○

合同委員会 ×
△

（簡素な規定）
× ○ ○ ○

備考

航空機登録・船舶

の取得は の例

外

航空機登録・

船舶の取得は

の例外

航空機登録・

船舶取得は

の例外

日ベトナム に

準用

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日インド

（投資章）

（ ）

日パプア

ニューギニア

投資協定

（ ）

日クウェート

投資協定

（ ）

日イラク

投資協定

（ ）

日中韓投資協定

（ ）

日ミャンマー

投資協定

（ ）

投資財産の定義

全ての

投資財産

（総則章に規定）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ × ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○
△（既存の非適合

措置を一括留保）
○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 × ×（努力義務） ○ ×（努力義務） ○（ 例外あり） ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○（ 例外あり） ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 ○（ ）
○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

△（ ）

（参入後のみ＆

協議）

△（ 準用に加

え、技術移転と輸

出の要求について

不当又は差別的な

措置を禁止）

○（ ）

－輸出規制 ○ ○ ○ × ○ ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ ○
△（不当又は差別

的措置を禁止）
○

－国内販売制限 × ○ ○ × × ○

－役員国籍要求 △（留保） × ○ × × ○

－自国民雇用要求 × ○ ○ × × ×

－事業本部要求 × ○ ○ × × ○

－研究開発要求 × ○ ○ × × ○

－技術移転要求 △（留保） ○ ○ ○
△（不当又は差別

的措置を禁止）
○

－ロイヤルティ規制 × × × × × ○

－独占的供給要求 ○ ○ ○ × × ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ × ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ○ ○

△（仲裁付託に

は事前合意必

要）

○ ○

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○

○（承認手続き期

間は約 か月と

し、 か月を超えて

はならない）

○

投資家の入国申請への配慮 × ○ ○ ○ ○ ○

透明性（法令公表） ● ○ ○ ○ ○ ○

パブリックコメント努力義務 × ○ × × ○ ○

汚職防止努力義務 ● ○ ○ ○ × ○

一般例外 ● × ○ × × ○

安全保障例外 ● × ○ × ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ● ○ ○ ○ ○ ○

合同委員会 ● ○ ○ ○ ○ ○

備考

総則章に安全保

障例外に関する

詳細規定あり

投資設立の条件

に関する法令適

用は、 、 、

の手対象外

は完全禁止で

はなく、事前協

議を条件に行う

余地あり

参入後の の既存

の非適合措置の範

囲について合同委

で討議すると規定

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日インドネシア

（投資章）

（ ）

日ラオス

投資協定

（ ）

日フィリピン

（投資章）

（ ）

日ウズベキスタン

投資協定

（ ）

日スイス

（投資章）

（ ）

日ペルー

投資協定

（ ）

投資財産の定義

全ての

投資財産

（ポートフォリオ

投資には一定の制

限、第三国経由の

投資は除外の可能

性あり）

全ての

投資財産

（判断や命令

は除く）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（一部の金融財

産は除外）

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○
○（ 例外あ

り）
○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 ○（ ） ○（ ） ○（ ） ○（ ） △（ 準用） ○（ ）

－輸出規制 × × × ○ ○ ×

－原材料調達要求 ○ △（留保） ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ △（留保） ○ ○ × ○

－国内販売制限 ○ ○ ○ ○ × ○

－役員国籍要求 ○ ○ ○ ○ × △（留保）

－自国民雇用要求 × △（留保） ○ ○ × ×

－事業本部要求 ○ ○ ○ ○ × ○

－研究開発要求 ○ ○ ○ ○ × ×

－技術移転要求 × △（留保） ○ ○ × ○

－ロイヤルティ規制 × × × × × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ ○ × ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○ ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× ○ × ○ ○ △（前文に規定）

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ● ○ ● ○ ● ○

透明性（法令公表） ● ○ ● ○ ● ○

パブリックコメント努力義務 ● × ● ○ ×
●

（ ）

汚職防止努力義務 ● ○ ○ ○ × ○

一般例外 ● ○ ○ ○ ○ ○

安全保障例外 ● ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ×（再協議） ○
△（参入段階は

同意必要）
○

紛争処理（国対国） ● ○ ● ○ ● ○

合同委員会 ○ ○ ○ ○ ● ○

備考
日ペルー に

準用

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日インド

（投資章）

（ ）

日パプア

ニューギニア

投資協定

（ ）

日クウェート

投資協定

（ ）

日イラク

投資協定

（ ）

日中韓投資協定

（ ）

日ミャンマー

投資協定

（ ）

投資財産の定義

全ての

投資財産

（総則章に規定）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ × ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○
△（既存の非適合

措置を一括留保）
○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 × ×（努力義務） ○ ×（努力義務） ○（ 例外あり） ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○（ 例外あり） ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 ○（ ）
○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

△（ ）

（参入後のみ＆

協議）

△（ 準用に加

え、技術移転と輸

出の要求について

不当又は差別的な

措置を禁止）

○（ ）

－輸出規制 ○ ○ ○ × ○ ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ ○
△（不当又は差別

的措置を禁止）
○

－国内販売制限 × ○ ○ × × ○

－役員国籍要求 △（留保） × ○ × × ○

－自国民雇用要求 × ○ ○ × × ×

－事業本部要求 × ○ ○ × × ○

－研究開発要求 × ○ ○ × × ○

－技術移転要求 △（留保） ○ ○ ○
△（不当又は差別

的措置を禁止）
○

－ロイヤルティ規制 × × × × × ○

－独占的供給要求 ○ ○ ○ × × ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ × ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ○ ○

△（仲裁付託に

は事前合意必

要）

○ ○

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○

○（承認手続き期

間は約 か月と

し、 か月を超えて

はならない）

○

投資家の入国申請への配慮 × ○ ○ ○ ○ ○

透明性（法令公表） ● ○ ○ ○ ○ ○

パブリックコメント努力義務 × ○ × × ○ ○

汚職防止努力義務 ● ○ ○ ○ × ○

一般例外 ● × ○ × × ○

安全保障例外 ● × ○ × ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ● ○ ○ ○ ○ ○

合同委員会 ● ○ ○ ○ ○ ○

備考

総則章に安全保

障例外に関する

詳細規定あり

投資設立の条件

に関する法令適

用は、 、 、

の手対象外

は完全禁止で

はなく、事前協

議を条件に行う

余地あり

参入後の の既存

の非適合措置の範

囲について合同委

で討議すると規定

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日インドネシア

（投資章）

（ ）

日ラオス

投資協定

（ ）

日フィリピン

（投資章）

（ ）

日ウズベキスタン

投資協定

（ ）

日スイス

（投資章）

（ ）

日ペルー

投資協定

（ ）

投資財産の定義

全ての

投資財産

（ポートフォリオ

投資には一定の制

限、第三国経由の

投資は除外の可能

性あり）

全ての

投資財産

（判断や命令

は除く）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（一部の金融財

産は除外）

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○
○（ 例外あ

り）
○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

パフォーマンス要求（ ）の禁止 ○（ ） ○（ ） ○（ ） ○（ ） △（ 準用） ○（ ）

－輸出規制 × × × ○ ○ ×

－原材料調達要求 ○ △（留保） ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ △（留保） ○ ○ × ○

－国内販売制限 ○ ○ ○ ○ × ○

－役員国籍要求 ○ ○ ○ ○ × △（留保）

－自国民雇用要求 × △（留保） ○ ○ × ×

－事業本部要求 ○ ○ ○ ○ × ○

－研究開発要求 ○ ○ ○ ○ × ×

－技術移転要求 × △（留保） ○ ○ × ○

－ロイヤルティ規制 × × × × × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ ○ × ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○ ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× ○ × ○ ○ △（前文に規定）

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ● ○ ● ○ ● ○

透明性（法令公表） ● ○ ● ○ ● ○

パブリックコメント努力義務 ● × ● ○ ×
●

（ ）

汚職防止努力義務 ● ○ ○ ○ × ○

一般例外 ● ○ ○ ○ ○ ○

安全保障例外 ● ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ×（再協議） ○
△（参入段階は

同意必要）
○

紛争処理（国対国） ● ○ ● ○ ● ○

合同委員会 ○ ○ ○ ○ ● ○

備考
日ペルー に

準用

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日ウクライナ

投資協定

（ ）

日モンゴル

（投資章）

（ ）

日オマーン

投資協定

（ ）

（投資章）

署名）

日イラン

投資協定

（ ）

日ケニア

投資協定

（ ）

日イスラエル

投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（公的債務、一

部の商業取引債

権は除外）

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 × ○ × ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階

×

（努力義務）

（ 例外あり）

○ × ○ ×
○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

参入後
○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）

の禁止
○ ○（ ） × ○（ ）

○（ ）

（参入後のみ）

○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

－輸出規制 ○ ○ ― × ○ × ○

－原材料調達要求 ○ ○ ― ○ × × ○

－物品・サービス現地調

達要求
○ ○ ― ○ × × ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

－国内販売制限 ○ ○ ― ○ × × ○

－役員国籍要求 × ○ ― ○（ ） × × ○（ ）

－自国民雇用要求 ○ ○ ― × × × ○

－事業本部要求 ○ ○ ― × × × ○

－研究開発要求 ○ × ― × × × ○

－技術移転要求 ○ × ― ○ × × ○

－ロイヤルティ規制 × ○ ― ○ × × ○

－独占的供給要求 ○ ○ ― ○ × × ○

－特定技術使用 使用制

限要求
× × ― ○ × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ × ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ○

△（仲裁付

託には事前

合意必要）

△

（投資契約条項）
○ × ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及

び
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ● ○ ● × ○ ×

透明性（法令公表） ○ ● ○ ● × ○ ○

パブリックコメント努力義

務
○ ● × ● × × ×

汚職防止努力義務 ○ ● ○ ● × × ×

一般例外 × ● × × ○ × ○

安全保障例外 ○ ● ○ ● ○ ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ● ○ ● ○ ○ ○

合同委員会 ○ ○ ○（協議） ● ○ ○（協議） ○

備考 ○ ○ × ○ × × ○

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日モザンビーク

投資協定

（ ）

日豪

（投資章）

（ ）

日コロンビア

投資協定

（ ）

日サウジアラビ

ア投資協定

（ ）

日カザフスタン

投資協定

（ ）

日ウルグアイ

投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（公的債務は除外）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ×
○

（ 例外あり）
○

参入後 ○ ○ ○
○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）
○

パフォーマンス要求（ ）の禁

止
○（ ） ○ ○（ ） ×

○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

－輸出規制 ○ × × ― ○ ×

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ― ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－国内販売制限 ○ ○ ○ ― ○ ○

－役員国籍要求 ○ ○（ ） ○ ― ○ ○（ ）

－自国民雇用要求 × × × ― ○ ×

－事業本部要求 ○ × ○ ― ○ ×

－研究開発要求 ○ × × ― ○ ×

－技術移転要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－ロイヤルティ規制 ○ × × ― × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × ― × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ×

△

（仲裁付託には

事前合意必要、

私契約の紛争解

決手続優先）

× ○

△

（書面での契約に

ついて、権限の範

囲内で可能なすべ

てのことを行う）

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ × ○ ○ ○ ○

透明性（法令公表） ○ ○ ○ ○ ○ ○

パブリックコメント努力義務 ○ ○ ○ × ○ ○

汚職防止努力義務 ○ × ○ × ○ ○

一般例外 ○ ○ ○ × × ○

安全保障例外 ○ ● ○ × ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ×（再協議） ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ● ○ ○ ○ ○

合同委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

備考 ○

（※ の技術ラ

イセンス契約へ

の介入の禁止等

は発効後 年で

再協議）

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

協定名称

（発効年月）

日ウクライナ

投資協定

（ ）

日モンゴル

（投資章）

（ ）

日オマーン

投資協定

（ ）

（投資章）

署名）

日イラン

投資協定

（ ）

日ケニア

投資協定

（ ）

日イスラエル

投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（公的債務、一

部の商業取引債

権は除外）

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 × ○ × ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階

×

（努力義務）

（ 例外あり）

○ × ○ ×
○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

参入後
○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）

の禁止
○ ○（ ） × ○（ ）

○（ ）

（参入後のみ）

○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

－輸出規制 ○ ○ ― × ○ × ○

－原材料調達要求 ○ ○ ― ○ × × ○

－物品・サービス現地調

達要求
○ ○ ― ○ × × ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

－国内販売制限 ○ ○ ― ○ × × ○

－役員国籍要求 × ○ ― ○（ ） × × ○（ ）

－自国民雇用要求 ○ ○ ― × × × ○

－事業本部要求 ○ ○ ― × × × ○

－研究開発要求 ○ × ― × × × ○

－技術移転要求 ○ × ― ○ × × ○

－ロイヤルティ規制 × ○ ― ○ × × ○

－独占的供給要求 ○ ○ ― ○ × × ○

－特定技術使用 使用制

限要求
× × ― ○ × × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ × ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ○

△（仲裁付

託には事前

合意必要）

△

（投資契約条項）
○ × ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及

び
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ ● ○ ● × ○ ×

透明性（法令公表） ○ ● ○ ● × ○ ○

パブリックコメント努力義

務
○ ● × ● × × ×

汚職防止努力義務 ○ ● ○ ● × × ×

一般例外 × ● × × ○ × ○

安全保障例外 ○ ● ○ ● ○ ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ● ○ ● ○ ○ ○

合同委員会 ○ ○ ○（協議） ● ○ ○（協議） ○

備考 ○ ○ × ○ × × ○

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日モザンビーク

投資協定

（ ）

日豪

（投資章）

（ ）

日コロンビア

投資協定

（ ）

日サウジアラビ

ア投資協定

（ ）

日カザフスタン

投資協定

（ ）

日ウルグアイ

投資協定

（ ）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

（公的債務は除外）

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ × × ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待

遇
（

）

参入段階 ○ ○ ○ ×
○

（ 例外あり）
○

参入後 ○ ○ ○
○

（ 例外あり）

○

（ 例外あり）
○

パフォーマンス要求（ ）の禁

止
○（ ） ○ ○（ ） ×

○（ ）

（参入後のみ）
○（ ）

－輸出規制 ○ × × ― ○ ×

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
○ ○ ○ ― ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－国内販売制限 ○ ○ ○ ― ○ ○

－役員国籍要求 ○ ○（ ） ○ ― ○ ○（ ）

－自国民雇用要求 × × × ― ○ ×

－事業本部要求 ○ × ○ ― ○ ×

－研究開発要求 ○ × × ― ○ ×

－技術移転要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－ロイヤルティ規制 ○ × × ― × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ ― ○ ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × × ― × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○ × × ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
○ ×

△

（仲裁付託には

事前合意必要、

私契約の紛争解

決手続優先）

× ○

△

（書面での契約に

ついて、権限の範

囲内で可能なすべ

てのことを行う）

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資家の入国申請への配慮 ○ × ○ ○ ○ ○

透明性（法令公表） ○ ○ ○ ○ ○ ○

パブリックコメント努力義務 ○ ○ ○ × ○ ○

汚職防止努力義務 ○ × ○ × ○ ○

一般例外 ○ ○ ○ × × ○

安全保障例外 ○ ● ○ × ○ ○

紛争処理（国対投資家） ○ ×（再協議） ○ ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ● ○ ○ ○ ○

合同委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

備考 ○

（※ の技術ラ

イセンス契約へ

の介入の禁止等

は発効後 年で

再協議）

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

（４）諸外国における投資協定（ 投資章を含む）

＜図表Ⅲ‐ － ＞ 諸外国における投資協定の要素

協定名称

（発効年月）
（ 年 月発

効）

米豪

（ 年 月発

効）

米韓

（ 年 月発効）

シンガポール・イン

ド

（ 年 月発効）

投資協定

（ 年 月発

効）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○

最

恵

国

待

遇

（

）

参入段階 ○ ○ ○ × ○

参入後 ○ ○ ○ × ○

パフォーマンス要求（ ））の禁止

（注 ）

○

（ ）

○

（ ）

○

（ ）

○

（ 準用）

○

（ 準用）

－輸出規制 × × × ○ ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達要求 ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ × ×

－国内販売制限 ○ ○ ○ × ×

－役員国籍要求 ○ ○ ○ ○ ○

－自国民雇用要求 × × × × ×

－事業本部要求 × × × × ×

－研究開発要求 × × × × ×

－技術移転要求 ○ ○ ○ × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○

△

（ポシティヴリスト）
（注１）

公正衡平待遇 ○ ○ ○ × ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）

○

（国対投資家の

紛争処理手続に

類似規定）

×

○

（国対投資家の紛争処

理手続に類似規定）

× ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理

（国対投資家）
○ × ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ ○ ○

（注 ）署名後 ヶ月以内に 事務局へ留保表を提出することを規定。

（注 ）留保表、 及び プラスの 禁止について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、

、 、役員国籍要求の禁止は、未適用。なお、 は協定発効時からラオスを除いて適用（第 条）。

（注 ）フィリピンとの紛争を へ付託する場合は書面の合意が必要。

（注 ）留保表について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、 は未適用。

（注 ）パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す。

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日アルメニア

投資協定

（ 署名）

日

投資協定

（ 署名）

日ヨルダン

投資協定

（ 署名）

日アルゼンチン

投資協定

（ 署名）

（投資章）

（ ）

日 （投資

自由化章）

（ ）

投資財産の定義 全ての投資財産

全ての投資財産

（天然資源は除

外）

全ての投資財産

（公的債務、一

部の商業取引債

権は除外）

全ての投資財産 全ての投資財産 ×

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 × × × ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 ○
○

（ 例外あり）
×

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

参入後 ○
○

（ 例外あり）
〇

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）の

禁止
○（ ）

○（ ）

（参入後のみ）
× × ○（ ） ○（ ）

－輸出規制 〇 〇 － － × 〇

－原材料調達要求 〇 ○ － － ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
〇 ○ － － ○ ○

－輸出入均衡要求 〇 ○ － － ○ ○

－輸出要求 〇 ○ － － ○ ○

－国内販売制限 〇 ○ － － ○ ○

－役員国籍要求 〇 × － － ○（ ） ○（ ）

－自国民雇用要求 〇 × － － ○ ○

－事業本部要求 〇 〇 － － ○ ○

－研究開発要求 〇 〇 － － ○ ○

－技術移転要求 〇 ○ － － ○ ○

－ロイヤルティ規制 〇 ○ － － ○ ○

－独占的供給要求 〇 ○ － － ○ ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × － － ○ ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ × × ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）

△

（投資契約条項）
〇 × △（投資契約条項） × ×

収用と補償 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ 〇 ○ ×

送金の自由 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ 〇 〇 ● ×

透明性（法令公表） ○ ○ 〇 〇 ● ●

パブリックコメント努力義務 ○ 〇 〇 × ● ●

汚職防止努力義務 ○ ○ 〇 〇 ● ×

一般例外 ○ × 〇 〇 × ○

安全保障例外 ○ ○ 〇 〇 ● ●

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ 〇 ○ ×

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ 〇 ● ●

合同委員会 ○ 〇 ○ 〇 ● ●

備考

の権利義務

を確保する規定

あり

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る

514



第５章 投資

（４）諸外国における投資協定（ 投資章を含む）

＜図表Ⅲ‐ － ＞ 諸外国における投資協定の要素

協定名称

（発効年月）
（ 年 月発

効）

米豪

（ 年 月発

効）

米韓

（ 年 月発効）

シンガポール・イン

ド

（ 年 月発効）

投資協定

（ 年 月発

効）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 ○ ○ ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○

最

恵

国

待

遇

（

）

参入段階 ○ ○ ○ × ○

参入後 ○ ○ ○ × ○

パフォーマンス要求（ ））の禁止

（注 ）

○

（ ）

○

（ ）

○

（ ）

○

（ 準用）

○

（ 準用）

－輸出規制 × × × ○ ○

－原材料調達要求 ○ ○ ○ ○ ○

－物品・サービス現地調達要求 ○ ○ ○ ○ ○

－輸出入均衡要求 ○ ○ ○ ○ ○

－輸出要求 ○ ○ ○ × ×

－国内販売制限 ○ ○ ○ × ×

－役員国籍要求 ○ ○ ○ ○ ○

－自国民雇用要求 × × × × ×

－事業本部要求 × × × × ×

－研究開発要求 × × × × ×

－技術移転要求 ○ ○ ○ × ×

－独占的供給要求 ○ ○ ○ × ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ ○ ○

△

（ポシティヴリスト）
（注１）

公正衡平待遇 ○ ○ ○ × ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）

○

（国対投資家の

紛争処理手続に

類似規定）

×

○

（国対投資家の紛争処

理手続に類似規定）

× ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び ○ ○ ○ ○ ○

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理

（国対投資家）
○ × ○ ○ ○

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ ○ ○

（注 ）署名後 ヶ月以内に 事務局へ留保表を提出することを規定。

（注 ）留保表、 及び プラスの 禁止について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、

、 、役員国籍要求の禁止は、未適用。なお、 は協定発効時からラオスを除いて適用（第 条）。

（注 ）フィリピンとの紛争を へ付託する場合は書面の合意が必要。

（注 ）留保表について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、 は未適用。

（注 ）パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す。

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

日アルメニア

投資協定

（ 署名）

日

投資協定

（ 署名）

日ヨルダン

投資協定

（ 署名）

日アルゼンチン

投資協定

（ 署名）

（投資章）

（ ）

日 （投資

自由化章）

（ ）

投資財産の定義 全ての投資財産

全ての投資財産

（天然資源は除

外）

全ての投資財産

（公的債務、一

部の商業取引債

権は除外）

全ての投資財産 全ての投資財産 ×

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階 × × × ○ ○ ○

参入後 ○ ○ ○ ○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階 ○
○

（ 例外あり）
×

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

参入後 ○
○

（ 例外あり）
〇

○

（ 例外あり）
○

○

（ 例外あり）

パフォーマンス要求（ ）の

禁止
○（ ）

○（ ）

（参入後のみ）
× × ○（ ） ○（ ）

－輸出規制 〇 〇 － － × 〇

－原材料調達要求 〇 ○ － － ○ ○

－物品・サービス現地調達

要求
〇 ○ － － ○ ○

－輸出入均衡要求 〇 ○ － － ○ ○

－輸出要求 〇 ○ － － ○ ○

－国内販売制限 〇 ○ － － ○ ○

－役員国籍要求 〇 × － － ○（ ） ○（ ）

－自国民雇用要求 〇 × － － ○ ○

－事業本部要求 〇 〇 － － ○ ○

－研究開発要求 〇 〇 － － ○ ○

－技術移転要求 〇 ○ － － ○ ○

－ロイヤルティ規制 〇 ○ － － ○ ○

－独占的供給要求 〇 ○ － － ○ ○

－特定技術使用 使用制限

要求
× × － － ○ ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
○ × × ○ ○ ○

公正衡平待遇 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）

△

（投資契約条項）
〇 × △（投資契約条項） × ×

収用と補償 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

争乱時の補償に関する 及び
○ ○ ○ 〇 ○ ×

送金の自由 ○ ○ ○ 〇 ○ ×

投資家の入国申請への配慮 ○ ○ 〇 〇 ● ×

透明性（法令公表） ○ ○ 〇 〇 ● ●

パブリックコメント努力義務 ○ 〇 〇 × ● ●

汚職防止努力義務 ○ ○ 〇 〇 ● ×

一般例外 ○ × 〇 〇 × ○

安全保障例外 ○ ○ 〇 〇 ● ●

紛争処理（国対投資家） ○ ○ ○ 〇 ○ ×

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ 〇 ● ●

合同委員会 ○ 〇 ○ 〇 ● ●

備考

の権利義務

を確保する規定

あり

注１ ●は他の章で規定されている要素

注２ パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す

注３ 署名済みの協定は、国会が承認したものに限る
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第５章 投資

（５） の国際投資ルールに関する取

組

加盟国は、これまでに 以上にのぼる二国間

投資協定を締結し、諸外国における投資保護ルールを

整備してきた。他方、 は、他国との通商条約の中で

投資自由化に関する内容は規定してきたが、投資保護

に関する規定はほとんど含まれていなかった。しかし、

年 月 日に発効したリスボン条約により、

が直接投資保護についての通商交渉権限を持つことが

明確化された。

年 月に欧州委員会が発表した文書では、投資

保護に関する規定として「公正衡平で無差別な待遇の

保障、十分な保護と安全、収用への補償、資金移転の

自由、投資家対国家の紛争解決（ ）」を含める方

針が述べられている。また、 の投資政策は、環境保

護、健康や労働の安全、消費者保護、文化的多様性、

開発政策、競争政策など、他の政策に適合するもので

なければならず、投資家の権利保護だけではなく、社

会福祉に貢献する投資を進めることが目的であるとし

ている。さらに、当面は、インド、シンガポール、カ

ナダ、メルコスールとの 交渉の中で、投資保護の

要素も含めることを目指していくとしている。

その他の論点においても、 と加盟国の権限の抵触

が問題となりうる。例えば、 設立条約（現 運営

条約）には資本移転の制約を規定している一方、 加

盟国の二国間投資協定の中には、送金の自由を制約す

る事由を定めていないものがあったため、欧州司法裁

判所は、オーストリアやスウェーデン、フィンランド

の締結していたそれらの投資協定が 設立条約違反

であると認定した。また、中東欧諸国が 加盟交渉を

した際には、これらの国々が第三国と締結していた投

資協定と 設立条約の関係が問題となり、例えば、

チェコは米国と締結していた協定を改訂することと

なった。

年には、 カナダ （ ）や シンガポー

ル が合意に至り、投資ルールを含めた条文が公開

された。

なお、 シンガポール に関しては、 年 月

に欧州司法裁判所が意見書を提出、対内直接投資につ

いては が単独で締結権限を有する一方で、対内直

接投資以外の投資及び紛争解決手続には と 加盟

国との共有権限が及ぶとの判断を下している。

シンガポール は 年 月に署名に至った

が、上記判断を踏まえ、欧州理事会・議会に加え 全

加盟国での批准手続が必要となる。また、 は

年 月より一部の規定について暫定適用が開始されて

おり、全加盟国での批准手続を経た後に正式発効する。

我が国と との間の に関しては、 年 月

より計 回の交渉会合を経て、 年 月 日に発

効した。ただし、投資保護と紛争解決は には含ま

れておらず、引き続き協議することとなっている。

２．投資を巡る紛争処理

（１）ルールの背景

地域貿易協定（ ）及び二国間投資協定（ ）

では、協定の適用・解釈を巡り争いが生じた場合、一

方の当事国が他方の当事国を相手取り、仲裁やその他

の紛争解決手続に判断を求めうることを規定している。

しかし、 や において利用されることは極

めて稀である。

一方、大多数の の投資章及び は、「投

資家対国家（投資受入国）」の紛争解決手続（ ）

を設けている（注）。これは、投資受入国が協定の規

定に反する行為を行ったことにより投資家が損害を

被った場合、投資家が投資受入国との紛争を仲裁に付

託することを認めるものであり、仲裁廷が投資受入国

の協定違反を認定した場合には、投資家が投資受入国

から金銭等による賠償を受けることができる。 が

存在しなければ、通常、投資家は投資受入国との紛争

を当該投資受入国の国内裁判所に提起する以外の法的

紛争処理手段がなく、外国企業であるが故に不利な判

断を被る可能性や、司法制度が未発達なために公正な

審理を受けられない可能性がある。また仲裁の利用を

試みたとしても、通常、仲裁付託には当事者間の合意

が必要であり、紛争が起きてから国家が仲裁付託を認

めることは想定しがたい。そこで、多くの 及

び の 条項は、仲裁付託への事前の包括的な

同意を予め締約国が与えることによって、実際に紛争

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

韓

（ 年 月発効）

中国

（投資章）

（ 年 月発効）

豪

（投資章）

（ 年 月発効）

印

投資協定

（ 年 月署名）

中韓

（ 年 月発効）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階
○

（注 ）
×

○

（注 ）
○ ×

参入後
○

（注 ）

○

（既存非適合措置

は一括留保）

○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階
○

（注 ）

○

（広範な例外あり）

×

（継続協議）
× ○

参入後
○

（注 ）

○

（広範な例外あり）

×

（継続協議）
× ○

パフォーマンス要求（ ））の禁止

（注 ）

○

（注 ）
×

○

（注 ）
×

○

（ 準用、技術

輸出・移転につき、

不合理又は差別的

な措置を禁止）

－輸出規制 ○ － ○ － ○

－原材料調達要求 ○ － ○ － ○

－物品・サービス現地調達要求 ○ － ○ － ○

－輸出入均衡要求 ○ － ○ － ○

－輸出要求 × － × － ×

－国内販売制限 × － × － ×

－役員国籍要求 ○ － ○ － ×

－自国民雇用要求 × － × － ×

－事業本部要求 × － × － ×

－研究開発要求 × － × － ×

－技術移転要求 × － × －

△

（不合理な措置又は差

別的な措置を禁止）

－独占的供給要求 × － × － ×

留保表の有無

（ネガティブリスト）
（注 ） － （注 ） （注 ） ×

公正衡平待遇 ○ ○ ○ ○ ○

約束の遵守義務

（アンブレラ条項）
× ○ × × ×

収用と補償 ○ ○ ○ ○ ○

争乱時の補償に関する 及び ○ ○ ○ ×
△

（非差別的な待遇）

送金の自由 ○ ○ ○ ○ ○

紛争処理

（国対投資家）

△

除外

（注 ）

△

（ 除外）

（注 ）

△

（ 除外）

（注 ）

○

（注 ）
○

紛争処理（国対国） ○ ○ ○ ○ ○

（注 ）署名後 ヶ月以内に 事務局へ留保表を提出することを規定。

（注 ）留保表、 及び プラスの 禁止について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、 、 、役員国籍要求の禁止は、

未適用。なお、 は協定発効時からラオスを除いて適用（第 条）。

（注 ）フィリピンとの紛争を へ付託する場合は書面の合意が必要。

（注 ）留保表について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、 は未適用。

（注 ）パフォーマンス要求（ ）の禁止に記載されている数字は禁止項目の総数を指す。
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第５章 投資

（５） の国際投資ルールに関する取

組

加盟国は、これまでに 以上にのぼる二国間

投資協定を締結し、諸外国における投資保護ルールを

整備してきた。他方、 は、他国との通商条約の中で

投資自由化に関する内容は規定してきたが、投資保護

に関する規定はほとんど含まれていなかった。しかし、

年 月 日に発効したリスボン条約により、

が直接投資保護についての通商交渉権限を持つことが

明確化された。

年 月に欧州委員会が発表した文書では、投資

保護に関する規定として「公正衡平で無差別な待遇の

保障、十分な保護と安全、収用への補償、資金移転の

自由、投資家対国家の紛争解決（ ）」を含める方

針が述べられている。また、 の投資政策は、環境保

護、健康や労働の安全、消費者保護、文化的多様性、

開発政策、競争政策など、他の政策に適合するもので

なければならず、投資家の権利保護だけではなく、社

会福祉に貢献する投資を進めることが目的であるとし

ている。さらに、当面は、インド、シンガポール、カ

ナダ、メルコスールとの 交渉の中で、投資保護の

要素も含めることを目指していくとしている。

その他の論点においても、 と加盟国の権限の抵触

が問題となりうる。例えば、 設立条約（現 運営

条約）には資本移転の制約を規定している一方、 加

盟国の二国間投資協定の中には、送金の自由を制約す

る事由を定めていないものがあったため、欧州司法裁

判所は、オーストリアやスウェーデン、フィンランド

の締結していたそれらの投資協定が 設立条約違反

であると認定した。また、中東欧諸国が 加盟交渉を

した際には、これらの国々が第三国と締結していた投

資協定と 設立条約の関係が問題となり、例えば、

チェコは米国と締結していた協定を改訂することと

なった。

年には、 カナダ （ ）や シンガポー

ル が合意に至り、投資ルールを含めた条文が公開

された。

なお、 シンガポール に関しては、 年 月

に欧州司法裁判所が意見書を提出、対内直接投資につ

いては が単独で締結権限を有する一方で、対内直

接投資以外の投資及び紛争解決手続には と 加盟

国との共有権限が及ぶとの判断を下している。

シンガポール は 年 月に署名に至った

が、上記判断を踏まえ、欧州理事会・議会に加え 全

加盟国での批准手続が必要となる。また、 は

年 月より一部の規定について暫定適用が開始されて

おり、全加盟国での批准手続を経た後に正式発効する。

我が国と との間の に関しては、 年 月

より計 回の交渉会合を経て、 年 月 日に発

効した。ただし、投資保護と紛争解決は には含ま

れておらず、引き続き協議することとなっている。

２．投資を巡る紛争処理

（１）ルールの背景

地域貿易協定（ ）及び二国間投資協定（ ）

では、協定の適用・解釈を巡り争いが生じた場合、一

方の当事国が他方の当事国を相手取り、仲裁やその他

の紛争解決手続に判断を求めうることを規定している。

しかし、 や において利用されることは極

めて稀である。

一方、大多数の の投資章及び は、「投

資家対国家（投資受入国）」の紛争解決手続（ ）

を設けている（注）。これは、投資受入国が協定の規

定に反する行為を行ったことにより投資家が損害を

被った場合、投資家が投資受入国との紛争を仲裁に付

託することを認めるものであり、仲裁廷が投資受入国

の協定違反を認定した場合には、投資家が投資受入国

から金銭等による賠償を受けることができる。 が

存在しなければ、通常、投資家は投資受入国との紛争

を当該投資受入国の国内裁判所に提起する以外の法的

紛争処理手段がなく、外国企業であるが故に不利な判

断を被る可能性や、司法制度が未発達なために公正な

審理を受けられない可能性がある。また仲裁の利用を

試みたとしても、通常、仲裁付託には当事者間の合意

が必要であり、紛争が起きてから国家が仲裁付託を認

めることは想定しがたい。そこで、多くの 及

び の 条項は、仲裁付託への事前の包括的な

同意を予め締約国が与えることによって、実際に紛争

第 部 経済連携協定・投資協定

協定名称

（発効年月）

韓

（ 年 月発効）

中国

（投資章）

（ 年 月発効）

豪

（投資章）

（ 年 月発効）

印

投資協定

（ 年 月署名）

中韓

（ 年 月発効）

投資財産の定義
全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

全ての

投資財産

内
国
民
待
遇

（

）

参入段階
○

（注 ）
×

○

（注 ）
○ ×

参入後
○

（注 ）

○

（既存非適合措置

は一括留保）

○ ○ ○

最
恵
国
待
遇

（

）

参入段階
○

（注 ）

○

（広範な例外あり）

×

（継続協議）
× ○
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○

（注 ）

○
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×

（継続協議）
× ○
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○

（注 ）
×

○
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×

○
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－研究開発要求 × － × － ×
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（注 ）留保表、 及び プラスの 禁止について、協定発効後 年以内の議論完了を規定。留保表が作成されるまで、 、 、役員国籍要求の禁止は、

未適用。なお、 は協定発効時からラオスを除いて適用（第 条）。

（注 ）フィリピンとの紛争を へ付託する場合は書面の合意が必要。
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517

　　　　　　　　　第５
章
投　

資

　　　第
Ⅲ
部
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②仲裁案件に関与した国

のまとめによると、 年 月末までに提

起された「投資家対国家」紛争案件 件のうち、

件が終了しており、そのうち、国家の主張が認められ

た割合は約 、投資家の申立が認められた割合は約

、和解が約 となっている。最も多くの仲裁が提

起された国はアルゼンチン（ 件）であり、次にベネ

ズエラ（ 件）、スペイン（ 件）、チェコ共和国（

件）、エジプト（ 件）、カナダ（ 件）、メキシコ

（ 件）、ポーランド（ 件）、インド（ 件）、ロ

シア（ 件）、エクアドル（ 件）、ウクライナ（

件）が続く。他国と比較してアルゼンチンの被提訴案

件が際立って多い理由は、 年末以降の財政危機に

おける政策的混乱にある。同様に、チェコ共和国につ

いても、同国において 年の通貨危機を契機に表

面化した、金融分野の不良債権問題に原因が求められ

る。一方、メキシコ及びカナダについては、

章（投資章）に基づく事件が大きな注目を集め、投資

家がその効用を深く認識したことがこれら 国を被申

立国とする案件が多い原因と推察される。

＜図表 ‐ － ＞被申立国となった回数（ ～

年 月末）

順位 被提訴国 件数

アルゼンチン

ベネズエラ

スペイン

チェコ共和国

エジプト

カナダ

メキシコ

ポーランド

インド

ロシア

エクアドル

ウクライナ

（ ）

③企業による仲裁手続の利用状況

のまとめによると、仲裁手続を利用している

産業セクターとしては、石油・ガス・鉱山業が ％と

最も多く、電力等エネルギー産業が ％、運輸業 、

建設 ％、金融業 ％が続く。エネルギー資源の開発は

莫大な投資を要する一方、資源産出国の大半は開発途

上国であり、社会的・政治的安定性に欠ける場合が多

いことから、投資保護の需要が高いものと推察される。

そのため、このようなエネルギー分野における投資保

護については、 及び における規定のほか、

近年は、多国間国際条約である「エネルギー憲章条約」

（ ）の紛争処理規定も活用され

ている。

＜図表 ‐ － ＞ における産業別の仲裁利用状況（～ 年 月末）

（ ））

石油・ガス・鉱山

業

電力等エネルギー

産業

運輸業建設業

金融業

情報通信業

上下水道、治水産業

農林水産業

観光産業

サービス・貿易業
その他

第 部 経済連携協定・投資協定

が起きた際に相手国政府の仲裁付託同意を個別に取り

付けることなく、投資家が即座に仲裁へ付託できるこ

とになる。このように、投資家が公平な審理を受ける

機会を確保することによって、 は外国投資に起因

するリスクを低減させる役割を果たしている。

さらに、投資については のような多国間の紛争

処理ルールがない中、国家間で合意したルールにもと

づいて投資家と国家間の紛争を処理することは、当該

紛争が国家間の紛争に発展することを防ぐ役割を果た

すとともに、投資保護を保証することで投資を誘致し

たい投資受入国と自国投資家を保護したい投資家本国

相互の利益につながると考えられる。

（注）米豪 など、投資家対国家の紛争解決規定

がない協定も存在する。ただし、米豪 は、一方当

事国が、紛争処理に影響する事情に変化があったこと

を理由に投資家による仲裁申立て手続の設置を検討す

べきと考える場合、相手国とその旨協議を行うことが

できる旨規定している。（第 条 項）。

（２）ルールの活用状況

①仲裁付託された案件数の推移

投資を巡る「投資家対国家」の紛争手続（ ）は、

各国において が締結され始めた 年代には、

既に協定に盛り込まれていた。しかし、当初は、協定

による事前の包括的な仲裁への同意の可能性は認識さ

れておらず、協定に基づく仲裁付託件数は 年ま

で であった。 年に協定に基づく「投資家対国家」

の仲裁が初めて成立したこと（ 事件）、 年、

における「 事件」（米国企業が、カナダ政

府による環境規制が 上の「収用」に該当すると

して主張）において仲裁が申し立てられ、カナダ政府

が米国企業に金銭を支払って和解したことが注目を集

めたこと（本件は、カナダの州政府によるカナダ国内

の手続によって、連邦政府の環境規制が国内法に違反

すると判断された結果、カナダ政府が当該規制を撤廃

した。この判断を受けて、カナダ政府は米国企業と和

解し、 にもとづく手続は終了した）、また、時期

を同じくして、 年から開始された における

多国間投資協定交渉において投資協定仲裁が大きな問

題になったこともあって、投資協定仲裁への関心が高

まった結果、 年代後半からは仲裁手続への付託件

数が急激に増加した。

各国の協定において指定されている主な仲裁規則

としては、 （投資紛争解決国際センター）、

（国際連合国際商取引法委員会）、 （ストッ

クホルム商業会議所仲裁協会）、

（ 追加的制度規則）等の各仲裁規

則が挙げられる。上記手続のうち最も活用されている

のは、 年発効の「国家と他の国家の国民との間の

投資紛争の解決に関する条約」に基づき、世界銀行グ

ループの国際機関として設立された での仲裁手

続であり、同機関に付託された案件の数は過去に提起

された仲裁案件の 割以上を占める（ 年）。

＜図表 ＞ 主要仲裁手続への付託案件の割合（ ～ 年７月末）

（

）

その他・不明

518



第５章 投資

②仲裁案件に関与した国

のまとめによると、 年 月末までに提

起された「投資家対国家」紛争案件 件のうち、

件が終了しており、そのうち、国家の主張が認められ

た割合は約 、投資家の申立が認められた割合は約

、和解が約 となっている。最も多くの仲裁が提

起された国はアルゼンチン（ 件）であり、次にベネ

ズエラ（ 件）、スペイン（ 件）、チェコ共和国（
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シア（ 件）、エクアドル（ 件）、ウクライナ（

件）が続く。他国と比較してアルゼンチンの被提訴案
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る。一方、メキシコ及びカナダについては、
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立国とする案件が多い原因と推察される。
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③企業による仲裁手続の利用状況

のまとめによると、仲裁手続を利用している

産業セクターとしては、石油・ガス・鉱山業が ％と

最も多く、電力等エネルギー産業が ％、運輸業 、

建設 ％、金融業 ％が続く。エネルギー資源の開発は

莫大な投資を要する一方、資源産出国の大半は開発途

上国であり、社会的・政治的安定性に欠ける場合が多

いことから、投資保護の需要が高いものと推察される。

そのため、このようなエネルギー分野における投資保

護については、 及び における規定のほか、

近年は、多国間国際条約である「エネルギー憲章条約」
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題になったこともあって、投資協定仲裁への関心が高

まった結果、 年代後半からは仲裁手続への付託件

数が急激に増加した。
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のは、 年発効の「国家と他の国家の国民との間の
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（
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その他・不明
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務があるが、これに加えて、 条約にも仲裁判断

の執行についての規定が置かれている（ 条約第

～ 条）。 条約以外の仲裁手続に基づく場合

は、各国国内法に基づく承認執行が可能である他、外

国仲裁の承認執行に関するニューヨーク条約に従い執

行されることも可能である。投資協定仲裁の仲裁判断

はほとんどが自発的に履行されている。

（ ） 仲裁手続の透明性

投資協定仲裁は公益を扱うものであるため、その手

続は透明化される傾向にある。仲裁廷に提出される文

書の公開などについて協定中に明記される例が増えて

いるほか、 年には 透明性規則が採択さ

れ、 年 月以降に署名された投資協定に基づいて

仲裁規則による仲裁がなされる場合には、仲

裁手続に関する大幅な情報公開が導入されることと

なった。 条約に基づく仲裁の場合も、 年の

仲裁規則改正により、一定の情報公開がなされ

るようになっている。

投資協定仲裁の活用について
投資協定仲裁は、平均して解決までに ～ 年を要

し、訴訟費用は凡そ数千万～数億円かかると言われる。

そのため、実際に投資家が紛争案件を投資協定仲裁に

付託するか否かの決断は、こうした費用対効果も勘案

して決められることになり、結果としてインフラ・資

源開発など巨額投資が絡むケースの付託が比較的多く

なっている。また実際に仲裁に付託しなくても、投資

協定仲裁の存在を交渉を有利に進めるためのレバレッ

ジとして使い、和解に持ち込むケースも多いとされる。

なお、日系企業が実際に投資協定仲裁を使ったケース

は、公表されている中では 件存在する（「 事

件」、再生可能エネルギーに関する事例等）。また、

海外投資に際して、優遇税制等に加えて、投資協定の

存在を考慮して第三国企業経由で投資する企業も存在

する。

条約に基づく仲裁と 仲裁規則等に基

づく仲裁とを比較すると、 仲裁は、世界銀行グ

ループの国際機関ということもあり、会議室、仲裁人

候補名簿、標準料金（例えば仲裁申立ての 仲裁

登録費用は 万 ドル、仲裁廷設置後の運営費と

して 万ドル、仲裁人の報酬は 人あたり 日

ドル等）などが整備されており、利便性が高い。また、

仲裁の場合、仲裁判断を受入国政府が履行しな

い場合には、世銀ローン停止などの可能性があるため、

仲裁判断はこれまでのところほとんどすべて履行され

ている。なお、 仲裁における仲裁判断の取消し

は 条約に基づいてのみなし得る。

他方、 仲裁規則等に基づく仲裁は、通常の

商事仲裁と同様、判断の取消しについて仲裁地の国内

「《参考》投資協定仲裁に係る主要ケース」「②実体事項の判断」「 公正かつ衡平な待遇／最低限の待遇」 （

）対チェコ 参照

裁判所の介入が予定されている。仲裁人の選任等は

仲裁に比べてやや柔軟に行え、費用は実際の手

続の進行次第で 仲裁より高くも安くもなるが、

仲裁には事務局があるため一定の工程管理が行

われるのに対し、 仲裁規則では事務局が予定

されていないため、常設仲裁裁判所 などに事務局

を依頼することが多い。これら仲裁の諸費用を、仲裁

手続当事者（投資家と受入国政府）がどのように負担

するかについては、当事者が特別の合意をしなければ

仲裁廷が決定することになり、敗訴者に全額負担させ

た例もある（ 仲裁の場合は原則敗訴者負担）。

投資協定仲裁以外の問題解決の手段について

上記のとおり、投資仲裁に訴える場合には相当のコ

ストや期間を覚悟する必要があり、二の足を踏む企業

は多い。また、現地で引き続き事業を営む場合は、現

地政府との関係悪化やメディアでの報道によって他の

事業に悪影響が及ぶ可能性も考慮に入れる必要があ

る。そのため、 投資章や二国間投資協定に違反す

る行為があった場合の問題解決の手段は、必ずしも投

資仲裁に限定されるものではない。まず、投資仲裁に

至る前に受入国政府との和解に至る場合がある。一般

的には、 等への投資仲裁の申立てに先立ち通報

（ の提示）を受入国政府に行う前後

に、弁護士を交えて交渉することが多い。具体的な事

例が公表されることは少ないが、例えば、米国のエネ

ルギー企業とエクアドルとの間で、約 万ドルの

和解金が合意されたなどの事例が報道された例があ

る。また、近年では、わが国の結ぶ 等には「ビジ

第 部 経済連携協定・投資協定

（３）規律の概要

① ・ における投資家対国家の紛争処理手

続の概要

、 投資章における投資家対国家の仲裁の

手続は協定によって様々であるが、概ね以下のプロセ

スを踏むよう規定されている。

（ ） 対象となる投資紛争

締約国が収用補償義務や公正衡平待遇義務などの

協定義務に違反し、これにより投資家が損害を被った

場合、当該紛争は投資家対国家の紛争処理手続の対象

となる。 の中には、対象となる紛争を「投資家と

締約国の間で生ずるあらゆる投資に関する意見の相違」

と広く規定するもの、あるいは逆に「収用が起きた場

合の補償額」のみ紛争処理対象として限定するものも

ある。

（ ） 投資家と相手国政府（紛争当事国）による協

議

紛争発生後、すぐに仲裁に紛争が付託されるのでな

く、通常は ヵ月から ヵ月程度の協議期間が設定さ

れる。

（ ） 仲裁付託

協議によって解決しない場合、投資家は仲裁へ付託

できる旨規定されるのが一般的である。協定がない場

合、投資紛争の仲裁付託には個別に紛争当事国の同意

が必要であるが、多くの協定ではこの仲裁付託への同

意を予め協定において付与している（事前の一括同意）。

投資家は、 （投資家本国と紛争当事国の双方が

加盟国の場合）、

（投資家本国又は紛争当事国のどちらかのみが

加盟国である場合）、 仲裁規則に則っ

た仲裁の内いずれかを選択できるように規定されてい

ることが多い。これに、 仲裁規則や 仲裁規則

（下記「主な仲裁機関・仲裁ルールの概要」参照）等

を加える場合もある。また、仲裁付託にあたっては、

同一の紛争を国内裁判所に訴えていないことが条件と

なることが一般的である。同様に、仲裁付託後に同一

案件を国内裁判所に訴えることは通常できない。

（ ） 仲裁人の選任・仲裁廷の設置

仲裁機関やルールの選定後、仲裁人の選任（多くの

場合、 人の仲裁人により仲裁が行われる。 名の選任

方法は、紛争当事者である投資受入国及び投資家がそ

れぞれ 名ずつを選び、 番目の仲裁長は原則として

両者の合意により選定される。）を経て仲裁廷が設置

される。ここからは投資家が選択したそれぞれの仲裁

手続に則って仲裁が進められるが仲裁の経過・結果な

どを示す書類の紛争当事者となっていない締約国への

送達や、複数の請求の併合など、必要な修正が協定で

加えられていることがある。

（ ） 仲裁管轄権の判断

仲裁廷設置後、付託された投資紛争について仲裁廷

が判断する管轄権があるかどうかがまず判断される。

管轄権の有無は、（ ）で述べた対象となる投資紛争の

定義とも関連して、大きな争点となることがある。

（ ） 本案の判断

仲裁廷に管轄権があると判断された場合、いよいよ

実際の協定義務違反の有無の本案について判断される。

（ ） 賠償額の判断

協定義務違反が認められた場合、金銭賠償の額につ

いても判断される。

（ ） 仲裁判断の取消

仲裁の場合、一方の当事者が特別委員会に仲

裁判断の取消等を申し立てることができる（ 条

約第 条、第 条にて規定。）また、 以外で

の仲裁判断については、仲裁地の裁判所がその国の法

令にもとづき仲裁判断を取り消すことがある。なお、

一般に、仲裁は、仲裁人の選任等の手続に双方が関与

した上で、その結論を受け入れることにより迅速に事

案を処理することを目的としているため、上訴の仕組

みはない。ただし、 が近年締結した投資協定では上

訴制度の導入が増えている。

（ ） 仲裁判断の執行

仲裁判断は最終的で、かつ当事者に対する拘束力を

持つ。仲裁判断は、投資協定上、被申立国には遵守義
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務があるが、これに加えて、 条約にも仲裁判断

の執行についての規定が置かれている（ 条約第

～ 条）。 条約以外の仲裁手続に基づく場合

は、各国国内法に基づく承認執行が可能である他、外

国仲裁の承認執行に関するニューヨーク条約に従い執

行されることも可能である。投資協定仲裁の仲裁判断

はほとんどが自発的に履行されている。

（ ） 仲裁手続の透明性

投資協定仲裁は公益を扱うものであるため、その手

続は透明化される傾向にある。仲裁廷に提出される文

書の公開などについて協定中に明記される例が増えて

いるほか、 年には 透明性規則が採択さ

れ、 年 月以降に署名された投資協定に基づいて

仲裁規則による仲裁がなされる場合には、仲

裁手続に関する大幅な情報公開が導入されることと

なった。 条約に基づく仲裁の場合も、 年の

仲裁規則改正により、一定の情報公開がなされ

るようになっている。

投資協定仲裁の活用について
投資協定仲裁は、平均して解決までに ～ 年を要

し、訴訟費用は凡そ数千万～数億円かかると言われる。

そのため、実際に投資家が紛争案件を投資協定仲裁に

付託するか否かの決断は、こうした費用対効果も勘案

して決められることになり、結果としてインフラ・資

源開発など巨額投資が絡むケースの付託が比較的多く

なっている。また実際に仲裁に付託しなくても、投資

協定仲裁の存在を交渉を有利に進めるためのレバレッ

ジとして使い、和解に持ち込むケースも多いとされる。

なお、日系企業が実際に投資協定仲裁を使ったケース

は、公表されている中では 件存在する（「 事

件」、再生可能エネルギーに関する事例等）。また、

海外投資に際して、優遇税制等に加えて、投資協定の

存在を考慮して第三国企業経由で投資する企業も存在

する。

条約に基づく仲裁と 仲裁規則等に基

づく仲裁とを比較すると、 仲裁は、世界銀行グ

ループの国際機関ということもあり、会議室、仲裁人

候補名簿、標準料金（例えば仲裁申立ての 仲裁

登録費用は 万 ドル、仲裁廷設置後の運営費と

して 万ドル、仲裁人の報酬は 人あたり 日

ドル等）などが整備されており、利便性が高い。また、

仲裁の場合、仲裁判断を受入国政府が履行しな

い場合には、世銀ローン停止などの可能性があるため、

仲裁判断はこれまでのところほとんどすべて履行され

ている。なお、 仲裁における仲裁判断の取消し

は 条約に基づいてのみなし得る。

他方、 仲裁規則等に基づく仲裁は、通常の

商事仲裁と同様、判断の取消しについて仲裁地の国内

「《参考》投資協定仲裁に係る主要ケース」「②実体事項の判断」「 公正かつ衡平な待遇／最低限の待遇」 （

）対チェコ 参照

裁判所の介入が予定されている。仲裁人の選任等は

仲裁に比べてやや柔軟に行え、費用は実際の手

続の進行次第で 仲裁より高くも安くもなるが、

仲裁には事務局があるため一定の工程管理が行

われるのに対し、 仲裁規則では事務局が予定

されていないため、常設仲裁裁判所 などに事務局

を依頼することが多い。これら仲裁の諸費用を、仲裁

手続当事者（投資家と受入国政府）がどのように負担

するかについては、当事者が特別の合意をしなければ

仲裁廷が決定することになり、敗訴者に全額負担させ

た例もある（ 仲裁の場合は原則敗訴者負担）。

投資協定仲裁以外の問題解決の手段について

上記のとおり、投資仲裁に訴える場合には相当のコ

ストや期間を覚悟する必要があり、二の足を踏む企業

は多い。また、現地で引き続き事業を営む場合は、現

地政府との関係悪化やメディアでの報道によって他の

事業に悪影響が及ぶ可能性も考慮に入れる必要があ

る。そのため、 投資章や二国間投資協定に違反す

る行為があった場合の問題解決の手段は、必ずしも投

資仲裁に限定されるものではない。まず、投資仲裁に

至る前に受入国政府との和解に至る場合がある。一般

的には、 等への投資仲裁の申立てに先立ち通報

（ の提示）を受入国政府に行う前後

に、弁護士を交えて交渉することが多い。具体的な事

例が公表されることは少ないが、例えば、米国のエネ

ルギー企業とエクアドルとの間で、約 万ドルの

和解金が合意されたなどの事例が報道された例があ

る。また、近年では、わが国の結ぶ 等には「ビジ

第 部 経済連携協定・投資協定

（３）規律の概要

① ・ における投資家対国家の紛争処理手

続の概要

、 投資章における投資家対国家の仲裁の

手続は協定によって様々であるが、概ね以下のプロセ

スを踏むよう規定されている。

（ ） 対象となる投資紛争

締約国が収用補償義務や公正衡平待遇義務などの

協定義務に違反し、これにより投資家が損害を被った

場合、当該紛争は投資家対国家の紛争処理手続の対象

となる。 の中には、対象となる紛争を「投資家と

締約国の間で生ずるあらゆる投資に関する意見の相違」

と広く規定するもの、あるいは逆に「収用が起きた場

合の補償額」のみ紛争処理対象として限定するものも

ある。

（ ） 投資家と相手国政府（紛争当事国）による協

議

紛争発生後、すぐに仲裁に紛争が付託されるのでな

く、通常は ヵ月から ヵ月程度の協議期間が設定さ

れる。

（ ） 仲裁付託

協議によって解決しない場合、投資家は仲裁へ付託

できる旨規定されるのが一般的である。協定がない場

合、投資紛争の仲裁付託には個別に紛争当事国の同意

が必要であるが、多くの協定ではこの仲裁付託への同

意を予め協定において付与している（事前の一括同意）。

投資家は、 （投資家本国と紛争当事国の双方が

加盟国の場合）、

（投資家本国又は紛争当事国のどちらかのみが

加盟国である場合）、 仲裁規則に則っ

た仲裁の内いずれかを選択できるように規定されてい

ることが多い。これに、 仲裁規則や 仲裁規則

（下記「主な仲裁機関・仲裁ルールの概要」参照）等

を加える場合もある。また、仲裁付託にあたっては、

同一の紛争を国内裁判所に訴えていないことが条件と

なることが一般的である。同様に、仲裁付託後に同一

案件を国内裁判所に訴えることは通常できない。

（ ） 仲裁人の選任・仲裁廷の設置

仲裁機関やルールの選定後、仲裁人の選任（多くの

場合、 人の仲裁人により仲裁が行われる。 名の選任

方法は、紛争当事者である投資受入国及び投資家がそ

れぞれ 名ずつを選び、 番目の仲裁長は原則として

両者の合意により選定される。）を経て仲裁廷が設置

される。ここからは投資家が選択したそれぞれの仲裁

手続に則って仲裁が進められるが仲裁の経過・結果な

どを示す書類の紛争当事者となっていない締約国への

送達や、複数の請求の併合など、必要な修正が協定で

加えられていることがある。

（ ） 仲裁管轄権の判断

仲裁廷設置後、付託された投資紛争について仲裁廷

が判断する管轄権があるかどうかがまず判断される。

管轄権の有無は、（ ）で述べた対象となる投資紛争の

定義とも関連して、大きな争点となることがある。

（ ） 本案の判断

仲裁廷に管轄権があると判断された場合、いよいよ

実際の協定義務違反の有無の本案について判断される。

（ ） 賠償額の判断

協定義務違反が認められた場合、金銭賠償の額につ

いても判断される。

（ ） 仲裁判断の取消

仲裁の場合、一方の当事者が特別委員会に仲

裁判断の取消等を申し立てることができる（ 条

約第 条、第 条にて規定。）また、 以外で

の仲裁判断については、仲裁地の裁判所がその国の法

令にもとづき仲裁判断を取り消すことがある。なお、

一般に、仲裁は、仲裁人の選任等の手続に双方が関与

した上で、その結論を受け入れることにより迅速に事

案を処理することを目的としているため、上訴の仕組

みはない。ただし、 が近年締結した投資協定では上

訴制度の導入が増えている。

（ ） 仲裁判断の執行

仲裁判断は最終的で、かつ当事者に対する拘束力を

持つ。仲裁判断は、投資協定上、被申立国には遵守義
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判断が出ても取消手続き等を頻繁に活用するに至り、

紛争解決にかかる時間の長期化が顕著にみられ、平均

でも 年から 年を要すると指摘している。また

仲裁についていえば、その平均期間は、取消手続きを

除いたとしても 年であると指摘されている。こう

した時間及び費用の点は、仲裁の当事者となる投資家

及び投資受け入れ国の双方にとって大きな負担として

意識されている。

（２）国家による仲裁判断不履行の問題

こうした課題に加え、投資協定仲裁の活用が進むに

つれ近時はさらに以下のような実務的限界が意識され

るようになってきている。 条約 条においては、

仲裁判断は仲裁の当事者に対し拘束力を有し、仲裁当

事者は仲裁判断に従うべきことが規定されている。し

かし、国家は仲裁判断において賠償を命ぜられた場合

にはこれに従うことが大多数であるものの、仲裁判断

に従わないケースも散見されるようになってきている。

例えば、アルゼンチン政府は、

（およそ 億 万ドルの賠償を命ずる

年の仲裁判断）、 （およそ 億

千万ドルの賠償を命ずる 年の仲裁判断）、

（およそ 億ドルの賠償を命ずる 年の

仲裁判断）に対する賠償を命ずる仲裁判断などになか

なか従わず、ようやく 年に投資家との間で和解

が成立した。アルゼンチンの他に、カザフスタン、キ

ルギス、ロシア、タイ、ジンバブエ、コンゴといった

国々も投資家に対する賠償を命ずる仲裁判断の履行に

従わなかった例があるとされる 。

これらの多くでは、最終的には国家が賠償を履行し

たが、そこに至るまでには投資家による国家の財産差

し押さえや投資家本国の政府による外交的介入といっ

なお、投資協定仲裁における上訴メカニズム一般についての利点、問題点についての考察として、経済産業省投資協定仲裁研究会平成 年度報告

書所収の玉田大「投資仲裁における上訴メカニズム」参照

（ にて入手可能）。

– （ ） 参照

（ にて入手可能）。

参照

（ にて入手可能）。この分析においては、 年 月 日までに仲裁判断（ ）が下された 件が対象と

なっている。なお、取消手続きに移行した場合には、取消手続きは典型的には 、 年かかる。もし、仲裁判断が取り消された場合には、再度の仲裁

手続きが開始される（ 条約 条（ ））。そうなると、全体の手続きについて 年以上かかることもあり得る。

参照（ にて入

手可能） 参照（ にて

入手可能） 参照（ にて入手可能）。

参照。

参照

（

にて入手可能）

た追加のコストや労力が投入された模様である。投資

家本国の介入の例として注目されたのが、米国による

アルゼンチンへの特恵的関税待遇（ ）の停止である。

なお、投資家本国の外交的介入は必ずしも投資家に有

利なものばかりではない。ドイツの投資家がロシア政

府による賠償の履行の確保のため、ドイツにおいて開

催された航空イベントのためにロシア政府が持ち込ん

だ航空機に対する差し押さえを申し立てた事案では、

ドイツ政府は外交問題となることを恐れ当該投資家に

対してかかる差し押さえの申し立てを取り下げるよう

働きかけたとされる 。

なお、世界銀行の業務マニュアルには、加盟国が、

収用や対外債務に関する紛争を抱え、適切な是正措置

を講じる意思が見受けられない場合、又は紛争の解決

に向け合理的な努力を怠る場合には、新規貸付を停止

することを検討するとある 。国家による仲裁判断の

不履行もこうした場合に該当することになると思われ

るところ、世界銀行の貸し付けの停止の可能性は仲裁

判断不履行に対する抑止力となり得る。アルゼンチン

が 年に投資家との和解に応じたのも、世界銀行

からの圧力があったためだと言われている。

（３）仲裁判断執行の困難性（主権免除の問題）

国家が任意に賠償を命ずる仲裁判断に従わない場

合には、投資家は仲裁判断の執行のために当該国家の

財産を差し押さえるなどの法的手段をとることができ

る。 条約は 仲裁判断の実効性を確保する

観点から、金銭賠償を命ずる 仲裁の仲裁判断に

つきこれが加盟国における最終確定判決と同様の効力

を有することを規定している（ 条約 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

ネス環境整備小委員会」を設置する例が増えており、

投資協定仲裁の場合とは違って、紛争になる前に企業

が関与して投資受入国のビジネス環境の改善に向け議

論する枠組みが構築されている（詳細は第 部第

章「ビジネス環境整備」参照）。同委員会には、受入

国政府のみならず、協議事項に携わる現地業界、投資

家本国の政府、 等の関係機関が一堂に会し、 社

で提起しにくい問題や、業界全体、進出企業全体にか

かる問題をまとめて提起できる。また、取り扱い得る

案件は、投資章に限らず、産業インフラの整備、行政

手続きの簡素化・透明性向上、知的財産権の保護など、

ビジネス上の様々な問題点にわたる。投資受入国政府

は、 等の規定により同委員会を通じて挙げられた

要請に対して適切な対応をとることが求められる。現

在、「ビジネス環境整備小委員会」は、タイ、マレー

シア、メキシコ、チリ、フィリピン、スイス、インド、

ペルー、オーストラリアとの に基づき会合の開催

実績がある他、日ペルー投資協定では、協定の適用範

囲内の投資に関連する事項であって、投資環境の改善

に関係するものについて情報交換や討議等を行うこと

を目的とした「投資環境改善小委員会」が設置されて

いる。さらに、ブラジルとの間では、政府間協定に基

づかない枠組みとして、「日伯貿易投資促進合同委員

会」が 年 月に設置されている。

投資家対国家紛争解決手段のオプション

－仲裁の課題と調停の活用可能性を中心に－
はじめに

投資家と国家の間の紛争解決手段には多様な選択

肢が存在する。近年、投資協定や に根拠を有する

投資協定仲裁が、多く活用され、一定の成果を上げ、

注目を集めてきた。本報告書においても投資協定仲裁

につき紙面を割き、その制度的概要や、実際の紛争案

件の解説を掲載している。一方で、投資協定仲裁にも、

紛争解決に長期間を要する、多大なコストがかかる、

さらには、稀ではあるが損害賠償を命じられた投資受

入国が仲裁判断に従わない場合の仲裁判断の執行が困

難であるなど一定の課題があることが意識されるよう

になってきている。

他方、投資家対国家の紛争解決手段の中には、より

和解的な解決を志向する調停も存在する。 は、

投資協定仲裁の課題や仲裁申立数の増加を踏まえ、調

停の活用を推奨し始めている。日本企業の中には、必

ずしも正面からの対立型紛争を好まない企業も多くあ

るとされるが、調停という和解的な解決はかかる日本

企業のメンタリティに適合する場合もあろう。そこで、

このコラムでは、投資家対国家の紛争解決手段として

年次報告書 年、 年参照。なお、 年以降、国際法曹協会（ ）、

（ ）や国際連合貿易開発会議（ ）といった機関においても紛争の和解的解決の促進を模索、提案し始めている（

参照）。

紛争統計（ ）によれば、仲裁に持ち込まれた案件のうち、 ％が和解そのほかの理由で手続きが終了している。

– 参照

（ にて入手可能）。

年次報告書 年、 年事務局長の導入の辞を参照。

– （ ） 参照

（ にて入手可能）。

の仲裁の直面する課題を概観するとともに、調停のメ

カニズムを解説し、そのメリットやデメリットを整理

し、紹介することとする。ただし、仲裁の過程の中で

和解的解決を模索することも可能であり、実際にも仲

裁の過程で相当数の和解がなされている。

投資家対国家紛争解決手段としての仲裁の 課題

及び限界

（１）時間と費用の問題

は、仲裁にかかる時間と費用の点を挙げ、そ

の年次報告において調停の活用を推奨した。この点に

ついて、国際連合貿易開発会議（ ）の研究は、

仲裁手続きにかかる費用が非常に高額であり、中でも

弁護士費用がその 割を占めると問題提起をしている

。同じ研究は、仲裁にかかる時間について、当事者が

管轄についても争うことが常態化し、また、いったん
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判断が出ても取消手続き等を頻繁に活用するに至り、

紛争解決にかかる時間の長期化が顕著にみられ、平均

でも 年から 年を要すると指摘している。また

仲裁についていえば、その平均期間は、取消手続きを

除いたとしても 年であると指摘されている。こう

した時間及び費用の点は、仲裁の当事者となる投資家

及び投資受け入れ国の双方にとって大きな負担として

意識されている。

（２）国家による仲裁判断不履行の問題

こうした課題に加え、投資協定仲裁の活用が進むに

つれ近時はさらに以下のような実務的限界が意識され

るようになってきている。 条約 条においては、

仲裁判断は仲裁の当事者に対し拘束力を有し、仲裁当

事者は仲裁判断に従うべきことが規定されている。し

かし、国家は仲裁判断において賠償を命ぜられた場合

にはこれに従うことが大多数であるものの、仲裁判断

に従わないケースも散見されるようになってきている。

例えば、アルゼンチン政府は、

（およそ 億 万ドルの賠償を命ずる

年の仲裁判断）、 （およそ 億

千万ドルの賠償を命ずる 年の仲裁判断）、

（およそ 億ドルの賠償を命ずる 年の

仲裁判断）に対する賠償を命ずる仲裁判断などになか

なか従わず、ようやく 年に投資家との間で和解

が成立した。アルゼンチンの他に、カザフスタン、キ

ルギス、ロシア、タイ、ジンバブエ、コンゴといった

国々も投資家に対する賠償を命ずる仲裁判断の履行に

従わなかった例があるとされる 。

これらの多くでは、最終的には国家が賠償を履行し

たが、そこに至るまでには投資家による国家の財産差

し押さえや投資家本国の政府による外交的介入といっ

なお、投資協定仲裁における上訴メカニズム一般についての利点、問題点についての考察として、経済産業省投資協定仲裁研究会平成 年度報告

書所収の玉田大「投資仲裁における上訴メカニズム」参照

（ にて入手可能）。

– （ ） 参照

（ にて入手可能）。

参照

（ にて入手可能）。この分析においては、 年 月 日までに仲裁判断（ ）が下された 件が対象と

なっている。なお、取消手続きに移行した場合には、取消手続きは典型的には 、 年かかる。もし、仲裁判断が取り消された場合には、再度の仲裁

手続きが開始される（ 条約 条（ ））。そうなると、全体の手続きについて 年以上かかることもあり得る。

参照（ にて入

手可能） 参照（ にて

入手可能） 参照（ にて入手可能）。

参照。

参照

（

にて入手可能）

た追加のコストや労力が投入された模様である。投資

家本国の介入の例として注目されたのが、米国による

アルゼンチンへの特恵的関税待遇（ ）の停止である。

なお、投資家本国の外交的介入は必ずしも投資家に有

利なものばかりではない。ドイツの投資家がロシア政

府による賠償の履行の確保のため、ドイツにおいて開

催された航空イベントのためにロシア政府が持ち込ん

だ航空機に対する差し押さえを申し立てた事案では、

ドイツ政府は外交問題となることを恐れ当該投資家に

対してかかる差し押さえの申し立てを取り下げるよう

働きかけたとされる 。

なお、世界銀行の業務マニュアルには、加盟国が、

収用や対外債務に関する紛争を抱え、適切な是正措置

を講じる意思が見受けられない場合、又は紛争の解決

に向け合理的な努力を怠る場合には、新規貸付を停止

することを検討するとある 。国家による仲裁判断の

不履行もこうした場合に該当することになると思われ

るところ、世界銀行の貸し付けの停止の可能性は仲裁

判断不履行に対する抑止力となり得る。アルゼンチン

が 年に投資家との和解に応じたのも、世界銀行

からの圧力があったためだと言われている。

（３）仲裁判断執行の困難性（主権免除の問題）

国家が任意に賠償を命ずる仲裁判断に従わない場

合には、投資家は仲裁判断の執行のために当該国家の

財産を差し押さえるなどの法的手段をとることができ

る。 条約は 仲裁判断の実効性を確保する

観点から、金銭賠償を命ずる 仲裁の仲裁判断に

つきこれが加盟国における最終確定判決と同様の効力

を有することを規定している（ 条約 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

ネス環境整備小委員会」を設置する例が増えており、

投資協定仲裁の場合とは違って、紛争になる前に企業

が関与して投資受入国のビジネス環境の改善に向け議

論する枠組みが構築されている（詳細は第 部第

章「ビジネス環境整備」参照）。同委員会には、受入

国政府のみならず、協議事項に携わる現地業界、投資

家本国の政府、 等の関係機関が一堂に会し、 社

で提起しにくい問題や、業界全体、進出企業全体にか

かる問題をまとめて提起できる。また、取り扱い得る

案件は、投資章に限らず、産業インフラの整備、行政

手続きの簡素化・透明性向上、知的財産権の保護など、

ビジネス上の様々な問題点にわたる。投資受入国政府

は、 等の規定により同委員会を通じて挙げられた

要請に対して適切な対応をとることが求められる。現

在、「ビジネス環境整備小委員会」は、タイ、マレー

シア、メキシコ、チリ、フィリピン、スイス、インド、

ペルー、オーストラリアとの に基づき会合の開催

実績がある他、日ペルー投資協定では、協定の適用範

囲内の投資に関連する事項であって、投資環境の改善

に関係するものについて情報交換や討議等を行うこと

を目的とした「投資環境改善小委員会」が設置されて

いる。さらに、ブラジルとの間では、政府間協定に基

づかない枠組みとして、「日伯貿易投資促進合同委員

会」が 年 月に設置されている。

投資家対国家紛争解決手段のオプション

－仲裁の課題と調停の活用可能性を中心に－
はじめに

投資家と国家の間の紛争解決手段には多様な選択

肢が存在する。近年、投資協定や に根拠を有する

投資協定仲裁が、多く活用され、一定の成果を上げ、

注目を集めてきた。本報告書においても投資協定仲裁

につき紙面を割き、その制度的概要や、実際の紛争案

件の解説を掲載している。一方で、投資協定仲裁にも、

紛争解決に長期間を要する、多大なコストがかかる、

さらには、稀ではあるが損害賠償を命じられた投資受

入国が仲裁判断に従わない場合の仲裁判断の執行が困

難であるなど一定の課題があることが意識されるよう

になってきている。

他方、投資家対国家の紛争解決手段の中には、より

和解的な解決を志向する調停も存在する。 は、

投資協定仲裁の課題や仲裁申立数の増加を踏まえ、調

停の活用を推奨し始めている。日本企業の中には、必

ずしも正面からの対立型紛争を好まない企業も多くあ

るとされるが、調停という和解的な解決はかかる日本

企業のメンタリティに適合する場合もあろう。そこで、

このコラムでは、投資家対国家の紛争解決手段として

年次報告書 年、 年参照。なお、 年以降、国際法曹協会（ ）、

（ ）や国際連合貿易開発会議（ ）といった機関においても紛争の和解的解決の促進を模索、提案し始めている（

参照）。

紛争統計（ ）によれば、仲裁に持ち込まれた案件のうち、 ％が和解そのほかの理由で手続きが終了している。

– 参照

（ にて入手可能）。

年次報告書 年、 年事務局長の導入の辞を参照。

– （ ） 参照

（ にて入手可能）。

の仲裁の直面する課題を概観するとともに、調停のメ

カニズムを解説し、そのメリットやデメリットを整理

し、紹介することとする。ただし、仲裁の過程の中で

和解的解決を模索することも可能であり、実際にも仲

裁の過程で相当数の和解がなされている。

投資家対国家紛争解決手段としての仲裁の 課題

及び限界

（１）時間と費用の問題

は、仲裁にかかる時間と費用の点を挙げ、そ

の年次報告において調停の活用を推奨した。この点に

ついて、国際連合貿易開発会議（ ）の研究は、

仲裁手続きにかかる費用が非常に高額であり、中でも

弁護士費用がその 割を占めると問題提起をしている

。同じ研究は、仲裁にかかる時間について、当事者が

管轄についても争うことが常態化し、また、いったん
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し、通知から一定期間は投資協定の効力が存続するよ

う定められているのが通常である。たとえば、エネル

ギー憲章条約 条（ ） 項は、暫定的適用期間中に

加盟国からなされた投資については、暫定的適用終了

の効力発生後 年間はエネルギー憲章条約上の一定

の保護の効力が残存する旨規定している。

また、インドは、 、オーストラリア、ニュージー

ランド等と締結交渉中の投資協定から仲裁条項を除外

することを検討しているとされる 。インドネシアは

年から投資協定の見直しを実施しており、見直し

検討中の内容と整合性がとれない既存協定については

更新していない。既にオランダ、マレーシア等との投

資協定が失効している。

投資家対国家紛争解決手段としての調停

のメカニズムおよびそのメリットとデメリット

（１）調停の概要

一般に仲裁（ ）とは、中立の第三者機関

から紛争当事者に対し、法に基づく拘束力のある決定

を下すことを目的とした裁判的手続きである。これに

対し、調停（ ）とは、紛争当事者の合意

による紛争解決を目的とした非裁判的手続きであり、

仲裁に比し非公式かつ柔軟な方法で進められる 。

条約 条から 条及び 調停ルール

（ ）は、手続きをはじめとす

る 調停に関するルールを規定している。

条約加盟国ないし加盟国の国民である紛争当事者の一

方が調停の開始を 事務局長に要請することから

調停手続きが開始され、紛争の他方当事者は調停手続

きの開始を阻むことはできない（ 条約 条（ ））

。その後、調停の当事者は紛争の解決を支援する調停

委員会を合意により設立する（ 条約 条） 。

当事者が人選に合意できない場合には

の議長により調停委員会が設

立される（ 条約 条）。調停委員会の役割は、

紛争の争点を明確にすることであり、紛争当事者が和

解できるように支援することである（ 条約 条

“ ”

（ にて入手可能）。

なお、同じく和解による解決を志向する手続きとして仲介（ ）が存在する。厳密には、調停においては調停人が解決案を示すのに対し、

仲介の場合は仲介人による解決案提示はない。ただし、調停と仲介とが互換的に用いられる場合も多い。

なお、 非加盟国及びその国民も、 の下で、 調停を活用できる。

なお、 仲裁とは異なり紛争当事者の国民であってもかまわない。

なお、 下の 件を含む。 参照（ に

て入手可能）。

また、 が半期ごとに公表している紛争統計においても件数が公表されている

（ にて入手可能）。

（ ））。調停委員会は必ずしも事実認定や法適用のあ

り方を決する必要はない。調停手続きは仲裁に比し柔

軟であるが一定程度対立当事者型構造が維持されてお

り、調停委員会は口頭弁論において紛争当事者の言い

分を聴取する（ 調停ルール 条）。当事者は、

調停委員会の設立後 日以内に、それぞれの言い分

を記載した書面を提出しなくてはならない（ 調

停ルール 条）。それ以降でも、いずれの当事者も、

紛争に関連し有益であると思われる書面を提出するこ

とができる（ 調停ルール 条（ ））。調停委

員会の側も、適宜当事者に対して口頭での説明、書面

そのほかの情報の提出、当事者以外の証人からの証拠

の提出等を求めることができる（ 調停ルール

条（ ））。調停委員会は、理由を示して、当事者に対

し一定の和解案を勧告し、当事者に対し紛争が悪化し

ないよう特定の行為を慎むよう勧告することができる

（ 調停ルール 条（ ）、 条約 条（１））。

かかる勧告には強制力はないものの、当事者は勧告を

真剣に考慮する義務がある（ 条約 条（ ））。

調停委員会は、和解が成立した場合も不調に終わった

場合も、調停手続きの終了とともに、調停委員会は紛

争が調停手続きに関するレポートを作成する（

条約 条（ ））。なお、もし当事者が仲裁手続きに

移行した場合には、当事者は仲裁手続きを改めて始め

からやることとなり、その際には調停委員会の作成し

たレポートは当事者の請求や主張内容の基礎とはなら

ない（ 条約 条）。このように当事者が行った

調停段階での譲歩等が後の仲裁において足を引っ張ら

ないように配慮されている。

なお、 年 月に、日本初の国際調停専門機関

として京都国際調停センターが設立された。

（２）調停の件数

年 月時点で、 調停は 件活用されて

おり、そのうち 件は現在進行中である 。調停手続き

が終了した 件については、少なくとも 件について

第 部 経済連携協定・投資協定

。仲裁判断の執行は、賠償を命じられている国家以外

の第三国にて申し立てられることが常であるが、

条約 条 項でいう加盟国とは仲裁当事国のみなら

ず執行を申し立てられた加盟国も含む。したがって、

賠償を命ずる 条約に基づく仲裁判断は 加

盟国においては自動的に執行される 。

もっとも、これは、投資家が直ちに国家の資産を差

し押さえることができることを意味しない。慣習国際

法上、主権免除の一内容として国家の資産は執行から

免除されるところ、 条約においては、加盟国に

おいて有効な法に基づく主権免除の原則が引き続き妥

当することが確認されている（ 条約 条） 。

また、慣習国際法上、国家による仲裁合意は必ずしも

執行段階における主権免除の放棄を意味しない。その

ため、賠償を命じられている国家は、差し押さえが申

し立てられた当該国家の資産につき、主権免除を援用

し、差し押さえを阻む余地が残されている。近時、国

際司法裁判所（ ）は、国家の資産が政府的非商業的

な活動のために利用されていない場合など一定の場合

には国家の資産につき主権免除の原則が適用されない

と判断したが 、依然として主権免除が適用されない

範囲は限られている。差し押さえが申し立てられた資

産がもっぱら商業的利用に供されていれば差し押さえ

の余地が出てくるものの、政府自体がかかる商業的活

動を行うことはそれほど多くなく、また、公的な資産

が商業的な利用に供されている場合であっても仲裁判

断の名宛人となる政府とは別の法人の支配下にあるこ

とが多い。これらの場合には差し押さえの申し立ては

拒絶されることとなる。また、世界の金融活動の中心

である米国や英国の主権免除に関する法律においては、

外国の中央銀行をはじめとする金融当局の資産は商業

的利用であるかどうかにかかわらず主権免除の対象で

あることが規定されている 。これらのハードルに鑑

みれば、投資家が国家の資産につき有効に差し押さえ

ることは実務的にかなり難しいといえ、実際の事案に

金銭賠償以外の特定行為の履行や原状回復、差止め等についてはかかる自動執行の対象とはならない。

もっとも、 条約の定める仲裁判断取消手続きが存在し、これが円滑な賠償判断の執行を阻むことがある点につき 自体が指摘している

ことは上述のとおりである。

これに対して、 条約に基づく仲裁判断以外の仲裁判断の場合には、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）が適用

され得るが、ニューヨーク条約においては、さまざまな執行拒絶事由が規定されている。頻繁に援用される執行拒絶事由としては、執行が申し立て

られた国の公序違反がある。

かかる主権免除を規定した加盟国の法の例としてはたとえば、米国の や英国の がある。

（ ） （ ） 参照。

条（ ）（ ）、 条（ ）

水島朋則「投資仲裁判断の執行に関する問題」

アルゼンチン議会の法案（ 年 月 日）は

にて入手可能。

おいても投資家の差し押さえの試みはしばしば不成功

に終わっている 。

むろん、主権免除により資産に対する執行が排除さ

れたとしても国家が仲裁判断に従う法的義務を負うこ

とには変わりがない。 条約上、仲裁判断の不履

行に対して、投資家本国は外交的保護を求めることが

でき（ 条約 条）、国際司法裁判所への提訴を

することができる（ 条約 条）。

（４）投資受け入れ国による投資協定仲裁の回避

また、近時、投資受け入れ国が投資協定仲裁を避け

る動きも見られるようになった。これは投資協定仲裁

が投資家救済の観点から一定の成果をあげたことの裏

返しでもあるが、この傾向が将来における投資協定仲

裁の活用の余地が狭めることが懸念される。これらの

国家は、投資協定仲裁に投資家寄りの制度的なバイア

スが存在すると主張し、国家主権や柔軟な政策幅を確

保する必要があることを根拠として挙げている。

具体的には、 年末時点までに、ボリビア、エク

アドル、ベネズエラが 条約 条に基づき

条約から脱退している。また、アルゼンチンにおいて

も 条約からの脱退を目指す立法が試みられてい

る 。ただし、脱退通知後直ちに脱退の効力が生じるわ

けではなく、通知から 日後に脱退の効力が生じる

（ 条約 条）。また、 条約から脱退して

も、個別の投資協定の効力は影響がなく、仲裁判断の

執行についても典型的にはニューヨーク条約により保

護されることが多くある。

さらに、個別の投資協定から脱退する動きとして、

年末時点までに、ボリビアがオランダ、米国との

間の投資協定を終了させることを通知し、エクアドル

が ヵ国との間の投資協定を破棄し（さらに ヵ国

との投資協定の破棄を議会が承認済み）、ロシアがエ

ネルギー憲章条約の暫定的適用を終了させ、ベネズエ

ラがオランダとの間の投資協定を破棄している。ただ
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し、通知から一定期間は投資協定の効力が存続するよ

う定められているのが通常である。たとえば、エネル

ギー憲章条約 条（ ） 項は、暫定的適用期間中に

加盟国からなされた投資については、暫定的適用終了

の効力発生後 年間はエネルギー憲章条約上の一定

の保護の効力が残存する旨規定している。

また、インドは、 、オーストラリア、ニュージー

ランド等と締結交渉中の投資協定から仲裁条項を除外

することを検討しているとされる 。インドネシアは

年から投資協定の見直しを実施しており、見直し

検討中の内容と整合性がとれない既存協定については

更新していない。既にオランダ、マレーシア等との投

資協定が失効している。

投資家対国家紛争解決手段としての調停

のメカニズムおよびそのメリットとデメリット

（１）調停の概要

一般に仲裁（ ）とは、中立の第三者機関

から紛争当事者に対し、法に基づく拘束力のある決定

を下すことを目的とした裁判的手続きである。これに

対し、調停（ ）とは、紛争当事者の合意

による紛争解決を目的とした非裁判的手続きであり、

仲裁に比し非公式かつ柔軟な方法で進められる 。

条約 条から 条及び 調停ルール

（ ）は、手続きをはじめとす

る 調停に関するルールを規定している。

条約加盟国ないし加盟国の国民である紛争当事者の一

方が調停の開始を 事務局長に要請することから

調停手続きが開始され、紛争の他方当事者は調停手続

きの開始を阻むことはできない（ 条約 条（ ））

。その後、調停の当事者は紛争の解決を支援する調停

委員会を合意により設立する（ 条約 条） 。

当事者が人選に合意できない場合には

の議長により調停委員会が設

立される（ 条約 条）。調停委員会の役割は、

紛争の争点を明確にすることであり、紛争当事者が和

解できるように支援することである（ 条約 条

“ ”

（ にて入手可能）。

なお、同じく和解による解決を志向する手続きとして仲介（ ）が存在する。厳密には、調停においては調停人が解決案を示すのに対し、

仲介の場合は仲介人による解決案提示はない。ただし、調停と仲介とが互換的に用いられる場合も多い。

なお、 非加盟国及びその国民も、 の下で、 調停を活用できる。

なお、 仲裁とは異なり紛争当事者の国民であってもかまわない。

なお、 下の 件を含む。 参照（ に

て入手可能）。

また、 が半期ごとに公表している紛争統計においても件数が公表されている

（ にて入手可能）。

（ ））。調停委員会は必ずしも事実認定や法適用のあ

り方を決する必要はない。調停手続きは仲裁に比し柔

軟であるが一定程度対立当事者型構造が維持されてお

り、調停委員会は口頭弁論において紛争当事者の言い

分を聴取する（ 調停ルール 条）。当事者は、

調停委員会の設立後 日以内に、それぞれの言い分

を記載した書面を提出しなくてはならない（ 調

停ルール 条）。それ以降でも、いずれの当事者も、

紛争に関連し有益であると思われる書面を提出するこ

とができる（ 調停ルール 条（ ））。調停委

員会の側も、適宜当事者に対して口頭での説明、書面

そのほかの情報の提出、当事者以外の証人からの証拠

の提出等を求めることができる（ 調停ルール

条（ ））。調停委員会は、理由を示して、当事者に対

し一定の和解案を勧告し、当事者に対し紛争が悪化し

ないよう特定の行為を慎むよう勧告することができる

（ 調停ルール 条（ ）、 条約 条（１））。

かかる勧告には強制力はないものの、当事者は勧告を

真剣に考慮する義務がある（ 条約 条（ ））。

調停委員会は、和解が成立した場合も不調に終わった

場合も、調停手続きの終了とともに、調停委員会は紛

争が調停手続きに関するレポートを作成する（

条約 条（ ））。なお、もし当事者が仲裁手続きに

移行した場合には、当事者は仲裁手続きを改めて始め

からやることとなり、その際には調停委員会の作成し

たレポートは当事者の請求や主張内容の基礎とはなら

ない（ 条約 条）。このように当事者が行った

調停段階での譲歩等が後の仲裁において足を引っ張ら

ないように配慮されている。

なお、 年 月に、日本初の国際調停専門機関

として京都国際調停センターが設立された。

（２）調停の件数

年 月時点で、 調停は 件活用されて

おり、そのうち 件は現在進行中である 。調停手続き

が終了した 件については、少なくとも 件について

第 部 経済連携協定・投資協定

。仲裁判断の執行は、賠償を命じられている国家以外

の第三国にて申し立てられることが常であるが、

条約 条 項でいう加盟国とは仲裁当事国のみなら

ず執行を申し立てられた加盟国も含む。したがって、

賠償を命ずる 条約に基づく仲裁判断は 加

盟国においては自動的に執行される 。

もっとも、これは、投資家が直ちに国家の資産を差

し押さえることができることを意味しない。慣習国際

法上、主権免除の一内容として国家の資産は執行から

免除されるところ、 条約においては、加盟国に

おいて有効な法に基づく主権免除の原則が引き続き妥

当することが確認されている（ 条約 条） 。

また、慣習国際法上、国家による仲裁合意は必ずしも

執行段階における主権免除の放棄を意味しない。その

ため、賠償を命じられている国家は、差し押さえが申

し立てられた当該国家の資産につき、主権免除を援用

し、差し押さえを阻む余地が残されている。近時、国

際司法裁判所（ ）は、国家の資産が政府的非商業的

な活動のために利用されていない場合など一定の場合

には国家の資産につき主権免除の原則が適用されない

と判断したが 、依然として主権免除が適用されない

範囲は限られている。差し押さえが申し立てられた資

産がもっぱら商業的利用に供されていれば差し押さえ

の余地が出てくるものの、政府自体がかかる商業的活

動を行うことはそれほど多くなく、また、公的な資産

が商業的な利用に供されている場合であっても仲裁判

断の名宛人となる政府とは別の法人の支配下にあるこ

とが多い。これらの場合には差し押さえの申し立ては

拒絶されることとなる。また、世界の金融活動の中心

である米国や英国の主権免除に関する法律においては、

外国の中央銀行をはじめとする金融当局の資産は商業

的利用であるかどうかにかかわらず主権免除の対象で

あることが規定されている 。これらのハードルに鑑

みれば、投資家が国家の資産につき有効に差し押さえ

ることは実務的にかなり難しいといえ、実際の事案に

金銭賠償以外の特定行為の履行や原状回復、差止め等についてはかかる自動執行の対象とはならない。

もっとも、 条約の定める仲裁判断取消手続きが存在し、これが円滑な賠償判断の執行を阻むことがある点につき 自体が指摘している

ことは上述のとおりである。

これに対して、 条約に基づく仲裁判断以外の仲裁判断の場合には、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）が適用

され得るが、ニューヨーク条約においては、さまざまな執行拒絶事由が規定されている。頻繁に援用される執行拒絶事由としては、執行が申し立て

られた国の公序違反がある。

かかる主権免除を規定した加盟国の法の例としてはたとえば、米国の や英国の がある。

（ ） （ ） 参照。

条（ ）（ ）、 条（ ）

水島朋則「投資仲裁判断の執行に関する問題」

アルゼンチン議会の法案（ 年 月 日）は

にて入手可能。

おいても投資家の差し押さえの試みはしばしば不成功

に終わっている 。

むろん、主権免除により資産に対する執行が排除さ

れたとしても国家が仲裁判断に従う法的義務を負うこ

とには変わりがない。 条約上、仲裁判断の不履

行に対して、投資家本国は外交的保護を求めることが

でき（ 条約 条）、国際司法裁判所への提訴を

することができる（ 条約 条）。

（４）投資受け入れ国による投資協定仲裁の回避

また、近時、投資受け入れ国が投資協定仲裁を避け

る動きも見られるようになった。これは投資協定仲裁

が投資家救済の観点から一定の成果をあげたことの裏

返しでもあるが、この傾向が将来における投資協定仲

裁の活用の余地が狭めることが懸念される。これらの

国家は、投資協定仲裁に投資家寄りの制度的なバイア

スが存在すると主張し、国家主権や柔軟な政策幅を確

保する必要があることを根拠として挙げている。
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第５章 投資

④関係者への説明責任

調停人から提案された和解提案は、仲裁判断に比べ

フォーマルでなく、なぜそのような和解内容に至った

のかについての理由の説明も乏しい。ひいては、和解

の内容が賠償を伴う場合には、国家予算からの出費を

正当化できず、投資受け入れ国が和解に応ずることを

ためらうとの指摘もある 。さらに、投資紛争はしばし

ば投資受け入れ国の公益や重要な経済政策や資源政策

に関するものであるところ、投資受け入れ国の世論に

配慮し、投資受け入れ国が和解をためらう可能性も考

えられる。投資家側としても、投資家が企業である場

合、仲裁廷と異なり拘束力のない調停による和解提案

を受け入れることを株主にどのように説明するか、と

いう問題を抱える。

⑤和解の法的拘束力と執行の問題

調停の結果の和解については、 条約及

び 調停ルール上当事者に対する法的拘束力があ

るとは明記されていないものの、学説上は 調停

の結果合意された和解には法的拘束力があるとされる

。ただし、先述したとおり、 仲裁においては、

仲裁判断が加盟国の確定判決と同等の効力を有するこ

とを 条約が規定しており、仲裁判断の執行の自

動性が確保されている。しかし、 調停の結果の

和解についてはかかる執行段階における拘束力は認め

られていない。そこで、調停の当事者は、和解で規定

された義務の不遵守の事態に対応するために別途仲裁

ないし裁判で争い直すことを余儀なくされる場合もあ

る。裁判が望ましくないのであれば、和解条件の中に、

和解で規定された義務の遵守を巡る紛争については仲

裁にて解決することを定めた仲裁条項を設けることが

求められる 。この点が調停のデメリットと考えられ

るかもしれない。もっとも、 調停に基づく和解

は当事者の合意によりその内容が定まることから、そ

もそも和解の不遵守のリスクは仲裁判断の不遵守のリ

スクに比べて小さいと思われる。

②主な仲裁機関・仲裁ルールの概要

注：投資協定によっては、これら仲裁規則のいずれか

に基づいて仲裁手続がなされると定めつつ、当該仲裁

規則と異なる手続を定めることがある（例、仲裁人の

選任、仲裁地、情報公開）。その場合、投資協定によ

る変更を加えた上で、指定された仲裁規則が適用され

る。

＜図表Ⅲ‐ ‐ ＞

条約・仲裁規則 追加的制度規則

仲裁機関・仲

裁規則等

・投資紛争解決国際センター

（

： ）は世界銀行グルー

プの国際機関である常設の仲裁機関。所在地は

米国（ワシントン ）。

・ 条約は 年発効。 年末時点で署名

か国、発効 ヶ国。

・ 条約に仲裁に関する規定があり、「仲裁規

則（ ）」においてさらに詳細

に規定。

・ 追加的制度規則（

）は、 年に制定された、理事会が

事務局に対して、非締約国を一方の当事者とす

るなど、 条約が対象とする以外の紛争処理

手続を管理する権限を付与するための規則

・ 追加的制度規則には つの付則があり、

非締約国と締約国との間の投資紛争に関する仲

裁は「付則 」で規定。

対象事案（特

段の限定があ

る 場 合 に 記

・締約国の国民と他の締約国との間の投資を巡る

紛争（条約 条 項、 条 項）

・当事者の一方が非締約国又は非締約国民の投資

紛争（規則 条 ）

’ “

– ” ’

参照。もっとも、かかる指摘は比較的ガバナンスが厳しい米国での経験を基になされている。

（ ）; Nassib Ziadé, 

等参照。

の調停ルールは、その脚注において、和解中に仲裁条項を入れることを検討すべきとしている。

第 部 経済連携協定・投資協定

は和解が成立した模様である 。なお、同時点において

仲裁は 件活用実績があり 、調停に比して圧

倒的に仲裁の活用件数が多いことがわかる。

（３） 調停のメリット及びデメリット

①時間とコストの節約

調停の大きなメリットとしてまず考えられる

のが、仲裁に比して時間と費用が節約できるという点

である。上記に 調停が活用されている 件の

うち 件について調停手続きが終了していると記載し

たが、当該 件についていえば、調停の開始から終了

までの期間は ヵ月から ヵ月である。一方、先述し

たとおり 仲裁の平均期間は、取消手続きを除い

たとしても 年であるとされる。調停においては調

停人が争点の明確化や和解に向けて主導権を発揮する

こととなるが、その過程で当事者が争う論点が絞られ、

時間及びコストの節約につながる。また、仲裁におい

ては、米国のディスカバリー手続きほどではないとし

ても、依然として当事者間で膨大な量の証拠をはじめ

とする書面の交換を行われることが常であり、これが

かかる時間及び費用を大幅に押し上げている。これを

ふまえ、調停においては、調停人が書面の交換の範囲

を限定することが期待される。もっとも、デメリット

としては、調停が不調に終わった場合には調停にか

かった時間と費用は無駄になるとして、投資家として

は、はじめから仲裁に臨むことを好むことも十分に考

えられる。

②早期の紛争解決と関係の修復・継続

仲裁にはない調停の大きなメリットとして考えら

れるのは、早期の和解により、投資家と投資受け入れ

国との間の関係の継続、復縁が可能となり、紛争後も

投資活動を継続することが期待できるという点である

。そのため、当事者がすでに現在進行形の長期にわた

るプロジェクトに取り組んでおり、かつ、すでに大き

（ ） （ ）

für die Textilindustrie m.b.H. v. （ ）（ ）

（ ）（ ）。最後のケースにおいては、調停委員会の勧告に基づき和解が成立したとされる。

（ ）参照。

なお、 下の 件を含む。 紛争統計（ ） 参照

（ ）

（ ）等参照。

’
（ ）。

–

’ ’ 参照。

なサンクコストを負担しているような場合には、調停

のメリットが大きいと考えられる。典型的には、石油

やガス開発事業、ガスのパイプラインによる輸送事業、

鉱物資源の開発事業、インフラ整備事業におけるジョ

イントベンチャーや長期契約がこれに該当しよう 。

調停による解決が実現した

事件（

）や

事件（ ）

はいずれも石油開発事業に関する紛争であった。また、

現在調停手続きが進行中の 件も石油・ガスの探索及

び開発事業に関する紛争である。ただし、冒頭で述べ

たとおり、仲裁の過程で和解的解決を模索することも

可能である。

一方で、投資家と投資受け入れ国との間の対立が決

定的になってしまっていると調停による解決の可能性

は低く、投資家としてははじめから仲裁に持ち込むこ

とが合理的ともいえる。同様に、投資家がすでに交渉

そのほかの友好的な方策を尽くしてもなお紛争が解決

していない場合には、調停による解決が期待できない

として、仲裁を選択することが合理的とも思われる。

③秘密性

調停は仲裁に比して秘密性が高い。仲裁の場合、紛

争手続きや当事者の主張、仲裁判断が一定程度公開さ

れることにより、投資受け入れ国としては、投資家の

主張に伴うレピュテーションの低下を懸念することが

考えられる。一方、投資家としては株価の低下等を懸

念することが考えられる 。通常の仲裁は秘密性が高

いものの、投資協定仲裁の場合に秘密性がそれよりも

低くなるのは、多大の賠償金を支払うことも想定され、

その根拠がきちんと公表されている必要があるからで

ある。

もっとも、調停は仲裁に比し紛争解決の透明性が損

なわれるきらいはある 。

526



第５章 投資

④関係者への説明責任

調停人から提案された和解提案は、仲裁判断に比べ

フォーマルでなく、なぜそのような和解内容に至った

のかについての理由の説明も乏しい。ひいては、和解

の内容が賠償を伴う場合には、国家予算からの出費を

正当化できず、投資受け入れ国が和解に応ずることを

ためらうとの指摘もある 。さらに、投資紛争はしばし

ば投資受け入れ国の公益や重要な経済政策や資源政策

に関するものであるところ、投資受け入れ国の世論に

配慮し、投資受け入れ国が和解をためらう可能性も考

えられる。投資家側としても、投資家が企業である場

合、仲裁廷と異なり拘束力のない調停による和解提案

を受け入れることを株主にどのように説明するか、と

いう問題を抱える。

⑤和解の法的拘束力と執行の問題

調停の結果の和解については、 条約及

び 調停ルール上当事者に対する法的拘束力があ

るとは明記されていないものの、学説上は 調停

の結果合意された和解には法的拘束力があるとされる

。ただし、先述したとおり、 仲裁においては、

仲裁判断が加盟国の確定判決と同等の効力を有するこ

とを 条約が規定しており、仲裁判断の執行の自

動性が確保されている。しかし、 調停の結果の

和解についてはかかる執行段階における拘束力は認め

られていない。そこで、調停の当事者は、和解で規定

された義務の不遵守の事態に対応するために別途仲裁

ないし裁判で争い直すことを余儀なくされる場合もあ

る。裁判が望ましくないのであれば、和解条件の中に、

和解で規定された義務の遵守を巡る紛争については仲

裁にて解決することを定めた仲裁条項を設けることが

求められる 。この点が調停のデメリットと考えられ

るかもしれない。もっとも、 調停に基づく和解

は当事者の合意によりその内容が定まることから、そ

もそも和解の不遵守のリスクは仲裁判断の不遵守のリ

スクに比べて小さいと思われる。

②主な仲裁機関・仲裁ルールの概要

注：投資協定によっては、これら仲裁規則のいずれか

に基づいて仲裁手続がなされると定めつつ、当該仲裁

規則と異なる手続を定めることがある（例、仲裁人の

選任、仲裁地、情報公開）。その場合、投資協定によ

る変更を加えた上で、指定された仲裁規則が適用され

る。

＜図表Ⅲ‐ ‐ ＞

条約・仲裁規則 追加的制度規則

仲裁機関・仲

裁規則等

・投資紛争解決国際センター

（

： ）は世界銀行グルー

プの国際機関である常設の仲裁機関。所在地は

米国（ワシントン ）。

・ 条約は 年発効。 年末時点で署名

か国、発効 ヶ国。

・ 条約に仲裁に関する規定があり、「仲裁規

則（ ）」においてさらに詳細

に規定。

・ 追加的制度規則（

）は、 年に制定された、理事会が

事務局に対して、非締約国を一方の当事者とす

るなど、 条約が対象とする以外の紛争処理

手続を管理する権限を付与するための規則

・ 追加的制度規則には つの付則があり、

非締約国と締約国との間の投資紛争に関する仲

裁は「付則 」で規定。

対象事案（特

段の限定があ

る 場 合 に 記

・締約国の国民と他の締約国との間の投資を巡る

紛争（条約 条 項、 条 項）

・当事者の一方が非締約国又は非締約国民の投資

紛争（規則 条 ）

’ “

– ” ’

参照。もっとも、かかる指摘は比較的ガバナンスが厳しい米国での経験を基になされている。

（ ）; Nassib Ziadé, 

等参照。

の調停ルールは、その脚注において、和解中に仲裁条項を入れることを検討すべきとしている。

第 部 経済連携協定・投資協定

は和解が成立した模様である 。なお、同時点において

仲裁は 件活用実績があり 、調停に比して圧

倒的に仲裁の活用件数が多いことがわかる。

（３） 調停のメリット及びデメリット

①時間とコストの節約

調停の大きなメリットとしてまず考えられる

のが、仲裁に比して時間と費用が節約できるという点

である。上記に 調停が活用されている 件の

うち 件について調停手続きが終了していると記載し

たが、当該 件についていえば、調停の開始から終了

までの期間は ヵ月から ヵ月である。一方、先述し

たとおり 仲裁の平均期間は、取消手続きを除い

たとしても 年であるとされる。調停においては調

停人が争点の明確化や和解に向けて主導権を発揮する

こととなるが、その過程で当事者が争う論点が絞られ、

時間及びコストの節約につながる。また、仲裁におい

ては、米国のディスカバリー手続きほどではないとし

ても、依然として当事者間で膨大な量の証拠をはじめ

とする書面の交換を行われることが常であり、これが

かかる時間及び費用を大幅に押し上げている。これを

ふまえ、調停においては、調停人が書面の交換の範囲

を限定することが期待される。もっとも、デメリット

としては、調停が不調に終わった場合には調停にか

かった時間と費用は無駄になるとして、投資家として

は、はじめから仲裁に臨むことを好むことも十分に考

えられる。

②早期の紛争解決と関係の修復・継続

仲裁にはない調停の大きなメリットとして考えら

れるのは、早期の和解により、投資家と投資受け入れ

国との間の関係の継続、復縁が可能となり、紛争後も

投資活動を継続することが期待できるという点である

。そのため、当事者がすでに現在進行形の長期にわた

るプロジェクトに取り組んでおり、かつ、すでに大き

（ ） （ ）

für die Textilindustrie m.b.H. v. （ ）（ ）

（ ）（ ）。最後のケースにおいては、調停委員会の勧告に基づき和解が成立したとされる。

（ ）参照。

なお、 下の 件を含む。 紛争統計（ ） 参照

（ ）

（ ）等参照。

’
（ ）。

–

’ ’ 参照。

なサンクコストを負担しているような場合には、調停

のメリットが大きいと考えられる。典型的には、石油

やガス開発事業、ガスのパイプラインによる輸送事業、

鉱物資源の開発事業、インフラ整備事業におけるジョ

イントベンチャーや長期契約がこれに該当しよう 。

調停による解決が実現した

事件（

）や

事件（ ）

はいずれも石油開発事業に関する紛争であった。また、

現在調停手続きが進行中の 件も石油・ガスの探索及

び開発事業に関する紛争である。ただし、冒頭で述べ

たとおり、仲裁の過程で和解的解決を模索することも

可能である。

一方で、投資家と投資受け入れ国との間の対立が決

定的になってしまっていると調停による解決の可能性

は低く、投資家としてははじめから仲裁に持ち込むこ

とが合理的ともいえる。同様に、投資家がすでに交渉

そのほかの友好的な方策を尽くしてもなお紛争が解決

していない場合には、調停による解決が期待できない

として、仲裁を選択することが合理的とも思われる。

③秘密性

調停は仲裁に比して秘密性が高い。仲裁の場合、紛

争手続きや当事者の主張、仲裁判断が一定程度公開さ

れることにより、投資受け入れ国としては、投資家の

主張に伴うレピュテーションの低下を懸念することが

考えられる。一方、投資家としては株価の低下等を懸

念することが考えられる 。通常の仲裁は秘密性が高

いものの、投資協定仲裁の場合に秘密性がそれよりも

低くなるのは、多大の賠償金を支払うことも想定され、

その根拠がきちんと公表されている必要があるからで

ある。

もっとも、調停は仲裁に比し紛争解決の透明性が損

なわれるきらいはある 。

527

　　　　　　　　　第５
章
投　

資

　　　第
Ⅲ
部



第５章 投資

条約・仲裁規則 追加的制度規則

国際法にしたがって判断する（条約 条 項）

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者は合意により つ又は つの仲裁手続に

使用する言語を定めることができ（ におけ

る公用語（英語・フランス語・スペイン語）以外

の場合には仲裁機関の承認が必要）、当事者の合

意がない場合、各当事者は の公用語から

つを選択することができる（規則 条 項）。

・ つの言語が選択された場合、書面はいずれの言

語でも提出できる。・審理手続でいずれかの言語

が使用される場合、仲裁廷の要求に応じて翻訳

しなければならない。

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（規則 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・仲裁廷はその判断によって審理手続を公開する

ことができる（規則 条 項）

国際法にしたがって判断する（付則 条 項）

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者は合意により つ又は つの仲裁手続に

使用する言語を定めることができ（ におけ

る公用語（英語・フランス語・スペイン語）以外

の場合には仲裁機関の承認が必要）、当事者の合

意がない場合、各当事者は の公用語から

つを選択することができる（付則 条 項）。

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（付則 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・仲裁廷はその判断によって審理手続を公開する

ことができる（付則 条 項）

仲裁判断 ＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（条約 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は当事者を拘束する（条約 条 項）

・当事者は条約が定める仲裁判断取消の請求が可

能であり、上訴及び条約が定める以外の救済手

続を利用することはできない（条約 条、 条

項）

＜その他＞

・加盟国は、条約に基づく仲裁判断の執行を認めな

ければならない）（条約 条 項）

＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（付則 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（付則 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

条約・仲裁規則 追加的制度規則

載）

仲裁手続の

開始

・申立人による仲裁機関への書面による申立てに

より仲裁手続が開始する（条約 条 項）

・仲裁機関が、仲裁申立てに含まれる情報から、明

らかに の管轄外と判断しない限り、仲裁

申立てが登録され、当事者に通知される（条約

条 項）

・申立人による仲裁機関への書面による申立てに

より仲裁手続が開始する（付則 条）

・仲裁機関が、仲裁申立てが要件に合致しているこ

とを確認した後、可及的速やかに登録が行われ、

当事者に登録の通知が行われる（付則 条）

仲裁人の

選定

＜仲裁人の数＞

・当事者は仲裁人の数を 名又は奇数名と合意す

ることができ、当事者の合意がない場合には 名

となる（条約 条 項 （ ））

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、第三仲裁人

は当事者の合意で選任される（条約 条 項

）

※選任方法の詳細は規則 条を参照

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が仲裁人

名簿から当事者と異なる国籍を有する者を選任

する（条約 条、 条 項）

＜単独仲裁人の場合＞

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を指名しない場合、仲裁機関が仲裁人

名簿から当事者と異なる国籍を有する者を選任

する（条約 条、 条 項）

＜仲裁人の国籍など＞

・仲裁廷の過半数は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（当事者の合意によって

仲裁人が選任される場合を除く）（条約 条）。

すなわち、標準の 名仲裁廷の場合、仲裁人はい

ずれの紛争当事者とも異なる国籍を持つ者のみ

から構成される。

＜仲裁人の数＞

・当事者は仲裁人の数を 名又は奇数名と合意す

ることができ、当事者の合意がない場合には 名

となる（付則 条 項）

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、第三仲裁人

は当事者の合意で選任する（付則 条 項）

※選任方法の詳細は付則 条を参照

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が選任

し、その仲裁人は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（付則 条 項、 条

項）

＜単独仲裁人の場合＞

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が選任

し、その仲裁人は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（付則 条 項、 条

項）

＜仲裁人の国籍など＞

・仲裁廷の過半数は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（仲裁人が当事者の合意

によって選任される場合を除く）（付則 条

項）。すなわち、標準の 名仲裁廷の場合、仲裁

人はいずれの紛争当事者とも異なる国籍を持つ

者のみから構成される。

仲裁手続 ＜仲裁地など＞

・仲裁手続は当事者の別段の合意のない限り

で行われる（条約 条、 条、規則 条 項）

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、当事者の合意がない場合に

は当事者である国の国内法規及び適用されうる

＜仲裁地など＞

・仲裁地（ ）は当事者と協議

の上で仲裁廷が決定（付則 条 項）

・仲裁手続は外国仲裁判断の承認及び執行に関す

る条約（ニューヨーク条約）の加盟国において執

り行わなければならない（付則 条）。

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、当事者の合意がない場合に

は当事者である国の国内法規及び適用されうる
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第５章 投資

条約・仲裁規則 追加的制度規則

国際法にしたがって判断する（条約 条 項）

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者は合意により つ又は つの仲裁手続に

使用する言語を定めることができ（ におけ

る公用語（英語・フランス語・スペイン語）以外

の場合には仲裁機関の承認が必要）、当事者の合

意がない場合、各当事者は の公用語から

つを選択することができる（規則 条 項）。

・ つの言語が選択された場合、書面はいずれの言

語でも提出できる。・審理手続でいずれかの言語

が使用される場合、仲裁廷の要求に応じて翻訳

しなければならない。

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（規則 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・仲裁廷はその判断によって審理手続を公開する

ことができる（規則 条 項）

国際法にしたがって判断する（付則 条 項）

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者は合意により つ又は つの仲裁手続に

使用する言語を定めることができ（ におけ

る公用語（英語・フランス語・スペイン語）以外

の場合には仲裁機関の承認が必要）、当事者の合

意がない場合、各当事者は の公用語から

つを選択することができる（付則 条 項）。

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（付則 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・仲裁廷はその判断によって審理手続を公開する

ことができる（付則 条 項）

仲裁判断 ＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（条約 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は当事者を拘束する（条約 条 項）

・当事者は条約が定める仲裁判断取消の請求が可

能であり、上訴及び条約が定める以外の救済手

続を利用することはできない（条約 条、 条

項）

＜その他＞

・加盟国は、条約に基づく仲裁判断の執行を認めな

ければならない）（条約 条 項）

＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（付則 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（付則 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

条約・仲裁規則 追加的制度規則

載）

仲裁手続の

開始

・申立人による仲裁機関への書面による申立てに

より仲裁手続が開始する（条約 条 項）

・仲裁機関が、仲裁申立てに含まれる情報から、明

らかに の管轄外と判断しない限り、仲裁

申立てが登録され、当事者に通知される（条約

条 項）

・申立人による仲裁機関への書面による申立てに

より仲裁手続が開始する（付則 条）

・仲裁機関が、仲裁申立てが要件に合致しているこ

とを確認した後、可及的速やかに登録が行われ、

当事者に登録の通知が行われる（付則 条）

仲裁人の

選定

＜仲裁人の数＞

・当事者は仲裁人の数を 名又は奇数名と合意す

ることができ、当事者の合意がない場合には 名

となる（条約 条 項 （ ））

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、第三仲裁人

は当事者の合意で選任される（条約 条 項

）

※選任方法の詳細は規則 条を参照

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が仲裁人

名簿から当事者と異なる国籍を有する者を選任

する（条約 条、 条 項）

＜単独仲裁人の場合＞

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を指名しない場合、仲裁機関が仲裁人

名簿から当事者と異なる国籍を有する者を選任

する（条約 条、 条 項）

＜仲裁人の国籍など＞

・仲裁廷の過半数は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（当事者の合意によって

仲裁人が選任される場合を除く）（条約 条）。

すなわち、標準の 名仲裁廷の場合、仲裁人はい

ずれの紛争当事者とも異なる国籍を持つ者のみ

から構成される。

＜仲裁人の数＞

・当事者は仲裁人の数を 名又は奇数名と合意す

ることができ、当事者の合意がない場合には 名

となる（付則 条 項）

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、第三仲裁人

は当事者の合意で選任する（付則 条 項）

※選任方法の詳細は付則 条を参照

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が選任

し、その仲裁人は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（付則 条 項、 条

項）

＜単独仲裁人の場合＞

・当事者が、仲裁機関による仲裁申立ての登録の通

知から 日以内又は当事者が合意した期間内

に、仲裁人を選任しない場合、仲裁機関が選任

し、その仲裁人は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（付則 条 項、 条

項）

＜仲裁人の国籍など＞

・仲裁廷の過半数は当事者と異なる国籍を有する

者でなければならない（仲裁人が当事者の合意

によって選任される場合を除く）（付則 条

項）。すなわち、標準の 名仲裁廷の場合、仲裁

人はいずれの紛争当事者とも異なる国籍を持つ

者のみから構成される。

仲裁手続 ＜仲裁地など＞

・仲裁手続は当事者の別段の合意のない限り

で行われる（条約 条、 条、規則 条 項）

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、当事者の合意がない場合に

は当事者である国の国内法規及び適用されうる

＜仲裁地など＞

・仲裁地（ ）は当事者と協議

の上で仲裁廷が決定（付則 条 項）

・仲裁手続は外国仲裁判断の承認及び執行に関す

る条約（ニューヨーク条約）の加盟国において執

り行わなければならない（付則 条）。

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、当事者の合意がない場合に

は当事者である国の国内法規及び適用されうる
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第５章 投資

仲裁規則 仲裁規則

仲裁人を選任する（ 条 項）

※選任機関による選任方法の詳細は第 条 項を

参照

＜仲裁人の国籍など＞

・選任機関は、独立かつ不偏の仲裁人の選任が確保

されるように考慮するとともに、当事者と異なる

国籍を有する仲裁人を選任することの妥当性を

考慮しなければならない（ 条 項）

＜仲裁人の国籍など＞

・当事者の国籍が異なる場合、当事者による合意が

あるか、仲裁機関によって適当とみなされない

限り、単独仲裁人と第三仲裁人は当事者の国籍

と異なる国籍を有する者とする（ 条 項）

仲裁手続 ＜仲裁地など＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（

条 項）

・仲裁廷は仲裁人間の審議を適当な場所で開催す

ることができる（ 条 項）

・仲裁廷は当事者が別段の合意をしていない限り、

審理手続等を適当な場所で開催することができ

る（ 条 項）

※仲裁地は法的概念であり、審理手続等の仲裁手続

を実際に開催する場所は仲裁地と必ずしも一致

しなくてもよい

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、そのような合意がない場合に

は適当と判断する法規を適用する（第 条 項）

・仲裁廷は、契約条項及び取引慣行を考慮しなけれ

ばならない（ 条 項）。

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（

条 項）

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（ 条 項）

＜審理手続の公開の要否＞

・審理手続は原則非公開（ 条 項）

＜仲裁地など＞

・当事者の合意がない場合、仲裁機関が決定（ 条

項）

・仲裁廷は仲裁人間の審議を適当な場所で開催す

ることができる（ 条 項）

・仲裁廷は当事者が別段の合意をしていない限り、

審理手続等を適当な場所で開催することができ

る（ 条 項）

※仲裁地に関しては 仲裁規則の欄におけ

る説明を参照。

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、そのような合意がない場合

には最も適当と考える法規を適用する（ 条

項）

＜仲裁手続で使用する言語＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（仲

裁廷は、決定の際には関連するすべての事情を

考慮し、当事者がコメントする機会を与える）

（ 条 項）

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（ 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・審理手続は原則非公開とする（ 条 項）

＜その他＞

・緊急仲裁人の制度あり（ ）

※緊急仲裁人に関しては における説明参照

仲裁判断 ＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（ 条 項）

※手続に関する問題については、多数を得られない

場合、又は、仲裁廷が権限を与えた場合、第三仲

裁人が単独で決定することができる（ 条 項）

＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する。多数を得られない場合、

第三仲裁人が単独で決定する（ 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

仲裁規則 仲裁規則

仲裁機関・仲裁

規則等

・国際連合国際商取引法委員会

（

： ）は、 年の国連決議に

よって設立。所在地はオーストリア（ウィーン）。

・ は仲裁機関ではない（仲裁規則を採択

しているのみ）。

・ 仲裁規則は 年に採択。

・最新版は 年に改訂された。

・ 年に投資協定仲裁透明性規則を採択（

年発効）。 年 月以降に署名された条約に

基づき 仲裁規則が適用される場合、別

段の合意がなければ透明性規則も適用される。

・ストックホルム商業会議所仲裁協会（

： ）は、同商

業会議所附属機関として 年に設立。

・ 最 新 の 規 則 （

）は 年 月 日より

発効した規則。

対象事案

仲裁手続の

開始

・申立人が被申立人に対して書面による仲裁申立

てを行い、被申立人が仲裁申立てを受領した日に

仲裁手続が開始する（ 条 項、 項）

・申立人が仲裁機関に対して書面による仲裁申立

てを行い、仲裁機関が仲裁申立てを受理した日

に仲裁が開始する（ 条及び 条）

仲裁人の

選定

＜仲裁人の数＞

・当事者間で仲裁人の数に関する合意がない場合

には、被申立人による仲裁申立ての受領から

日以内に単独仲裁人による仲裁を行うことを合

意しない限り、仲裁人の数は 名とする（ 条）

＜選任機関＞

・当事者間で選任機関（ ）に

関する合意がない限り、当事者は選任機関となる

機関等を提案することができ、合意できない場合

には、一方当事者は常設仲裁裁判所 の事務

局長を選任機関とすることを要求できる（ 条

項、 項）

※ は仲裁機関ではなく、仲裁人を選任す

る機関を指名する必要が生じる

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、当事者が選

任した仲裁人が第三仲裁人を選任する（ 条 項）

・一方当事者からの仲裁人選任の通知を受領した

日から 日以内に他方当事者が選任した仲裁人

を通知しない場合、既に仲裁人を選任した当事者

は選任機関に 人目の仲裁人の選任を求めるこ

とができる（ 条 項）

・当事者が選任した 人の仲裁人が選任された日

から 日以内に第三仲裁人についての合意がで

きない場合、単独仲裁人を選任するときと同様の

方法（ 条 項参照）で選任機関によって選任さ

れる（ 条 項）

＜単独仲裁人の場合＞

・すべての当事者が単独仲裁人とすることに関す

る提案を受領した日から 日以内に単独仲裁人

について合意できないときには、選任機関が単独

＜仲裁人の数＞

・当事者の合意がない場合、原則として、仲裁廷は

名で構成されるが、事案の複雑性、係争額、そ

の他の状況を考慮して、仲裁機関が単独仲裁人

とする決定を行うことができる（ 条）

＜単独仲裁人の場合＞

・両当事者は 日以内に共同で仲裁人を指名する

こととし、合意に至らない場合には、仲裁機関が

選任する（ 条 項）

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ選任し、第三仲裁人を仲裁

機関が選任する。当事者が指定された期間内に

仲裁人を選任しない場合には仲裁機関が選任す

る（ 条 項）
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仲裁規則 仲裁規則

仲裁人を選任する（ 条 項）

※選任機関による選任方法の詳細は第 条 項を

参照

＜仲裁人の国籍など＞

・選任機関は、独立かつ不偏の仲裁人の選任が確保

されるように考慮するとともに、当事者と異なる

国籍を有する仲裁人を選任することの妥当性を

考慮しなければならない（ 条 項）

＜仲裁人の国籍など＞

・当事者の国籍が異なる場合、当事者による合意が

あるか、仲裁機関によって適当とみなされない

限り、単独仲裁人と第三仲裁人は当事者の国籍

と異なる国籍を有する者とする（ 条 項）

仲裁手続 ＜仲裁地など＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（

条 項）

・仲裁廷は仲裁人間の審議を適当な場所で開催す

ることができる（ 条 項）

・仲裁廷は当事者が別段の合意をしていない限り、

審理手続等を適当な場所で開催することができ

る（ 条 項）

※仲裁地は法的概念であり、審理手続等の仲裁手続

を実際に開催する場所は仲裁地と必ずしも一致

しなくてもよい

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、そのような合意がない場合に

は適当と判断する法規を適用する（第 条 項）

・仲裁廷は、契約条項及び取引慣行を考慮しなけれ

ばならない（ 条 項）。

＜仲裁手続に使用する言語＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（

条 項）

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（ 条 項）

＜審理手続の公開の要否＞

・審理手続は原則非公開（ 条 項）

＜仲裁地など＞

・当事者の合意がない場合、仲裁機関が決定（ 条

項）

・仲裁廷は仲裁人間の審議を適当な場所で開催す

ることができる（ 条 項）

・仲裁廷は当事者が別段の合意をしていない限り、

審理手続等を適当な場所で開催することができ

る（ 条 項）

※仲裁地に関しては 仲裁規則の欄におけ

る説明を参照。

＜適用法規など＞

・仲裁廷は、適用法規に関する当事者の合意がある

場合にはその法規、そのような合意がない場合

には最も適当と考える法規を適用する（ 条

項）

＜仲裁手続で使用する言語＞

・当事者の合意がない場合、仲裁廷が決定する（仲

裁廷は、決定の際には関連するすべての事情を

考慮し、当事者がコメントする機会を与える）

（ 条 項）

＜暫定的な保全措置の可否＞

・当事者は暫定的な保全措置を求めることができ

る（ 条）

＜審理手続の公開の要否＞

・審理手続は原則非公開とする（ 条 項）

＜その他＞

・緊急仲裁人の制度あり（ ）

※緊急仲裁人に関しては における説明参照

仲裁判断 ＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する（ 条 項）

※手続に関する問題については、多数を得られない

場合、又は、仲裁廷が権限を与えた場合、第三仲

裁人が単独で決定することができる（ 条 項）

＜仲裁判断の決定方法＞

・多数決により決定する。多数を得られない場合、

第三仲裁人が単独で決定する（ 条 項）

第 部 経済連携協定・投資協定

仲裁規則 仲裁規則

仲裁機関・仲裁

規則等

・国際連合国際商取引法委員会

（

： ）は、 年の国連決議に

よって設立。所在地はオーストリア（ウィーン）。

・ は仲裁機関ではない（仲裁規則を採択

しているのみ）。

・ 仲裁規則は 年に採択。

・最新版は 年に改訂された。

・ 年に投資協定仲裁透明性規則を採択（

年発効）。 年 月以降に署名された条約に

基づき 仲裁規則が適用される場合、別

段の合意がなければ透明性規則も適用される。

・ストックホルム商業会議所仲裁協会（

： ）は、同商

業会議所附属機関として 年に設立。

・ 最 新 の 規 則 （

）は 年 月 日より

発効した規則。

対象事案

仲裁手続の

開始

・申立人が被申立人に対して書面による仲裁申立

てを行い、被申立人が仲裁申立てを受領した日に

仲裁手続が開始する（ 条 項、 項）

・申立人が仲裁機関に対して書面による仲裁申立

てを行い、仲裁機関が仲裁申立てを受理した日

に仲裁が開始する（ 条及び 条）

仲裁人の

選定

＜仲裁人の数＞

・当事者間で仲裁人の数に関する合意がない場合

には、被申立人による仲裁申立ての受領から

日以内に単独仲裁人による仲裁を行うことを合

意しない限り、仲裁人の数は 名とする（ 条）

＜選任機関＞

・当事者間で選任機関（ ）に

関する合意がない限り、当事者は選任機関となる

機関等を提案することができ、合意できない場合

には、一方当事者は常設仲裁裁判所 の事務

局長を選任機関とすることを要求できる（ 条

項、 項）

※ は仲裁機関ではなく、仲裁人を選任す

る機関を指名する必要が生じる

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ仲裁人を選任し、当事者が選

任した仲裁人が第三仲裁人を選任する（ 条 項）

・一方当事者からの仲裁人選任の通知を受領した

日から 日以内に他方当事者が選任した仲裁人

を通知しない場合、既に仲裁人を選任した当事者

は選任機関に 人目の仲裁人の選任を求めるこ

とができる（ 条 項）

・当事者が選任した 人の仲裁人が選任された日

から 日以内に第三仲裁人についての合意がで

きない場合、単独仲裁人を選任するときと同様の

方法（ 条 項参照）で選任機関によって選任さ

れる（ 条 項）

＜単独仲裁人の場合＞

・すべての当事者が単独仲裁人とすることに関す

る提案を受領した日から 日以内に単独仲裁人

について合意できないときには、選任機関が単独

＜仲裁人の数＞

・当事者の合意がない場合、原則として、仲裁廷は

名で構成されるが、事案の複雑性、係争額、そ

の他の状況を考慮して、仲裁機関が単独仲裁人

とする決定を行うことができる（ 条）

＜単独仲裁人の場合＞

・両当事者は 日以内に共同で仲裁人を指名する

こととし、合意に至らない場合には、仲裁機関が

選任する（ 条 項）

＜仲裁廷が 名で構成される場合＞

・各当事者が 名ずつ選任し、第三仲裁人を仲裁

機関が選任する。当事者が指定された期間内に

仲裁人を選任しない場合には仲裁機関が選任す

る（ 条 項）
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第５章 投資

③我が国が締結している 投資章における投資家

対国家の紛争解決規定（「国家対国家」の紛争に

関連する規定については第 章を参照）

我が国が締結している多くの は、投資章におけ

る紛争解決手続として、①まずは紛争当事者が解決に

向けた協議を行い、②協議により問題が解決しない場

合は仲裁手続に案件を付託し、③仲裁判断に基づき、

被申立国は金銭賠償（又は補償）を行う、との共通し

たプロセスを規定している。このようなプロセスは、

我が国関連 のみならず、他国において結ばれてい

る地域貿易協定とも共通するものであるが、個別具体

的な規定ぶりは様々である（投資協定における「国家

対国家」の紛争に関する規定は の規定と比較して

簡潔であることが多い）。以下では、「日シンガポー

ル 」（図表 ）、「日メキシコ 」（図表

）、「日マレーシア 」（図表 ）、

及び、参考として 投資章の紛争解決手続（投資

家対国家）（図表 ）をフロー図で掲示する。

第 部 経済連携協定・投資協定

仲裁規則 仲裁規則

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（ 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（ 条）

＜その他＞

・仲裁廷は、仲裁廷が選任され、仲裁費用に関する

前受金が支払われた日から ヶ月以内に仲裁判

断を下さなければならない（延長が認められる

場合がある）（ 条、 条）
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③我が国が締結している 投資章における投資家

対国家の紛争解決規定（「国家対国家」の紛争に

関連する規定については第 章を参照）

我が国が締結している多くの は、投資章におけ

る紛争解決手続として、①まずは紛争当事者が解決に

向けた協議を行い、②協議により問題が解決しない場

合は仲裁手続に案件を付託し、③仲裁判断に基づき、

被申立国は金銭賠償（又は補償）を行う、との共通し

たプロセスを規定している。このようなプロセスは、

我が国関連 のみならず、他国において結ばれてい

る地域貿易協定とも共通するものであるが、個別具体

的な規定ぶりは様々である（投資協定における「国家

対国家」の紛争に関する規定は の規定と比較して

簡潔であることが多い）。以下では、「日シンガポー

ル 」（図表 ）、「日メキシコ 」（図表

）、「日マレーシア 」（図表 ）、

及び、参考として 投資章の紛争解決手続（投資

家対国家）（図表 ）をフロー図で掲示する。

第 部 経済連携協定・投資協定

仲裁規則 仲裁規則

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（ 条 項）

＜仲裁判断の終局性及び拘束性＞

・仲裁判断は終局的なものであり、当事者を拘束す

る（ 条）

＜その他＞

・仲裁廷は、仲裁廷が選任され、仲裁費用に関する

前受金が支払われた日から ヶ月以内に仲裁判

断を下さなければならない（延長が認められる

場合がある）（ 条、 条）
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第５章 投資

＜図表 ＞
日メキシコ経済連携協定（第 章第二節）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

投資家が損害を知った日

書面による協議の要請

友好な協議解 決

・投資家自身に損害

【 条① 】

→投資家が自己のた

めに行う請求付託

・子会社に損害

【 条① 】

→投資家が企業のた

めに行う請求付託

仲裁規則に基づく

仲裁への付託要請

【 条① 】

条約又は の追加的

制度に基づく調停・仲裁要請

【 条① 】

その他仲裁規則による調停・

仲裁

【 条① 】

調停・仲裁廷の設置

裁定（拘束力あり）

【 条】

裁定の実施

裁定の不遵守裁定の遵守

国対国の紛争解決手続（第 章へ移行）【 条③】

紛争の当事者である締約国が最終的な裁定に従わない場合には、仲裁の当事者であった投資家の属する

締約国は、第十五章に定める手続きを利用することができる。この場合、当該投資家の属する締約国は、

次のことを求めることができる。【 条③】

最終的な裁定に従わないことがこの協定上の義務に反する旨の決定を行うこと。

当該紛争の当事者である締約国が最終的な裁定に従うべきである旨の勧告を行うこと。

請求付託の要件【 条】

・除斥期間（ 年以内）

・仲裁手続きへの同意

・国内手続等に訴える権

利の法規、等

仲裁手続の特則

・仲裁人の選定【 条】

・複数の請求の併合【 条】

・準拠法（合同委員会が採択する

解釈を含む）【 条】

・第三国の意見陳述の機会【

条】

・合同委員会による付属書の解

釈【 条】

・暫定的保全措置【 条】

年以内

【 条①】

日以上

【 条①】

第 部 経済連携協定・投資協定

＜図表 ‐ － ＞
日シンガポール経済連携協定（第 章）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

協議の要請

友好な協議【 条②】

不 調行政・司法的解決 合意済解決方法

解 決

紛争付託を書面により投資家から締約国へ通報【 条⑧ 】

附属書 手続に従って

の仲裁廷の設置要請

【 条③ 】

仲裁規則に基

づく仲裁への付託要請

【 条③ 】

条約又は の追加的

制度に基づく調停・仲裁要請

【 条③ 】

投資家が損害を知った日

調停・仲裁廷の設置

裁定【 条⑩ 】

締約国が投資家へ裁定実施の通報

裁定後 日以内に補償額の合意なし 補償額の合意 決定【 条⑩ 】

仲裁廷に付託【 条⑩ 】

最終の裁定（拘束力あり）

裁定の実施【 条⑩ 】

解 決

裁定の内容【 条⑩ 】

ⅰ 権利侵害の有無

ⅱ 権利侵害がある場合

にはその救済方法

救済方法【 条⑩ 】

ⅰ 金銭上の補償

ⅱ 原状回復

ⅲ ⅰ と ⅱ の組合せ

仲裁付託の要件

【 条④ 】

・受け入れられない仲

裁人の国籍を上限三

までして可能

・排除した国籍のもの

を仲裁人としない

年以内

【 条④ 】

・投資家が当該投資紛争の当事者である締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることを

妨げるものと解してはならない。【 条⑪】

・最低に従わなかった場合、外交上の保護を与え、または国家間の請求を行うことができる。【 条⑫】

ヵ月以内

【 条③】

日以上

【 条⑧】

日以内

【 条⑩ 】
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＜図表 ＞
日メキシコ経済連携協定（第 章第二節）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

投資家が損害を知った日

書面による協議の要請

友好な協議解 決

・投資家自身に損害

【 条① 】

→投資家が自己のた

めに行う請求付託

・子会社に損害

【 条① 】

→投資家が企業のた

めに行う請求付託

仲裁規則に基づく

仲裁への付託要請

【 条① 】

条約又は の追加的

制度に基づく調停・仲裁要請

【 条① 】

その他仲裁規則による調停・

仲裁

【 条① 】

調停・仲裁廷の設置

裁定（拘束力あり）

【 条】

裁定の実施

裁定の不遵守裁定の遵守

国対国の紛争解決手続（第 章へ移行）【 条③】

紛争の当事者である締約国が最終的な裁定に従わない場合には、仲裁の当事者であった投資家の属する

締約国は、第十五章に定める手続きを利用することができる。この場合、当該投資家の属する締約国は、

次のことを求めることができる。【 条③】

最終的な裁定に従わないことがこの協定上の義務に反する旨の決定を行うこと。

当該紛争の当事者である締約国が最終的な裁定に従うべきである旨の勧告を行うこと。

請求付託の要件【 条】

・除斥期間（ 年以内）

・仲裁手続きへの同意

・国内手続等に訴える権

利の法規、等

仲裁手続の特則

・仲裁人の選定【 条】

・複数の請求の併合【 条】

・準拠法（合同委員会が採択する

解釈を含む）【 条】

・第三国の意見陳述の機会【

条】

・合同委員会による付属書の解

釈【 条】

・暫定的保全措置【 条】

年以内

【 条①】

日以上

【 条①】

第 部 経済連携協定・投資協定

＜図表 ‐ － ＞
日シンガポール経済連携協定（第 章）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

協議の要請

友好な協議【 条②】

不 調行政・司法的解決 合意済解決方法

解 決

紛争付託を書面により投資家から締約国へ通報【 条⑧ 】

附属書 手続に従って

の仲裁廷の設置要請

【 条③ 】

仲裁規則に基

づく仲裁への付託要請

【 条③ 】

条約又は の追加的

制度に基づく調停・仲裁要請

【 条③ 】

投資家が損害を知った日

調停・仲裁廷の設置

裁定【 条⑩ 】

締約国が投資家へ裁定実施の通報

裁定後 日以内に補償額の合意なし 補償額の合意 決定【 条⑩ 】

仲裁廷に付託【 条⑩ 】

最終の裁定（拘束力あり）

裁定の実施【 条⑩ 】

解 決

裁定の内容【 条⑩ 】

ⅰ 権利侵害の有無

ⅱ 権利侵害がある場合

にはその救済方法

救済方法【 条⑩ 】

ⅰ 金銭上の補償

ⅱ 原状回復

ⅲ ⅰ と ⅱ の組合せ

仲裁付託の要件

【 条④ 】

・受け入れられない仲

裁人の国籍を上限三

までして可能

・排除した国籍のもの

を仲裁人としない

年以内

【 条④ 】

・投資家が当該投資紛争の当事者である締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることを

妨げるものと解してはならない。【 条⑪】

・最低に従わなかった場合、外交上の保護を与え、または国家間の請求を行うことができる。【 条⑫】

ヵ月以内

【 条③】

日以上

【 条⑧】

日以内

【 条⑩ 】
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第５章 投資

＜図表 ＞

日以上

【 条】

投資家対国家の紛争解決手続の流れ

（協定第 章 節）

仲裁手続の選択【 条】

・

・ 追加的規則

・

・その他当事者が合意する

ルール

義務違反＋

損害の発生

・投資家自身に損害

→投資家が自己のために行う

請求付託【 条】

・子会社に損害

→投資家が企業のために行う

請求付託【 条】

協議／交渉【 条】

仲裁への付託

仲裁廷の設立

付託要件

・除斥期間（ 年以内）

【 条②】

・本章の仲裁手続への合意

【 条】

・国内手続等に訴える権利の

放棄【 条】 

仲裁手続の特則

・仲裁人の選定【 ～

条】

・複数の請求の併合【 条】

・第三国への通告 意見陳述

の機会【 条】

・準拠法（合同委員会が採択

する解釈を含む）【 条】

・合同委員会による附属書の

解釈【 条】

・専門家による報告の制度

【 条】

・暫定的保全措置【 条】

仲裁判断【 条】

仲裁判断の執行【 条】

仲裁判断の遵守 仲裁判断の不遵守

国対国の紛争解決手続（第 章へ移行）

仲裁付託意図の通告【 条】

解決

日＋α

ヵ月以上

【 条①】

第 部 経済連携協定・投資協定

＜図表 ＞ 日マレーシア経済連携協定（第 章）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

投資家が損害を知った日

協議の要請

友好な協議【 条④】

解 決

行政・司法的解決【 条②】 不 調

紛争付託を書面により投資家から締約国へ通報【 条⑥】

クアラルンプール仲

裁センターによる調

停又は仲裁

【 条④ 】

仲裁規則に

基づく仲裁への付託

要請

【 条④ 】

条約又は

の追加的制度に基づ

く調停・仲裁要請

【 条④ 】

その他仲裁規則によ

る調停・仲裁要請

【 条④ 】

調停・仲裁廷の設置

裁定（拘束力あり）

【 条⑭】

投資紛争の当事者である締

約国でない締約国は、両紛争

当事者への書面による通知

を行った場合には、この協定

の解釈に関して仲裁廷に対

し、意見を提出することがで

きる。【 条⑬】

投資家は投資紛争

の当事者である締

約国の法律に従い、

行政裁判所又は司

法裁判所において

暫定的な差止めに

よる救済を申立て、

その申立てに係る

手続きを継続する

ことができる。

【 条⑧】

日以上

【 条⑥】

・投資家が当該投資紛争の当事者である締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることを

妨げるもと解してはならない。【 条②】

・裁定に従わなかった場合、外交上の保護を与え、または他の裁定機関に国家間の請求を行うことがで

きる。【 条⑯】

ヵ月以内

【 条④】

年以内

【 条⑦】
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＜図表 ＞

日以上

【 条】

投資家対国家の紛争解決手続の流れ

（協定第 章 節）

仲裁手続の選択【 条】

・

・ 追加的規則

・

・その他当事者が合意する

ルール

義務違反＋

損害の発生

・投資家自身に損害

→投資家が自己のために行う

請求付託【 条】

・子会社に損害

→投資家が企業のために行う

請求付託【 条】

協議／交渉【 条】

仲裁への付託

仲裁廷の設立

付託要件

・除斥期間（ 年以内）

【 条②】

・本章の仲裁手続への合意

【 条】

・国内手続等に訴える権利の

放棄【 条】 

仲裁手続の特則

・仲裁人の選定【 ～

条】

・複数の請求の併合【 条】

・第三国への通告 意見陳述

の機会【 条】

・準拠法（合同委員会が採択

する解釈を含む）【 条】

・合同委員会による附属書の

解釈【 条】

・専門家による報告の制度

【 条】

・暫定的保全措置【 条】

仲裁判断【 条】

仲裁判断の執行【 条】

仲裁判断の遵守 仲裁判断の不遵守

国対国の紛争解決手続（第 章へ移行）

仲裁付託意図の通告【 条】

解決

日＋α

ヵ月以上

【 条①】

第 部 経済連携協定・投資協定

＜図表 ＞ 日マレーシア経済連携協定（第 章）

投資家対国家の紛争処理の流れ

権利の侵害＋損失

又は損害の発生

注）【 】内は協定の条

文番号。

便宜上、条は算用数字

で、項は①、②…で示す

投資家が損害を知った日

協議の要請

友好な協議【 条④】

解 決

行政・司法的解決【 条②】 不 調

紛争付託を書面により投資家から締約国へ通報【 条⑥】

クアラルンプール仲

裁センターによる調

停又は仲裁

【 条④ 】

仲裁規則に

基づく仲裁への付託

要請

【 条④ 】

条約又は

の追加的制度に基づ

く調停・仲裁要請

【 条④ 】

その他仲裁規則によ

る調停・仲裁要請

【 条④ 】

調停・仲裁廷の設置

裁定（拘束力あり）

【 条⑭】

投資紛争の当事者である締

約国でない締約国は、両紛争

当事者への書面による通知

を行った場合には、この協定

の解釈に関して仲裁廷に対

し、意見を提出することがで

きる。【 条⑬】

投資家は投資紛争

の当事者である締

約国の法律に従い、

行政裁判所又は司

法裁判所において

暫定的な差止めに

よる救済を申立て、

その申立てに係る

手続きを継続する

ことができる。

【 条⑧】

日以上

【 条⑥】

・投資家が当該投資紛争の当事者である締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることを

妨げるもと解してはならない。【 条②】

・裁定に従わなかった場合、外交上の保護を与え、または他の裁定機関に国家間の請求を行うことがで

きる。【 条⑯】

ヵ月以内

【 条④】

年以内

【 条⑦】
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